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20 8 版 中小企 の  

 第 1部では、最近の中小企業の動向についての分析に加え、中小企業の労働生産性

や経営の在り方等について分析を行う。 

 第 2部では、第 1部の分析結果を踏まえた上で、中小企業の生産性向上に向けた取

組について分析を行う。具体的には、業務プロセスの見直し、人材活用面の工夫、IT 

利活用、設備投資、M＆Aを中心とする事業再編・統合について取り上げる 

 

第 1部 平成 29年度(2017年度)の中小企業の動向 

● 小企 の  

 我が国経済の緩やかな回復基調にあり、これに伴い、経常利益が過去最高水準にあ 

るなど、改善傾向にある中小企業の景況等を分析する。 

 

● 小企 の 分  

我が国中小企業の企業数、従業者数及び付加価値の現状やその変化を、常用雇用者

階級と設立年の視点で区分して分析する。業歴が長く規模の小さい企業が大きく減少 

していること、業歴の若い企業が従業員数を大きく増加していること等を示す。 

 

● 小企 の  

中小企業の過去 10 年間の労働生産性の変化を、従業員数と付加価値の伸び率を用

いて類型化する。従業員数の伸び以上に付加価値額を伸ばし、生産性を向上させてい 

る領域にある中小企業は全体の約 20％を占めている。こうした領域に向かうために必

要となる生産性向上に向けた取組について分析する。 

 

● 小企 の の  

中小企業の経営の在り方が投資行動や経営の取組に与える影響を分析する。中小企 

業はオーナー経営であることが多く、長期的な目線による経営ができるというプラス

の側面がある一方、取締役の開催や経営計画の策定に取り組みにくいというマイナス

の側面があること等を明らかにする。 

 

第 2部 深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命  

● 化 る人 不 の  

中小企業において深刻化する人手不足の現状について概観するとともに、人手不足

の状況下での中小企業の対応について分析する。また、女性・シニア等の潜在的な労

働力の掘り起こしに向けた取組についても取り上げる。 

  

  























 
 

事例

セレンディップ・コンサルティン

グ株式会社

愛知県

名古屋市

＆ による事業承継を通じて「プロ経営者」

を派遣し、生産性向上を支援する企業

事例

秋田県事業引継ぎ支援センター

秋田県

秋田市

他の支援機関と連携し、事業の引継ぎを促進

する支援機関

事例

かづの銘酒株式会社

秋田県

鹿角市

後継者難の状況から、 ＆ を活用し伝統の酒

造りの発展を図る明治創業企業
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本文を読む前に（凡例）  

 

1 この報告の中で、中小企業とは、中小企業基本法第 2 条第 1 項の規定に基づ

く「中小企業者」をいう。また、小規模企業とは、同条第 5 項の規定に基づく

「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業とは、「小規模企業者」以外の

「中小企業者」をいう。「中小企業者」、「小規模企業者」については、具体的

には、下記に該当するものを指す。  

 

 

業  種  

中 小 企 業 者 （ 下 記 の い ず れ

かを満たすこと）  

うち小規模  

企業者  

資本金  常時雇用  

する従業員  

常時雇用  

する従業員  

① 製造業・建設業・運輸業  

その他の業種（②～④を除く） ※  

3 億円以下  300 人以下  20 人以下  

②卸売業  1 億円以下  100 人以下  5 人以下  

③サービス業 ※  5,000 万円以下  100 人以下  5 人以下  

④小売業  5,000 万円以下  50 人以下  5 人以下  

 

※下記業種については、中小企業関連立法における政令に基づき、以下のとおり

定めている。  

【中小企業者】  

①製造業  

・ゴム製品製造業：資本金 3 億円以下又は常時雇用する従業員 900 人以下  

③サービス業  

・ソフトウェア業・情報処理サービス業：資本金 3 億円以下又は常時雇用す

る従業員 300 人以下  

・旅館業：資本金 5 千万円以下又は常時雇用する従業員 200 人以下  

【小規模企業者】  

③サービス業  

・宿泊業・娯楽業：常時雇用する従業員 20 人以下  

 

2 この報告では、一般に公表されている政府の統計資料を再編加工したものや

民間諸機関 の 調査 等を 主 と し て利用した。資料の出所、算出方法、注意事項

等については それ ぞ れ の 使 用 箇所に明記してあるが、統計ごとに共通する注

意事項は以下 のと お り で あ る 。なお、この報告でいう「再編加工」とは、各

統計調査の調査票情報を中小企業庁で独自集計した結果であることを示す。  

(1) 経済産業省「工業統計表」  

本統計は事業所単位で集計されている。なお、本統計では、西暦末尾 0、

3、 5、 8 年については全数調査 (2008 年調査まで )、それ以外の年は従業者

4 人以上の事業所等を調査している。  
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この報告では各年の事業所データを連結し、分析しているが、その際、

例えば従業者 3 人の事業所が、翌年従業者 4 人になると、開業とみなされ

る (逆のケースは廃業とみなされる )点に注意を要する。  

 

(2) 経済産業省「商業統計表」  

本統計は事業所単位で集計されている。  

 

(3) 経済産業省「企業活動基本調査」  

従業者数 50 人以上かつ資本金又は出資金 3,000 万円以上の法人企業を

調査対象 とし てい るた め、調査結果には小規模企業が含まれていないこ

とに注意 を要 する 。な お、本調査の正式名称は「経済産業省企業活動基

本調査」 だが 、本 書に おいては「企業活動基本調査」と記述することと

する。  

 

(4) 財務省「法人企業統計調査年報」及び「法人企業統計調査季報」  

法人企業を対象と しているため、特 に小規模層については、全体的な

傾向を示す も ので はな い 。また、標本抽出と回収率の点から見て、小規

模法人の 調査 結 果 につ いては幅を持って考える必要がある。なお「季報」

は、資本金 1,000 万円未満の法人を含んでいないことに注意を要する。  

 

(5) 総務省「事業所・企業統計調査」、「経済センサス -基礎調査」及び総務  

省・経済産業省「経済センサス -活動調査」  

本統計は事業所単 位及び企業単位双 方で集計されている。この報告に

おいて、本 統 計を 利用 し た企業ベースの分析には、個人事業者も含む。

ただし、個人事業者については、名寄せができないため、「本所・本店」

のみの従業者数により企業規模の判定を行っている。また、「経済センサ

ス -基礎 調 査」 及び 「経 済センサス -活動調査」は「事業所・企業統計調

査」と調査の対象は同様だが、 (1)商業・法人登記等の行政記録を活用し

て、事業所・企業の捕捉範囲を拡大しており、 (2)本社等の事業主が支所

等の情報も一括して報告する本社等一括調査を導入しているため、「事業

所・企業統 計 調査 」と の 差数が全て増加・減少を示すものではないこと

に注意を要する。  

 

3 この報告では、中小企業庁の委託により、民間諸機関が中小企業・小規模事

業者等を対 象とし て実施した アンケート調査を利用して分析を行っているが、

調査対象企業等 の 全てがア ンケートに回答したものではないことに注意を要

する。  
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4 中小企業・小規模事業者に関する統計を見ていく場合、中小企業・小規模事

業者は大企業 と異 な り 、 指 標 によっては企業間のばらつきが大きいため、平

均値は中小企 業・ 小 規 模 事 業 者の標準的な姿を代表していない可能性がある

ことに注意を要する。  

 

5 この報告に掲載した我が国の地図は、我が国の領土を包括的に示すものでは

ない。  
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切り替え、自動車部品企業(ティア 1～2：すべて現金受取 22％）、素形材関係企業(テ

ィア 1～4：すべて現金受取 14％）の間でも浸透しつつあるとの回答。（※）  

※調査において、自動車セットメーカーの現金払い比率に比べ、自動車部品企業の

現金受取比率が低い結果となったが、これは下請法上の取引に該当しない大企業

間取引において、引き続き、手形の使用が改善されていないことに起因するもの 
と推察される。 

・建機、電機・情報通信機器、繊維などの業界においても、改善に向けた取組に着手

しているが、発注側大企業の 100％現金払いはいまだ 10～30％程度にとどまってお

り、自動車業界と比較すると手形を多用している状況。 

  
(下請 Gメンによるヒアリング調査結果のポイント) 

2017年 10月末までに訪問した 2,040 社のヒアリング結果について分析を行った。 

・全体の 25％(※)、517件で重点三課題の具体的改善事例を確認。特に、手形払いの

現金化など支払条件の改善が 300件超と顕著に多く、原価低減や型管理の改善に向

けた動きもそれぞれ 100件前後確認。  
・他方、「自主行動計画の FU調査」結果とつき合わせると、 

① 原価低減要請については、一部に、引き続き口頭による要請を行っている事例

が散見。 

② 型管理については、一部に改善事例も見られるが、特にティア 2以降でいまだ

改善が浸透しているとは言い難い。  
③ 手形の現金払化は、ティア 3～4 の一部に広がりつつあるも広く浸透するまでに

は至らず。また、自動車に比し他業種の動きが鈍い。 

④ また、親事業者からの金型代金の支払が 24～36 回の分割払いや部品価格上乗せ

での回収となっており、改善して欲しいとの声が多数存在。 

などの状況を確認。  
※具体的な改善があった事例を集計した割合であり、残りの 75％において不適切な取

引が存在しているわけではない。(ヒアリングの結果には、「従来から取引上の問題は

ない」「元々、全て現金で支払いを受けている」などと回答した事業者が含まれてい

る。) 

  
●型管理の適正化・廃棄に向けた取組の強化 

 2017年 1月より、自動車・素形材業界における公正な取引環境の実現に向けて、部

品等の製造に必要な「型」の管理のさらなる適正化に向けた「型管理(保管・廃棄等）

における未来志向型の取引慣行に関する研究会」(座長：神奈川大学法学部 細田孝一

教授、委員：一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車部品工業会、 
素形材業界)を開催した。2017年 7月、同研究会において「未来に向けた「型管理・

三つの行動」～減らす、見直す、仕組みを作る～(型管理の適正化に向けたアクショ 

ンプラン)」を取りまとめ公表した。 
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第 2  中小企 の構 分  

 企 の の

我が国の中小企業は、2014 年時点で約 381 万者と企業数全体の 99.7％を占めてお

り、従業者数は約 3,361万人と雇用全体の 7割を創出している。我が国経済の屋台骨

を支えている中小企業をつぶさに見れば、多種多様なビジネスを展開しており、一様 
に捉えることは困難であるが、一社当たりの従業員数、売上高や利益水準等の面から

日本の中小企業の典型像を捉えておきたい。一般社団法人 CRD 協会が運営する

CRD(Credit Risk Database)に集積された約 129 万社データの中央値を見ると、下表

のとおり、従業員数は 3 人、売上高は 6,790 万円、経常利益は 160 万円、総資産は

5,420 万円、資本金は 510 万円となり、日本の中小企業の典型像がかなり規模の小さ 
い事業者であることが分かる。 

このような中小企業について、本節では、企業数の推移と開廃業率の動向を確認し

ていくこととする。 

 

  
  

第1-2-1図 CRDから見た日本の中小企業像（2015年決算期）（法人及び個人事業者）
中小企業者数（先）

構成比
（％）

従業員数
（人）

売上高
（百万円）

経常利益
（百万円）

総資産
（百万円）

資本金
（百万円）

従業員数
（人）

売上高
（百万円）

経常利益
（百万円）

総資産
（百万円）

資本金
（百万円）

農業，林業 6,712 0.5% 4.0 52.0 1.9 56.0 3.1 16.4 270.9 11.3 387 5 14.2
漁業 1,123 0.1% 5.0 124.3 2.6 148.9 5.0 12.7 452.5 10.9 510.8 14.9
鉱業，採石業，砂利採取業 1,203 0.1% 8.0 177.4 2.3 226.1 10.0 15.2 653.2 32.9 995.9 49.6
建設業 276,651 21.5% 3.0 68.0 2.0 39.4 5.0 7.7 226.6 8.0 178.1 9.9
製造業 189,181 14.7% 7.0 100.1 2.1 91.9 10.0 23.3 634.3 23.5 669.3 25.9
電気・ガス・熱供給・水道業 2,971 0.2% 1.0 30.7 0.6 74.2 5.0 9.6 690.0 26.3 1,137.3 83.1
情報通信業 25,774 2.0% 5.0 80.6 1.1 44.0 10.0 19.1 362.6 14.4 324.9 32.9
運輸業，郵便業 46,475 3.6% 13.0 172.0 2.1 105.3 10.0 34.4 546.7 16.6 536.1 21.8
卸売業 137,854 10.7% 4.0 175.5 1.3 100.1 10.0 13.0 914.5 15.7 535.7 16.7
小売業 157,813 12.3% 2.0 68 3 0.7 38.0 4.1 9.8 326.6 5.7 200.8 7.9
不動産業，物品賃貸業 119,596 9.3% 1.0 28.1 2.3 133.4 8.0 4.4 228.6 19.5 719.2 24.6
学術研究，専門・技術サービス業 50,501 3.9% 2.0 37 2 1.7 25 3 5.0 9 2 145.8 7.0 162.2 12.6
宿泊業，飲食サービス業 76,618 6.0% 2.0 33 5 1.1 23 7 3.0 12.9 141.2 4 8 156.5 7.5
生活関連サービス業，娯楽業 37,622 2.9% 2.0 28 7 1.2 24.9 3.0 12.4 388.2 11.1 312.7 10 5
教育，学習支援業 9,354 0.7% 4.0 39.1 0.8 29 2 4.5 23.4 301.3 14 8 744.4 98 8
医療，福祉 53,516 4.2% 7.0 65.4 3.1 56 7 4.4 28 7 267.0 11 5 364.5 14.9
サービス業（他に分類されないもの） 93,535 7.3% 4.0 58 7 1.2 36.9 5.0 17.4 222.5 8.1 261.0 13 8
合計 1,286,499 100.0% 3.0 67.9 1.6 54 2 5.1 14 0 387.3 12 5 385.6 16 5
資料：一般社団法人CRD協会

中央値 平均値
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● る 及 に る  

1.株式会社 Curio School モノコトイノベーション 

 株式会社 Curio School(東京都目黒区、従業員 9名、資本金 1,000 万円)は、「人の

OSを育む事業」を行う会社として 2015 年に設立された。 

 会社のビジョンは、自分自身の未来を切り開ける人を増やすことを通じて、社会全 
体の幸せが増える未来を実現することである。その未来の実現に向け、「人の OS」=

「知的好奇心」・「創造性」・「コラボレーション力」を持つ人を育んでいる。具体的に

は、小学生向け、中高生向け、企業向けの教育事業を行っている。 

同社が毎年主催するモノコトイノベーションは、「アイディアをカタチにして競い

合う、創造力の甲子園」と題した、中高生向けのコンテスト型プログラムである。中 
高生がデザイン思考を活用し、企業とコラボレーションをしながら「モノづくり」に

取り組み、競い合う。このプログラムの特徴は、「本物のテーマ」、「本物のプロトタイ

プ」、「本物のメンター」である。中高生が挑戦するのは、コンテスト用の疑似的なお

題ではなく、スポンサー企業から提示される本物のビジネス課題である。また、アイ

ディアをアイディアで終わらせず、実際にプロトタイプを制作することまで行う。さ 
らに、本プログラムでは「本物である」ことを追及するために、スポンサー企業にも

コミットメントを求める。スポンサー企業は資金を出すだけではなく、長期間にわた

って社員をメンターとして出し、本気で中高生に関わっていく。 

2017年のコンテストでは、全国の中高生総勢 250 名からエントリーがあり、その中

から 150名の中高生が選抜された。さらに合宿形式の予選大会を経て、ファイナリス 
トとしては 5 チーム 20 名が選ばれた。優勝したのは、離れた親友と時空間を共有で

きるドーム型デバイス「COVO(コーヴォ)」を考えた、高校生チーム「New-Wind」であ

る。長期入院している女子中高生とその親友の間に、物理的・精神的な距離が生まれ

てしまうシーンに着目し、患者と親友双方の本当のニーズを実現するものを制作した。 

 モノコトイノベーションは過去 3回開かれたが、既に様々な育成成果が生まれてい 
る。プログラムに参加した中高生は、日常の中で前提を疑って考える力や、考えるだ

けではなく行動に移す力など、様々な力を身に着ける。メンターとして関わる社会人

も、中高生の柔軟な発想や純粋な気持ちに大いに刺激を受けている。さらに、プログ

ラム参加者が実際に起業するケースもある。また、本プログラムから生まれたものが

高校生の製品として初めてシーテックジャパンに出展され、商品化に向けて開発推進 
中のものや特許出願を準備中のものもある。 

同社の染谷優作取締役は、「このプログラムを通じて、世代を超えて未来を共創す

る文化を日本全国に広げ、この国に新たな知恵の通り道を提示していきたい。ここか

ら生まれる商品やサービス、あるいは育った若者が世界にポジティブな影響を与える

未来も遠くない。」と語る。「本物の」プログラムを通じて生み出されるイノベーショ 
ンは、今後さらに広がりを見せていきそうだ。 
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2.群馬イノベーションアワード 

 群馬イノベーションアワード(以降、GIA)は上毛新聞社が主催し、株式会社ジンズ

の田中仁社長が実行委員長を務める、起業家発掘プロジェクトである。次世代を担う

起業家や起業家精神を持った人材を発掘し、県内外のイノベーション機運を高めてい

る。  
GIAは「群馬を起業の聖地に！」を合言葉に 2013 年から始まった取組であり、2017

年で 5 年の節目を迎えた。そんな GIA の影響力は年々増している。2013 年に 57 件だ

ったエントリー数は年々増加し、2017 年は過去最多となる 185 件の応募があった。

GIA を共に推進する「特別協賛企業」や「パートナー企業」、「ファイナンシャルサポ

ーター」は、2013年の 21社から、2017 年は 70 件以上に増加した。GIA の盛り上がり 
に触発され、岡山県と石川県では同様の事業も動き出している。 

GIA が影響力を拡大してきた背景には、一般的なビジネスプランコンテストとは一

線を画す、多様なステークホルダーの巻き込みと、多面的なプロジェクト設計がある。

特別協賛・実行委員に名を連ねるのは、群馬発の企業の社長である。主催の上毛新聞

は、GIA の活動について紙面等で大きく取り上げ、活動を県民に広く伝えている。ま 
た、共催の一般財団法人田中仁財団は、GIA と並行して 2014 年から「群馬イノベーシ

ョンスクール」を通年開講している。講師を務めるのは、早稲田大学ビジネススクー

ルや東京大学産学連携本部、駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部など

の教授である。 

2017 年の GIA で大賞に輝いたのは、初の高校生受賞者となる奥谷哲郎さんである。 
アレルギーで苦しんできた自らの経験に基づき、食物アレルギー患者が安心して食事

ができる飲食店検索アプリの事業プランを発表した。以前、飲食店に食事に行った際、

自身にアレルギーがあることを伝えると「分からないので帰ってください」と言われ

た経験が、原体験となった。前橋市で開催されたファイナリストの発表には、県内各

地から実に 3,500人(同時開催された、群馬イノベーションマーケット含む)が参加し 
た。その中には奥谷さんと同年代の高校生もおり、同年代の輝く姿に大いに刺激を受

けたようだ。なお、大賞を受賞した奥谷さんには、米国シリコンバレー研修ツアー参

加資格が与えられる。事業プランは慶應大湘南藤沢キャンパス(SFC)の國領二郎教授

(GIA 審査委員長)のゼミでブラッシュアップし、シリコンバレーで投資家や起業家を

前にプレゼンする。さらに、SFCの AO 入試に挑む道筋もあり、群馬イノベーションス 
クールの参加資格も与えられる。実行委員長である株式会社ジンズの田中仁社長は、

日本の起業が増えるためには、「起業は素晴らしい」という価値観が広く世間に広が

ることが必要だと考えている。「意識を変えるポイントは、『かっこいい起業家』の姿

を見せること」と力強く語った。 
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2  が 企 の  

本節では、我が国の企業数や従業者数及び付加価値額を、常用雇用者階級と設立年

の視点で区分し、その構造変化を概観する。また、常用雇用者階級別と設立年別に見

る労働生産性の状況について分析する。 

  
1．我が国企業数の構造 

本項では、我が国企業の構造について、常用雇用者階級 3と設立年の視点から分析

する。 

第 1-2-7図は、常用雇用者階級別と設立年別 4に見た我が国企業数の分布である。 

 常用雇用者階級別では、「1～5人」の企業が約 159万者(全体の約 42％)と最も多く、 
続いて「0人」の企業が約 144万者(全体の約 38％)と続き、常用雇用者数 5人以下の

企業で約 303 万者と全体の約 79％を占める。「1～5 人」と「6～10 人」の間には企業

数に大きな差があり、以降、常用雇用者階級が大きくなるにつれて企業数は減少する。

「21～300人」の規模は約 23万者(全体の約 6％)、「301 人以上」の企業になると、大

企業を含めて約 1.4万者(全体の約 0.4％)に過ぎない。  
 次に設立年別 5で見てみる。1984 年以前に設立された企業が約 156 万者(全体の約

41％)を占めており、1985 年から 1994 年(10 年間)に設立された企業が約 72 万者(全

体の約 19％)、1995 年から 2004 年(10 年間)に設立された企業が約 75 万者(全体の約

20％)、2005 年以降(10 年間 6)に設立された企業が約 76 万者(全体の約 20％)となっ

ている。  
 常用雇用者階級と設立年の関係で見ると、1984 年以前に設立された常用雇用者数 1

～5人の企業が約 64万者(約 17％)と一番多く、次いで 1984 年以前に設立された常用

雇用者数 0 人の企業が約 61 万者(約 16％)と続き、この 2 つの区分で我が国企業全体

の約 33％を占めている。 

                                                   
3 ここでは常用雇用者数によって階級を分けている。常用雇用者とは期間を定めずに、又は 1 ヶ

月以上の期間を定めて雇用をしている人を指す。個人事業主自身やその家族で無給の人、有給

役員、臨時雇用者(1 か月未満の期間を定めて雇用をしている人や、日々雇用をしている人)は

常用雇用者に含まれない。 
4 経済センサスにおいては、会社や企業の創業時期ではなく、当該事業所が現在の場所で事業を 

始めた事業所開設時期を調査している。ここでの設立年は、事業所のうち最も古い事業所の 

開設時期を企業の設立年とみなして集計している。したがって、事業所の移転により、異なる 

2時点を比較したとき、同一かつ継続している企業の設立年が若返る可能性がある。 
5 経済センサスの調査票では、事業所開設時期について「昭和 59年以前」、「昭和 60 年～平成 6

年」、「平成 7年～16年」、「平成 17年以降(具体的な年を記載)」という選択肢で調査してお

り、その区分に従っている。 
6 平成 26年経済センサス‐基礎調査の調査対象である 2014年 7月 1日時点までの 10年間。 
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【コラム 2 2 企 の成 企 ネ ワ ク】 

 

企業の成長を規定するものは何であるのか、この政策的に重要なテーマについ

て、学術的にも多くの研究がなされている。その中でも、企業の年齢に着目する研

究が注目されており、ハルティワンガーらの研究は学術雑誌の The Review of  
Economics and Statisticsの最も引用数の多い論文である。彼らの論文では、企業

成長として雇用の拡大に注目し、マクロの雇用創出効果が高いのは、企業年齢の低

い若い企業の成長であると結論付けている。このことは、政策として雇用創出を促

進するためには、企業年齢に着目して若い企業を支援することが効率的であること

を示唆している。我が国においても同様に、若い企業ほど従業員規模の成長率が高 
く、雇用創出効果が高いことが見てとれる。また、企業成長として売上増加による

「稼ぐ力」の拡大も若い企業で確認される(コラム 1-2-2①図)。しかしながら、我が

国では企業の参入・退出が進まず、企業の高齢化が進んでいるため、若い企業によ

るマクロの雇用創出効果や「稼ぐ力」の拡大効果は限定的であると見込まれる。 

  
コラム 1-2-2①図 企業年齢と成長率 10  

 

 

このような企業の高齢化が進む中、企業成長のために有効な政策はどのようなも

のであろうか。経済産業研究所(RIETI)の研究プロジェクトでは企業成長の規定要因 
に関する多面的な分析が行われている。分析では、企業成長には企業間ネットワー

クが強く関わっているが、その関係性は企業年齢により異なり、若い企業では新た

な取引先の構築が重要である一方、企業年齢の高い古い企業では安定的な取引関係

が企業成長につながることが確認された(コラム 1-2-2②図)。このことは、企業の年

齢ステージに合わせた取引関係構築支援が有効であることを示唆している。  
 

 

                                                   
10 Fujii, Saito and Senga(2017)の分析結果。 
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本節で見てきたように、この 10 年間で労働生産性が上昇している企業にも、従業

員数の伸び率以上に付加価値額の伸び率を増加させ、労働生産性の向上を図った領域

①の「効率的成長」のような企業もあれば、領域②の「効率化」のように従業員数の

伸び率を減少させながらも労働生産性を上昇させた企業、あるいは領域③の「縮小」 
のように従業員数と付加価値額の伸び率の両方が減少しているものの、付加価値額の

減少率のほうが低く、結果として労働生産性が上昇している企業もあり、労働生産性

の向上にも 3類型あることが確認された。  

次節では、アンケート調査をもとに、労働生産性を向上させた企業がどのような投

資行動や経営の取組を行っていたのかを分析していく。  
  

中小企業の労働生産性第3章

68 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





















 

2 株式会 作  

の 発や 入に る 務効 り み、 

さ  

 

岐阜県坂祝町にある株式会社亀井製作所(従業員 72 名、資本金 2,000 万円)は開発から製造・販売、メンテナ 
ンス等のアフターサービスまでを行うミニキッチンの総合メーカーである。 

昭和 23 年創業の同社は 1975 年からミニキッチン事業に参入した。当初は OEM 事業者として、大手住宅設備機

器メーカーへの供給を行っていたが、バブル崩壊後の建築需要の落込みと競合企業の参入により、1997 年に一度

は倒産の危機を迎えることとなった。そこで同社は、下請け事業からの脱却を図ることを決意し、商品開発力を

高めながら、自社ブランドへと舵を切っている。  
同社はデザイン会議と呼ばれる研修を継続的に行っている。岐阜県の支援制度によって接点を持った外部講師

を毎月一回招き、顧客のニーズに寄り添うデザインの新製品を考案する。会議には商品開発の担当者に限らず、

営業や製造等様々な部署の従業員が集まり、社長自らも欠かさずに参加する。「展示会でお客様に、また面白い

ものを出展したな、と言ってもらえることがやりがい」と亀井伸一社長は話す。2017 年には、更なる商品開発力

の強化を目指して、商品開発部を正式に立ち上げるまでに至った。  
IT 化投資による業務効率化も積極的に行っている。受注したデータを製造工程まで一気通貫して流すシステム

(約 3,000 万円)を 2年前に導入した。その結果、それまで 1日かけて人の手を介して行っていた受注データの入

力から図面の設計までを 30 分で、誤りなく行うことができるようになった。このように IT 投資を積極的に進め

る業務がある一方で、製造現場の生産管理における IT 導入には慎重であり、一日の生産台数の計画などは、現

場の責任者が自ら計算してホワイトボードに記載する方法で管理をしている。「業務には IT 化すべき部分と IT 
化すべきでない部分がある。IT 化すると自らの頭で考えることがなくなり、急な受注が発生した際に現場が対応

できなくなってしまう」という亀井社長の思想が背後にはある。 

このような商品開発に向けた研究開発や人材投資、IT 化投資の取組等によって、同社の業績は近年上昇してい

る。2016 年には大阪と名古屋に新たな営業所を開設して、より顧客に近い製造販売戦略を取っている一方、2017

年にはカンボジアのプノンペンにもショールームを開設するなど、海外展開にも積極的だ。同社の生産性の向上 
を牽引した要因は、これらの投資だけではないと亀井社長は言う。同社は 3年前から全社を挙げた 5S 活動を強

化している。繁忙期にあっても毎朝 15 分間、5S 活動の時間を設け、亀井社長自らが週一回評価をして回る。こ

の取組を 3年間続けたことにより、結果として作業時間が短縮して生産性が向上し、顧客からの信頼も得ること

で受注率が上昇した。「まずはトップである社長が確固とした意志を持って社内を変えるビジョンを持つことが

重要。投資も大切だが、5S 活動が基本にあってこそ、最大限の効果が発揮されるのではないか」と亀井社長は言 
う。 

     

同社が開発、製造、販売を手掛けるコンパクトキッチン 亀井伸一社長 
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 このように、第二次世界大戦後、ニクソンショック、オイルショック、円高不況、バブル崩壊という幾多の厳し

い時局を同社がしのぎきれたのは、高品質な製品製造を可能とする研究開発投資・設備投資を適切に行ったこと、

顧客が製品に求める機能や価値観を適格に捉えるためのマーケティング力を磨いてきたことにあるといえよう。 

 

【人手不足下でも有効な経営方針】  

 長い社歴を持つ同社が厳しい経済情勢のもとで創意工夫してきた取組は、人手不足が深刻化している現状にお

いても有効な手段となり得る。これまで適時に設備投資を行ってきたため、主力工場では製造ラインの 9 割が機

械化・自動化されている。これにより、従業員が力仕事や危険な作業を行う必要がなくなった。また、製品(化粧

石鹸、ボディソープ、入浴剤等)の成分調整・配合はシステム化しているため、従業員に専門知識や経験が無い場

合でも作業をできる仕組みとなっている。これと併せ、従業員の出勤日・出勤時間を柔軟化させることにより、子 

育て中の女性でも働くことができる環境を整えている。 

  

【変化こそが、変わらない伝統】 

 現在は、次の 100年も世の中から必要とされ続ける企業を目指して、「お客様の悩みを解決する商品づくり」を

理念として掲げて、「臭い」の悩みを解消する柿渋石鹸や、「肌トラブル」の悩みを解決する敏感肌用スキンケア・ 

ボディケア製品などでヒット商品を生み出している。また、研究開発では、これまでの常識を覆す“スキンケアに

おける、洗顔時の弱アルカリ性(石鹸使用)の有用性”を発表して、その独自の技術を活用した基礎化粧品の商品化

を進めるなど、注目すべき取り組みも始まっている。 

 「マックスの伝統は、変革の連続で培われる」という姿勢が、創業から脈々と引き継がれている。 

 

 

 

 

 

大野範子社長 レモン石鹸 
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【対話を通じてつながるものづくりの精神と企業理念】 

現社長である坂本社長は 7 代目にあたる。同社は、もともと田中家が創業した企業であったが「会社は公器で

ある」という創業者の考えのもと、従業員から社長に登用された。「当社のものづくり精神や経営理念は、会長の

自宅に呼ばれて、縁側でお茶を飲みながら聞かされていました。」と坂本社長は当時を懐かしく振り返る。ものづ

くりの精神や経営理念は、次世代を担う者との対話を通じて、時代を超えて伝承されていくものなのだろう。  
 2013 年には、水に浮かべると 1 秒以内に水分を吸水して沈み始めるという吸水性の高さを特徴とする「１秒タ

オル」シリーズを商品化し、りそな中小企業財団・日刊工業新聞社が主催する中小企業優秀新技術・新製品賞奨励

賞や東京都が主催する世界発信コンペティション東京都ベンチャー技術特別賞など、数々の賞を受賞している。

これまでの同社は「良いものを作る」という職人気質の企業で、積極的な広告宣伝をしてこなかったという。「タ

オルという毎日の生活で使うものを通じて、一歩豊かな生活を感じてもらいたいという想いで日々ものづくりに 
取り組んでいます。もっと多くの人にホットマンのタオルを使うことで得られる価値を知ってもらい、実際に使

って感じてもらうことが、私の目下の仕事です。」と坂本社長は今後の意気込みを話す。 

近隣小学校の生徒たちがデザインしたハンドタオルを製品化し、実際に地域で販売をするという起業家教育 7に

も関わるなど地域貢献活動にも積極的だ。「関わった小学生たちが将来、当社に入社したいと思ってくれたら嬉し

いですね。地域と共存しながら会社を成長させていきたいです。」。今後も「青梅のホットマン」としての活躍が期 
待される。 

 

   

1950年代の同社 瞬間吸水「１秒タオル」 坂本将之社長 

 

                                                   
7 経済産業省が実施する起業家教育普及促進事業 
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2 1 2 式 作  

0 以 の求人 を か に人 不 、 

シ ア人 の の 広 いる企  

 

岐阜県中津川市の株式会社加藤製作所(従業員 107名、資本金 2,000万円)は、1888年に鍛冶屋として創業し、 
戦後からプレス板金加工に事業を展開した企業である。 

2001年頃、顧客への対応力を向上させ、更なる収益確保を図るために、土日祭日も工場を稼働させることを同

社は検討した。しかし、既存従業員では人手が足りず、新卒採用の拡大を図ったが、地域に若年者が少ないこと

もあり、人手不足となっていた。 

その時、働く意欲はあるが働く場のないシニア人材が多数いることを知り、同社の加藤景司社長(当時専務)は、 
土日祭日だけの短時間勤務でシニア人材を活用することを思い付いた。そして、「土曜・日曜は、わしらのウイー

クデイ。」、「意欲のある人求めます。男女問わず。ただし年齢制限あり。60歳以上の方」というキャッチコピーで

シニア人材に限定した求人広告を打ったところ、大きな反響があり、想定を上回る 100名からの応募を得て、う

ち 15名を採用した。生き生きと働くシニア人材の活躍で、既存従業員の負担を増やすことなく、工場の 365日稼

働という目標をほぼ順調に実現した。  
その後もシニア人材を継続的に採用し、今では従業員 107名のうち、短時間勤務のシニア人材が 54名と約半数

を占めるまでとなった。取組開始から 15年以上経って、シニア人材の活躍の場も広がっている。当初は土日祭日

限定の勤務であったのが、現役世代の従業員から望まれて、平日も勤務するシニア人材も増えた。担当する業務

も単純作業ばかりではなく、従来は若手や中堅の従業員が担当していた仕事でも、シニア人材に任せられるもの

はできるだけ任せていくというのが方針である。その分、若手には、将来のビジネスを考える仕事や開発業務、 
ラインリーダー等の管理業務等を担当してもらっている。 

また、同社では掲示物や作業指示書等の文字を大きくしており、かつ写真やイラストを増やしてひと目で工程

を理解できるようにしている。加えて、シニア人材が操作しやすい工作機械の導入も行うなど、働きやすい職場

環境づくりも進めている。 

「シニア人材だからといって特別扱いしないことが、長続きの秘訣ではあるが、職場環境の整備や精神面での 
フォローは必要である。それでも、シニア人材の活躍は、投資を上回る効果を上げている。」と、加藤社長は語る。  

 

 

 

 

加藤景司社長 同社で働くシニア人材の姿 同社がシニア人材向けに出した広告 
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2 ナ ック 式会  

大さ る 、 

女 の めている企  

 

愛知県稲沢市のナザテック株式会社(従業員 76名、資本金 2,000万円)は、金属パイプ成形加工により、業務用 
エアコン部品及び自動車用オートマチックトランスミッション部品の製造を主に行う企業である。 

同社では柔軟に勤務日が設定できるパートのシフト制度や、育児が落ち着いた女性には、時給制でフルタイム

勤務ができる「準社員」制度を適用し、女性活用を推進している。全従業員 76名の内、45名が女性であり、39

名が製造現場で積極的に働いている。また、同社の特徴として、固定観念を払拭して女性の業務範囲を拡大して

いる点が挙げられる。以前は、「溶接作業は危険だから男性の仕事」と決め付けられていた。しかし、業務繁忙期 
の最中、女性従業員に、資格が不要な溶接作業に挑戦してもらったところ、何の問題もなく行うことができた。

二人目以降は、女性従業員側も抵抗なく取り組むようになり、その結果、今では女性従業員が溶接作業を行うこ

とは自然なこととなっている。その後は、溶接作業に従事する女性従業員には、会社が費用を負担して資格を取

得してもらい、技能手当も支給することで、女性従業員のモチベーション向上にもつなげているという。 

同社では、女性の活用を進めてきたことは人手不足の解消にも大きく寄与しており、今後も同様の取組を続け 
ていくという。 

 

 

溶接作業を行う女性従業員 
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4  め 

 本章では第 1節において、中小企業において深刻化する人手不足の現状について概

観した。中小企業では各業種にわたり人手不足感が強くなってきており、求人難が各

企業の経営課題として占める割合が増えてきている。そして、特に規模の小さい企業

において人材の充足率が低くなっていることが見て取れた。  
 第 2節においては、このような人手不足の背景として、我が国の生産年齢人口の減

少や少子高齢化といった構造的な問題が存在することを確認した。そのため、人手不

足の状況は今後も継続すると予想されるものの、この状況下において、女性・シニア

といった多様な人材の労働力人口が増加することで、生産年齢人口の減少分を緩和し

ているということが分かった。人手不足の状況が続く中において、女性・シニアの活 
用が今後ますます重要となってくることが推察される。 

他方で、労働力としての女性・シニアを掘り起こすためには、企業側が柔軟な勤務

体系の提供や、求人の年齢幅を広げるなどの工夫を行うことが必要と分かった。この

ような取組により、今後、労働力人口を一層増やすことで人手不足に対応していくこ

とが期待される。  
そして、第 3節においては、人手不足の状況下における中小企業の対応について概

観した。中小企業では、人手不足感が強い企業ほど、女性・シニアの活用を積極化し

ており、そのような企業では勤務時間の柔軟化等の職場環境の整備に力を入れている

ことが見て取れた。また、人手不足感が強い企業においては、既存の考えに捉われず

に、女性・シニアの業務範囲を拡大していることも分かった。  
人手不足の中、企業側が希望する人材を十分に確保することは、非常に難しい状況

となってきているものの、各中小企業が女性・シニア等の潜在的な労働力の掘り起こ

しや、既存従業員の働き方の工夫を行うことにより、人手不足の解消、そして我が国

全体の労働力人口の増加に寄与することが期待されよう。 
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2 2 2 株式会社 プ リバリ  

の 力 、 効 改 を る企  

 

神奈川県座間市の株式会社コープデリバリー(従業員 39名、資本金 5,000万円)は、生活協同組合ユーコープの宅

配商品の仕分けや品質チェック等を行う倉庫業者である。同社は、慢性的な人材の採用難と低い定着率に悩まされ 
ており、一人当たり業務量の増大や残業の常態化等の課題を抱えていた。将来にわたって安定的に人材を確保して

いくためには、職場環境の改善と従業員満足度の向上が不可欠と考えた同社は、残業ゼロを目指し業務効率の改善

を通じたワークライフバランスの実現に着手した。 

同社は、最初に、残業ゼロ・業務効率化の取組への参画意識を組織全体に浸透させることを目的に、花村代表取

締役社長が取組開始の宣言を行った。3年以内に残業をゼロにするとの目標を掲げ、更に、残業時間削減により節 
約できた残業代を手当として従業員に還元することとした。従業員が安定した収入を確保しつつ、安心して自発的

に残業削減に取り組めるようにするためである。 

残業ゼロの取組の手始めとして、全社員に対するアンケート調査を行い、残業発生要因が、仕事の属人化やコミ

ュニケーション不足等にあると特定した。仕事の属人化を避けるべく、作業のマニュアル化により多能工化を進め、

同一作業に複数担当を付ける(ダブルキャスト)ことにより、業務過多となった部門に対する人材の融通のし易さや 
休暇の取得し易さにつなげた。また、毎日の作業スケジュールを明確にし、従業員どうしで共有するため、各人の

1日の作業フローをホワイトボードに一覧表形式にして張り出した。手助けが必要な従業員は、ボードに「help」

が必要という趣旨のカードを貼り出して、他部門からの応援を要請できる仕組みも取り入れた。隙間時間に完了で

きそうな軽作業で他者の手助けが必要なもの(［例］パソコン周辺の清掃)については、小さなカードに作業内容を

書き出して、それをボードに貼り付ける仕組みも取り入れている。この小さなカードには、裏側に「ありがとう」 
という感謝の言葉が記されており、手の空いた従業員が割当られた業務以外の仕事を自主的に引き受ける動機付け

となっている。従業員に自発的に行動を起こさせることは容易ではなく、また、これを長期的に定着させることは

難しい。このため、カード裏の「ありがとう」や褒めるという動機付けが取組の成功の鍵と同社は言う。 

こうした取組の結果、2017年 4月から 2018年 3月までの累計で、残業時間は前年比 55％減少、残業代は約 580

万円の削減となり、従業員一人当たり 17.5万円が還元された。また、2018年度に関しては、これまでの実績と同 
程度の生産性向上が見込めるとの判断のもと、月額 2,500円のベースアップと残業削減前払い手当月額 7,000円の

合計月額 9,500円の賃上げが実現された。社員の意識改革や教育に 3か月程度を要したというが、同社は、親団体

の理解も得て社長の強力なリーダーシップが発揮され、従業員の参加意識を高めることができたことが、取組の成

功要因と語る。 

   

花村省吾代表取締役社長 「ありがとう」カード 
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2 2 ィ・ ス・ケイ 式会  

務 かけ 、 を ている企  

 

富山県富山市のティ・エス・ケイ株式会社(従業員 81名、資本金 5,000万円)は、創業 80年になる、重包装紙袋の

製造を原点としつつ、顧客ロジスティクス支援ビジネスに事業ドメインを進化させ、業績を伸ばしている企業であ 
る。 

髙木悦朗社長は、従業員が自ら考え行動することによって働く喜びを感じられる職場を作りたいと考えていたが、

2002年頃の ITバブル崩壊後の厳しい経営環境を乗り越えるために、トップダウンによる経営管理を強めたところ、

経営危機は乗り越えたものの、従業員が経営層の指示を待つ傾向に陥ってしまったと感じたという。 

そこで、自ら主体的に考えて行動する人材の育成を目的に、2004年から、業務改善活動を始めた。作業工程や職 
場環境等について、一人月 4 件、全社で年間 2,000 件以上の改善実施を必須とした。実施内容は質より量を重視し

ており、「ゴミを拾った」といった小さな取組も 1件とカウントすることで、そこから「ゴミを拾った後のゴミ箱が

必要ではないか」などの、更なる改善を展開する癖付けの狙いがあったという。また、月 2 回の社長表彰の場を設

け、付加価値向上や業務時間削減の効果が大きい提案をした従業員に報奨金を出すことでモチベーション向上にも

つなげている。開始以来 14年経った現在でも年間で 2,800件程の提案が当たり前のように実施されているという。  
このような改善制度は、新たな付加価値創出にもつながっている。以前、ある従業員からネットショップの提案

があった際は、成功は難しいと思いつつも、提案即実施という原則のため取り組ませたところ、現在では売上 2.5

億円の事業になった。最近では、製袋の生産現場の労働時間と作業スペースを削減した結果、新たな関連事業に取

り組むことが可能となり、売上増加につながったという。 

「改善提案活動により、会社としての付加価値の向上もさることながら、従業員同士のコミュニケーションの円 
滑化につながり、社内の活性化を感じている。」と、髙木社長は語る。同社は、今後も業務改善活動を継続すること

で、自発的に考えて行動する人材の確保、育成につなげていくという。 

 

 

  
髙木悦朗社長 表彰式の様子 
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2 2 7 シン メ ク 式会  

 の かけ を う で  

の つ いる企  

 

北海道石狩市のシンセメック株式会社(従業員 55 名、資本金 3,000 万円)は、1950 年に創業した、機械製作を行 
う企業である。「“想い”を“形”に」をモットーに、自社一貫生産・低コストで、顧客の要求する仕様のオーダー

メイドの機械を、構想から部品製作、組立、据え付け、アフターケアまでの全てをワンストップで対応することで、

好評を博している。 

同社では、少子高齢化の背景に加え、製造業というと、労働環境が良くないというイメージが持たれがちであり、

恒常的な人手不足の状況が続いていた。  
そうした中、製造業における女性の活躍推進を目的とする、2014年の「ものづくりなでしこ応援プロジェクト」

への参画をきっかけに、同社は生産工程を今一度見直した。定型化が可能な業務については、必要な機器の導入も

含めて簡素化できるよう整備したという。具体的には、それまで手動で行っていた計測工程を半自動化できる設備 

を社内で製作し、機械加工未経験者でも作業を可能にした事である。これにより、製造業の経験が浅い者でも製造

現場で働けるようになった。  
加えて、同社は、採用活動において未経験者にも見てもらえるよう、業界のイメージを払拭する、「工学部以外出

身者も多数在籍」、「未経験歓迎」等を前面に出した採用広報を心掛けた。その結果、2015年の春には、二名の未経

験の女性採用に成功。それがきっかけで、「女性が多い会社」と認知されるようになったことで、継続的な女性採用 

につながり、人手不足解消にも寄与しているという。 

結果、今まではフルタイム正社員の専門エンジニアが担当していた業務を、経験の浅い従業員にも任せることが 
可能となった。機械化と並行して、専門エンジニアは、自身にしかできない業務に注力することが可能となり、生

産性向上につながったという。 

「生産工程の見直しによって設備投資につながり、生産性が向上している。今後も同様の取組を続けていきたい。」

と松本英二会長は語る。 

  

  

布川丈嗣社長(左)と松本英二会長(右) 同社の女性従業員が働いている様子 
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2 坂 株式会  

のス ルマップ る 、人 化  

へ つ ている企  

 

 東京都八王子市の坂西精機株式会社(従業員 91名、資本金 5,000万円)は、歯車を組み合わせた減速機の製造や 
精密部品全般の加工・組立を行う企業である。 

以前は、各従業員の能力の把握が現場頼りになっていたため、管理者は、自社の従業員がどの程度の能力を有

しているのか完全には把握できていなかった。結果、例えば部署によってスキルの高い人が集中し、他方で慣れ

ていない人が集中するなど、部署間の能力に偏りが発生していた。そこで、その状況を改善するため、全従業員

のスキルマップを作成し、従業員の能力を管理者が把握することで、適正な人員配置とスキルの標準化を行うこ 
ととした。 

例えば、製造部門では、「読図」、「NC旋盤操作」、「製品の測定」、「異常時の対応」等のあらゆる業務をスキル項

目として設定しており、習熟度を「作業に携わったことがない」の「1」から始まり、「指導することができる」

の「5」までの 5段階で評価している。そして、面談時に課長と従業員が擦り合わせてスキルの評価を決めている。

このスキルマップは人事考課には関係なく、あくまで管理職と従業員のコミュニケーションツールとして用いて 
いる。スキルの評価が上がった者には管理職がねぎらい、次の目標を共に立てることで、従業員の更なる業務意

欲向上につなげているという。 

従業員のスキルの見える化により、各部署におけるスキルの高い人と慣れていない人の程度を把握することで、

適正な人員配置と業務分担が可能となった。同社では、従業員の能力の偏りを防ぐため、スキルマップ上で一定

の熟練度に達したら本人の意向を踏まえた上で、別の部署に異動させている。結果、忙しい部署に対し、他部署 
から支援に回ることができる人材が増えるなど、従業員の多能工化にもつながっている。 

各従業員が特定の業務に特化し専門性を形成した方が、高い生産性を発揮すると思われるものの、同社ではそ

の考えはない。「慣れない業務を担当させることによる一時的な生産性低下のデメリットよりも、将来のことを考

えておくことが大事。実際、従業員の多能工化により、本来の担当者が不在であっても、他の従業員が補うこと

で同様の生産性を保つことができ、大きなメリットと感じている。今後も同様の取組を進めていきたい。」と坂西 
宏之社長は語っている。 

 

  

坂西宏之社長 同社が加工・組立している歯車製品 
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2 株式会 の  

マ アル る で、 する を  

の に さ いる企  

 

静岡県静岡市の株式会社お佛壇のやまき(従業員 35名、資本金 3,600万円)は、県内で 6店舗を展開する仏壇仏 
具の製造・販売や仏壇リフォーム(修理・再生)、墓石・墓園の販売を行う企業である。 

仏具市場が縮小する中、どのように顧客満足度を上げ、売上を向上できるかを同社の浅野秀浩社長が考えた結

果、「お仏壇を買いに来るお客様は、家族を大切にする方々。そうしたお客様に共感し、良い提案をするには、従

業員自らが家族との時間を持ち、家族を大切にしていることが必要。」と思い至った。 

そこで、2008年に、社長のトップダウンで、1か月の残業時間の 10時間以内への制限と有給休暇取得率 90％以 
上をルール化したが、実施に当たり困難が生じた。同社の各店舗は、店長と営業担当、販売担当、レジ担当の四

人体制で運営していたが、基本的には縦割りとなっており、来客があれば販売担当が昼休みを中断して対応に戻

らなければならないなど従業員間の支援体制ができておらず、休暇を取るどころではなかったためである。そこ

で、従業員を多能工化し、互いの業務をサポートし合える仕組み作りを開始した。まず、取組の前段階として全

従業員にヒアリングを行って業務上の改善点を洗い出し、レジのタッチパネル化や商品管理へのハンディターミ 
ナルの導入等、作業性を高める IT機器を導入し、短時間で業務が行えるようにした。 

このように効率化を進めた上で、業務全般をマニュアルにまとめた。マニュアルの範囲は、仏具仏事の知識か

ら、顧客応対例、墓石設計ソフトの操作、見積書作成、レジ操作、事務用品の収納場所まで業務全般にわたって

いる。そして、実際の業務で従業員が戸惑った点等を踏まえて、様々なケースを想定し、作業フローで示した。

このマニュアルは従業員全員が入社して 3か月でマスターすることとし、レジや販売、経理、設計等の全ての業 
務をこなせるよう教育を行った。 

取組の結果、必要に応じて誰もが各業務を担当できるようになり、時間外労働の減少に加え、従業員が休みを

取りやすくなった。また、多能工化したことで、各従業員がお互いの仕事について「そのやり方は非効率では？」、

「こうした方が効率が良いだろう。」などの意見が出るようになり、業務改善が加速している。 

さらに、浮いた時間を新たな付加価値創出のために投入できるようになり、品質レベルや顧客への提案力(新商 
品・新サービスの提案等)が確実に向上した。「多能工化の取組による業務の効率化は、付加価値の向上にもつな

がっている。」と浅野社長は語る。同社は、今後も同様の取組により、業務効率化と付加価値向上を進めていくと

いう。 

 

  

浅野秀浩社長 同社が作成した業務マニュアル 
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2 物   

の 務を 分 して アウ ソ シングする に り、 

ア 務 力 て み いる  

 

埼玉県杉戸町のはな物語(従業員 15名、個人事業者)は、プリザーブドフラワーの生産・販売を行う老舗ネット 
ショップである。「国家検定一級技能士によるデザイン」を始めとし、「名入れ彫刻」、「種類豊富なデコレーショ

ン」等の独自サービスを付加価値とすることで顧客から好評を博しており、今期は過去最高益を実現している。 

 はな物語の取組の特徴として、一部の業務を切り出し、外部へのアウトソーシングを行っているという点が挙

げられる。以前は各従業員に対し、商品製作、電話対応、顧客管理、事務処理等を満遍なく担当させていたが、

それゆえに、最も重要である商品製作に時間が割けていないという状況に陥っていた。そこで、はな物語の古河 
誠代表は各従業員に対し、どの業務がボトルネックとなっているかをヒアリングした。その結果、電話対応によ

る受注業務が最も大きな業務負荷となっていることが判明したという。 

 そこで古河氏は、電話による受注業務を外部のコールセンターにアウトソーシングした。実施当初は、業務を

外部に委託することに不安を感じたものの、いざ任せると、その電話対応の良さによって顧客満足度が向上する

など、専門的なサービスの質の高さを実感したという。そして、事務所で電話受注を行っていた時と比べ、コー 
ルセンターの窓口は電話を受けることが可能な人数が多いため、受注できる数も増え、売上の増加につながった。

コールセンターの委託による月額費用は、以前は 4～5 万円だったものが、売上増加により現在は約 12～13 万円

程となっているものの、自身で電話受注担当の人材を雇用した場合における人件費や育成時間を考えれば、決し

て大きな費用負担とは思っていないという。 

 また、はな物語では自社サイトで商品の販売を行っているが、ウェブページに記載する商品の撮影や、画像登 
録といった作業においても外部に委託することで、従業員が商品製作に注力する時間の捻出に寄与しているとい

う。 

また、上記の取組により、従業員の多様な働き方の実現にも効果が現れている。はな物語では女性従業員が多

く在籍するが、育児や親の介護等により、自宅を離れて働くことに課題を感じている者も存在した。そのような

中、従業員の主要業務が自宅でも対応可能な商品製作に絞られたことで、在宅勤務の推進にもつながった。希望 
者は、週に 1 度のみ事務所を訪問し、完成した商品の納入及び新たに作製する商品の材料を預かるという勤務形

態を取ることで、時間の制約等がある中でも働けているという。 

 「外部の人材を活用することで、業務を効率化することができる。自身や従業員が重要な業務に注力できるよ

う、今後も、切り出せる業務については積極的にアウトソーシングを活用していきたい。」と古河代表は語ってい

る。  

         

古河誠代表 はな物語で生産・販売しているプリザーブドフラワー 
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研 の  会の  

 

 

 

【 い合わ 】 

・東京 小企 成株式会 (新潟・長野・静岡以東の 18 都道県） 

URL：http://www.sbic.co.jp/ 

電話：本社 03-5469-1811 

 

・名 小企 株 会 (愛知・岐阜・三重・富山・石川の 5県） 

URL：http://www.sbic-cj.co.jp/ 

電話：本社 052-581-9541 

 

・大阪 小企 成株 会 (福井・滋賀・奈良・和歌山以西の 24 府県) 

URL：http://www.sbic-wj.co.jp/ 

電話：本社 06-6459-1700、九州支社 092-724-0651 
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例 2 9 物株式   

人 成 未 女 の 力 う 、 

人 不 に ている企  

 

北海道札幌市の札幌高級鋳物株式会社(従業員 59 名、資本金 8,000 万円）は、発電プラントや工場設備に用い 
られる特殊鋼の鋳造を手掛ける企業である。同社は腐食に強い素材や、熱に強い素材、摩耗に強い素材等、約 800

種類の特殊鋼材を扱っており、少量・多品種の製造を得意としている。 

鋳造した製品は重量があり、製造や運搬に力作業を必要とするため、これまで男性の採用が中心であった。し

かしながら、近年の人材不足の影響により、採用活動をしても男性からの応募が減少し、人手確保に苦労をして

いた。  
そのような中、採用活動の中で「ものづくりをやりたい」という工業高校卒業見込の女性の応募をきっかけに、

このような女性が働くことのできる職場にできないかを考えた。そこで、男性を積極採用していた今までの方針

を柔軟化し、未経験でも意欲の有る女性を技術職として採用することとした。 

これまでは、OJTによる教育が主体であったが、女性であることと短期間での技術習得を目指し、外部での研修

を試みた。溶接作業は専門学院で約 4か月間、CADオペレーターは専門学校へ 7日間通い、実習を通じて基本的技 
術を習得した。         

育成を行った女性従業員は、現場で十分な戦力として活躍しつつあるという。また、女性従業員を増やすこと

を想定し、これまで人の力で製品を運搬していた磨き工程に、アーム式ロボットクレーンを導入して、作業中の

製品を直接持って運搬しなくて良いように改善し、負担の少ない作業環境の整備を進めている。 

同社では、このような人材育成の取組や作業環境の整備が奏功し、直近 4 年間、続けて女性従業員の確保(計 4 
人)に成功し、人手不足の解消にもつながっている。 

同社の奥田由利社長は、「未経験の女性でも、本人の興味と学ぶ気持ちがあれば、他の男性従業員と同様に活

躍できるし、会社としては人手不足の解消にもつながっている。また、女性にとって負担が少なく作業ができる

環境は、男性にとっても働きやすい職場であることは明らかである。これまで鋳造の現場というと「男性の職場」

というイメージがあったが、このイメージを変えるべく、作業環境の整備をさらに進めていきたい。」と語って 
いる。 

 

   

砂型製作を行う女性従業員 溶接作業の様子 CAD作業の様子 
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4   

 本章では、人材活用面での工夫による労働生産性の向上をテーマとして、中小企業

における各種取組の現状と効果等について概観した。 

第 1節では、中小企業における従業員の多能工化・兼任化の取組状況について、ア

ンケートを用いてその実態を確認した。現状を見ると大半の企業が多能工化・兼任化 
に取り組んではいるものの、非製造業では一層の取組余地があることが分かった。ま

た、多能工化・兼任化を進めることにより、全体の業務平準化が行われることで従業

員の業務負担軽減等の具体的な効果を感じていることが分かったが、第 2章で触れた

業務見直しの取組を行っている企業においては、それらの効果を実感する割合が高く

なることも確認できた。したがって、多能工化・兼任化の取組を行う上では、その前 
提として、「業務プロセスの見直し」を行い、自社の業務における課題等を確認・社

内共有した上で多能工化・兼任化の取組を進めることが重要であると推察される。 

他方で、多能工化・兼任化を推進するに当たっての課題として、取組を進めるため

の時間や、推進する人材の不足が挙げられており、多能工化・兼任化に取り組むこと

が容易とは言えない実態があることが分かった。しかし、中には、多能工化・兼任化 
に取り組むことにより一時的な従業員の負担増加があったものの、その後は取組が定

着するにつれ業務効率化に成功する企業が存在することも見て取れた。また、多能工

化・兼任化に積極的に取り組んでいる企業においては、労働生産性の向上を実感して

いる割合が高くなっていることからも、中小企業が多能工化・兼任化の取組を行うこ

とには一定の効果があるものと推察される。  
 第 2節においては、社内ではなく社外の人材を活用することによる業務効率化を目

的とした、アウトソーシングの活用の現状や効果等について、アンケート調査と統計

データを用いて分析を行った。人手不足感が強い企業ほどアウトソーシングを活用し

ている傾向にあり、かつ今後の活用を積極化する企業の割合が高いことが分かった。

人手不足の状況下において、社外のリソースを活用することにより社内の人員不足へ 
の対応を図る企業が一定数存在するものと推察される。また、アウトソーシングを活

用する企業においては労働生産性の向上を実感していることも確認できた。 

 第 3節では、従業員が生み出す付加価値を向上するための手法としての、人材育成

の取組について確認した。人材育成・能力開発は職場の生産性向上を始めとした良い

影響をもたらすものと考えられており、その必要性が高いことが改めて分かった。そ 
して、人材育成・能力開発の手段としては、OJT、OFF-JT 及び企業による従業員への

自己啓発費用の支援があり、各企業において OJT を重視しつつも、OFF-JT と自己啓発

費用支援の取組を積極化させていることが見て取れた。また、第 1章において、中小

企業における中核人材不足への対応方法として、教育訓練・能力開発の強化が重視さ

れていることに触れており、その点からも人材育成・能力開発は重要な取組と考えら 
れる。ただし、その一方で人材育成・能力開発の実施においては人材育成を行う時間

がないことや、教える側、教えられる側の人材不足等の課題があることも分かった。

中核人材は社内で育成するという中小企業の声は大きいものの、このような状況にお
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4  IT による労 性の 上 

第 1章で確認したように、中小企業の景況感は改善傾向にあるが、生産性の伸び悩

みに加え人手不足が深刻化している。そうした中で、労働生産性を向上させるための

取組として、第 2章では業務プロセスの見直しを、第 3章では人材活用面の工夫を取

り上げた。それらに続き本章では、IT 利活用による労働生産性の向上をテーマに取り 
上げる。 

本章第 1 節では、中小企業の IT 利活用の現状と課題を確認し、クラウド・サービ

スの活用と、バックオフィス業務の財務会計及び勤怠管理に着目する背景を説明する。

第 2節では、IT 利活用の効果を高める業務領域間の機能連携に着目し、効率化を進め

る機能連携が労働生産性を向上させることを確認する。第 3節では、バックオフィス 
領域の財務会計と勤怠管理における IT 利活用に着目し、クラウド・サービスの省力

化効果を確認する。第 4節では、付加価値を向上させる IT 利活用と、先進的な IT 利

活用を取り上げる。 

労働生産性との関係で整理すれば、第 2節と第 3節では労働生産性の分母である労

働投入量を、第 4節では分子である付加価値を、それぞれ念頭に置いている。  
 

 小企 の の 状  
 IT の利活用の現状として、始めに代表的な IT ツールの利活用状況を確認し、次に

IT ツールが導入されている業務領域を確認する。最後に、企業全体での総合評価によ

る IT 導入の 3類型を確認する。  
 

1. IT 利活用の現状 
①IT ツールの利活用状況 

 代表的な IT ツールについて中小企業の利活用状況を見ると、「十分利活用されてい

る」と回答した企業の比率は、一般オフィスシステムと電子メールで 55％前後であり、 
経理ソフト等で約 40％、ERP1や EDI2で約 20％であることが分かる(第 2-4-1 図)。中

小企業の IT ツール利活用は未だ不十分であり、活用度合を高める余地は大きいとい

える。 

                                                  
1 Enterprise Resource Planning の略称で、ここでは、調達、生産、販売、会計等の基幹業務統

合ソフトウェアをいう。 
2 Electronic Data Interchange の略称で、ここでは、電子商取引・受発注情報管理ソフトウェア

をいう。 
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コラム 2-4-1①図 サービス生産性向上 IT 導入支援事業の執行イメージ 

 
 
【平成 28 年度の執行実績(採択件数ベース)】 
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【コラム 2 2 小企 の 状 の 】 

 

 IT 利活用状況を体系的かつ包括的に国際比較できるデータを揃えるのは容易では

ないが、国レベルでの利活用状況を見るには、World Economic Forum「Global 

Competitiveness Index 2017-2018」に収録された「技術的基盤」中の「ICT 利用」指 
標が一つの目安となる。日本は、「ICT 利用」指標に関して、世界 137 か国中の 19 位

に位置付けられている。 

 企業レベルでの IT 利活用状況については、OECD「ICT Access and Usage by 

Businesses」により国際比較することができる。同データベースより、従業員規模 50

人以上 250 人未満の中小企業6について、ホームページ開設状況(コラム 2-4-2①図)、 
インターネットを利用した販売実施状況(コラム 2-4-2②図)、クラウド・サービスの

利用状況(コラム 2-4-2③図)、ソーシャルメディアの活用状況(コラム 2-4-2④図)を

見ると、ソーシャルメディアの活用状況が国際的に見て際立って低いことが分かる。 

 ソーシャルメディアの活用状況について、日本のデータ提供元となっている総務省

「通信利用動向調査」を見ると、産業別では「金融・保険業」、「卸売・小売業」、「サ 
ービス業・その他」で利用が多く、利用目的別では「商品や催物の紹介、宣伝」、「定

期的な情報の提供」、「会社案内・人材募集」で利用が多くなっている。消費者向け製

品・サービスを扱う業種において、販売促進目的でのソーシャルメディアサービスの

利用は、一定程度の浸透はしている模様だが、国際的に見た場合に一層の普及余地が

あるとの示唆が表れている可能性がある。  
 なお、日本の電子商取引に関する市場規模は、BtoC 市場で 15.1 兆円、BtoB 市場で

291 兆円(経済産業省「平成 28 年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤 

整備(電子商取引に関する市場調査)」)であり、毎年拡大している。インターネット

を利用した販売の実施率は、2015 年時点で 21.9％にとどまっているが、市場規模の

拡大とともに上昇していくことが期待される。  

                                                  
6 本データベースにおいては、原則として従業員規模 50 人以上 250 人未満を中小企業としている

が、日本の場合は従業員規模 100 人以上 300 人未満、カナダの場合は同 50 人以上 300 人未満を

中小企業としている。 
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資料︓OECD「ICT Access and Usage by Businesses」により作成。
(注)1.「Businesses using social media」の2015年のデータを⽤いている。

2.中⼩企業の定義は、⽇本及びカナダを除き、従業員50⼈以上250⼈未満。⽇本の場合、100⼈以上300⼈未満。カナダの場合、50⼈以上300⼈未満。

(％)

コラム2-4-2④図 ソーシャルメディアサービスの活⽤状況の国際⽐較(2015年)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

             

IT利活用による労働生産性の向上第4章

222 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan









 

 

2 4 マスオカ 株式  

う く し、 会 が 入 、 

務効 に り んでいる 小企  

 

東京都台東区のマスオカ東京株式会社(従業員 19 名、資本金 2,000 万円)は、Oリング(オーリング、環形状の密 
閉用部品）等のゴム製品を取り扱う卸売事業者である。 

同社の強みの一つとして、顧客との長期的な関係をもとにした営業活動があるが、営業社員は直行直帰も多く、

営業報告も週 1回程度と、リアルタイムで顧客との関係を把握できていない状況であった。情報の共有が図られ

ていないため、顧客からの内勤社員への問い合わせにもスピーディーに対応できないという課題を感じていた。 

そうした中、同社の熊澤ひろみ社長は、IT 導入補助金の活用について検討、数社ベンダーを比較検討した結果、 
地元の IT 販売会社の提案が導入したいシステムに近いことが分かった。これを契機に営業支援システムの導入を

決心し「Kintone」をベースにしたクラウドの営業支援システムの導入を決めた(初期費用は百数十万円程度であ

り、そのうち半額が IT 導入補助金による補助対象。ランニングコストは月数万円程度）。 

同社では、人手不足への対応を背景に、3年前から在宅勤務を導入しており、在宅勤務の社員との連携を図る上

でもクラウドが有効と感じたという。  
また、同社ではものづくり補助金を活用し、倉庫内で製品の梱包を行うロボットの開発も進めている。熊澤社

長は「経営資源に乏しい中小企業は補助金もうまく活用しながら、自社の経営資源を大切に育てていく必要があ

る」という。 

顧客からの要望に迅速に対応できるよう、将来的には、受注から梱包、発送まで全て自動化するような仕組み

を目指している。「今後、人手不足が進む中で、自動化できるところは可能な限り自動化し、自社の社員には、顧 
客対応等、人と人とが関わる仕事に専念してもらいたい。」と熊澤社長は語る。 

 

 

熊澤ひろみ社長 
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さらに、連携されている領域数別7に労働生産性が向上した企業の割合を見てみると、

連携されている領域数が多いほど、労働生産性を向上させている企業の割合も高いこ

とが分かる(第 2-4-20 図)。業務領域間の連携が生産性向上の一因だと考えられる。 

39.5 

47.6 
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60.6 
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業務領域間の
機能連携無し
(n=1,850)

2領域
(n=462)

3領域
(n=424)

4領域
(n=266)

5領域
(n=160)

資料︓三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)「⼈⼿不⾜対応に向けた⽣産性向上の取組に関する調査」(2017年12⽉)
(注)1.本問における労働⽣産性は、3年前と⽐べて労働⽣産性が「かなり向上」、「やや向上」と回答した企業の⽐率である。

2.ここでいう業務領域とは、「財務・会計」、「⼈事・労務」、「顧客管理」、「在庫管理」、「受発注」の5区分である。
3.「その他」の業務領域は集計対象外としている。

第2-4-20図 連携によりカバーされている領域の数と労働⽣産性

(％)

 
  

                                                  
7 ここで業務領域とは、財務・会計、人事・労務、顧客管理、在庫管理及び受発注の 5領域とし

ている。業務領域ごとの連携の状況については、付注 2-4-1 を参照。 
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2 6 式会 製  

プ ス 合 シス ムの り ん いる企  

 

 群馬県太田市の株式会社日東電機製作所(従業員 152 名、資本金 8,000 万円)は、電力会社や鉄道会社向けの

電力制御機器(配電盤、制御盤)を製造する電機メーカである。納品先企業ごとに要求仕様が異なるため個別生 
産が主である。企画・提案から電気回路設計、構造設計、板金加工、塗装・めっき、組立・配線、試験という

一連の流れを全て社内で対応可能な点が強みであり、コスト競争や短納期対応の面で他社にない優位性を持っ

ている。 

 同社の強みは自社開発の統合生産管理システム(NT-MOL)に支えられている。1980 年代から設計部門では各種

データを蓄積し、製造ラインでの活用を進めてきた。  
受注後、まずシステムに予定する工程や投入時間を入力することで、進捗管理を始めとする工程管理が可能

になる。次に、必要な材料・用品等を入力することで、各種手配が調達管理に紐づけられる。さらに、この情

報をもとに受注した案件(製品)の原価の精度が上がり原価管理に反映される。従業員が退社する際にその日の

業務内容を顧客、業務等に分けて工数管理のシステムに入力することで、材料や用品だけでなく人件費も含め

た原価の実績が追跡可能となる。  
このシステムは生産管理内にとどまらずバックオフィスの勤怠・給与管理とも連携されている。工数管理シ

ステムの勤務データは出退勤管理システムや給与計算に連携されており、事務員の負担を軽減することで間接

費削減に役立っている。 

段階的に拡張を重ねた NT-MOL であったが、複数の作業を同時に行った際に不要な動作も発生するなどの不

具合が目立つようになった。CAD のバージョンアップや最新の IT インフラ整備等が継続的に行われる一方で、 
生産管理面では他社との優位性・独自性は失われつつあり、リニューアルが必要との問題意識が生じていた。 

そこで、オートデスク社が提供するビジネス・プロセス・アセスメント(Business Process Assessment)と

いう手法を用いて、生産管理工程そのものの見直しも視野に入れて、現システムの課題の洗い出しを行った。

洗い出しの結果、解決方針は、①情報の一元管理、②設計解析の実施、③データ閲覧環境の改善、④教育勉強

会の実施という4点に集約されたので、各観点から生産管理工程や生産管理システムの改善に取り組んでいる。 
同社は、NT-MOL の更新にとどまらず生産工程の IoT 化も計画しており、システムの WEB 化による生産現場での

タブレット活用や、生産管理におけるロボットと NT-MOL の連携等も検証している。 

 

統合生産管理システム(NT-MOL)における今回の取組(黄色の部分) 

 

 

 

 

 

IT利活用による労働生産性の向上第4章

234 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





 

 

例 2 株式会 太  

の タ共有が み の た企  

 

埼玉県さいたま市の株式会社太陽商工(従業員 57 名、資本金 9,000 万円)は、建築工事、給排水設備工事を主要

事業とし、年間 1,300 棟の新築工事、2,000 件のアフターメンテナンス工事を手掛けている。設立当初より「共進 
共豊」を旗印とし、より高い品質の仕事の提供を通じて社会に貢献すること、働く人全てが豊かになることを目

指している。 

同社は先代社長の時代から、工事現場の入退場管理や工程管理を行う TAISYO-ネットというシステムを開発する

など現場では IT 活用があった一方で、社内の IT 化は後回しになっていた。同社では部門間での情報共有が IT 化

されておらず、総務部門が資材発注を行う際に毎回工事部門に進捗を確認しなければならないなど、部門間の問 
合せに時間を要しており非効率だった。また、工事現場の社員は現場から帰社後に報告業務等を行うため、移動

に時間が掛かり、残業の増加も課題であった。 

そこで同社は社内の情報共有を行う IT システムを導入した。現在は社内 LAN を導入し、業務情報を各部門間で

共有している。例えば、図面や役所等への申請書類等はスキャンして電子化して蓄積し、検索して利用できるよ

うにしている。そのため問合せがあったときには、図面や工事履歴等を、部門を超えてすぐに参照して対応でき 
る。また、現在は、総務部門から工事部門の進捗状況が参照できるため、工事の進捗にあわせて資金繰りや資材

発注等を効率的に行えるようになっている。 

さらに、現場社員が現場からも社内システムを活用できるよう、ミニ PC とタブレットによるリモートワークを

導入した。ミニ PC から本社内の自分の PC にリモート接続することで、現場で図面の確認や顧客からの連絡の確

認、現場報告書の作成等ができる。タブレットはハウスメーカー向けの工程・進捗報告に利用している。  
社内の IT システム導入では、1人 1日当たり 3時間の業務時間削減に成功した。社員の業務に対する意識改革・

意識啓発につながる成果も得られた。リモートワーク導入では、事務所と現場の平均往復時間 2時間の削減効果

があった。残業が減ったため、若手社員の定着にもつながった。社内 IT システム導入の費用は、システム開発費

と社内 LAN 構築費等で数百万円であった。リモートワーク導入の費用は、社外用のミニ PC とタブレットの購入費

等で数百万円であった。  
同社の池田由季子社長は「とにかく社員を早く帰らせたいという一心で業務効率化に取り組んできた。親が子

どもの顔を見ることができないというのは忍びない。この理念は先代の頃から変わらない。」と語る。 

 

 

池田由季子社長  
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SFA システムの概要(エコー電子工業 HP より) 
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③クラウド会計の導入のきっかけ 

 さらに、クラウド会計については導入のきっかけと得られた効果も尋ねた。 

導入のきっかけ(第 2-4-29 図)は、「社外専門家(公認会計士・税理士等)からの紹介」

が圧倒的に多く約 4 割を占める。次いで、「IT ベンダーや情報システム会社からの提

案」と「親会社や取引先からの要請・紹介」が 15％前後で続き、他は 5％未満である。  
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資料︓三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)「⼈⼿不⾜対応に向けた⽣産性向上の取組に関する調査」(2017年12⽉)
(注)1.複数回答のため、合計は必ずしも100％にならない。

2.「その他」および「わからない」の回答は表⽰していない。
3.会計業務において「会計ソフト(クラウド型)を利⽤」と回答した者を集計している。

(％)

第2-4-29図 クラウド会計の導⼊を考え始めたきっかけ

 
④クラウド会計の導入により得られた効果 

 得られた効果(第 2-4-30 図)は、「経理・会計業務にかかる業務時間の削減」が圧倒

的に多く約半数を占める。次いで、「セキュリティの向上」、「クラウド上で情報を集

約管理するため」、「更新作業の効率化」が 15％強で続く。  
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資料︓三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)「⼈⼿不⾜対応に向けた⽣産性向上の取組に関する調査」(2017年12⽉)
(注)1.複数回答のため、合計は必ずしも100％にならない。

2.「その他」および「わからない」の回答は表⽰していない。
3.会計業務において「会計ソフト(クラウド型)を利⽤」と回答した者を集計している。

(％)

第2-4-30図 クラウド会計の導⼊により得られた効果
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第 2-4-32 図より、インターネットバンキングとの機能連携がある企業の方が、3

年前と比べて労働生産性が向上している企業の比率が高く、会計ソフト(インストー

ル型、パッケージソフト)と比べて会計ソフト(クラウド型)は生産性向上に寄与して

いると考えられる。 
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資料︓三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)「⼈⼿不⾜対応に向けた⽣産性向上の取組に関する調査」(2017年12⽉)
(注) 本問における労働⽣産性は、3年前と⽐べて労働⽣産性が「かなり向上」、「やや向上」と回答した企業の⽐率である。

(％)

第2-4-32図 インターネットバンキングとの機能連携有無と労働⽣産性
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例 2 0 株式会 カラ ズ 

クラウド会 の 入 、クラウド人 入  

を う で の 務効 いる企  

 

 東京都大田区の株式会社カラーズ(従業員 35 名、資本金 610 万円)は、介護事業者で事業の柱は在宅介護サ 
ービスである。2011 年の創業から順調に事業を営んでいたが、顧客や従業員の増大に伴い、領収書や給与の事

務処理が膨大になった結果、事務代行先の税理士や社会保険労務士での対応が困難になった。新たな事務代行

先の開拓に迫られた頃、ちょうどクラウド・サービスに着目していたため、クラウド会計のアドバイザーを兼

任する税理士を見つけ、クラウド会計導入を進めた。 

これまでアウトソーシングしていて経理処理の経験がなかったため、会計クラウドを導入しただけでは使い 
こなせない。よって、税理士にはクラウド会計の導入サポートと併せて経理事務の工程改善も依頼した。これ

により、クラウド会計導入がうまくいったのでクラウド人事労務も導入した。クラウド会計とクラウド人事労

務を連携させることにより、給与関係のデータ(給与振り込み、社会保険料、源泉徴収された所得税や住民税

の預かり金)がすぐに会計に反映されるようになり、また、経費精算したクラウド会計のデータもクラウド人

事労務側の給与明細に反映されるようにもなった。このように業務効率化が進んだ結果、単なる事務代行以上 
の指導を受けられるようになった。 

クラウド導入により、事務代行先が 2か月かけていた事務処理が、週 30 分程度の社内処理で対応できるよ

うになり、リアルタイムで各種経営指標等を確認できるようになった。結果的に自社で行うことなり、年間約

50 万円以上事務代行料が削減できた。また、クラウド上で顧問の税理士や社労士とオンラインにつながること

により、経営上の課題を日頃から共有できるようになり、各種経営管理指標や試算表をリアルタイムに確認し 
ながら経営の相談ができるようにもなった。クラウド・サービスの利用料は会計と人事労務を合わせて月数千

円程度、クラウド導入に係るコンサルティング費用は 30 万円であった。 

田尻久美子社長は、「中小企業の予算規模では自社システムの開発や所有はコスト面で非現実的であり、拡

張性を考えればクラウド・サービスの一択だと考えた。導入前は業務フローを細分化した上で業務の優先順位

付けを、導入後は従業員への使い方説明を、それぞれ徹底した。経営の可視化により会社の経営状態をリアル 
タイムで従業員とも共有できるようになり、将来を見据えた経営戦略の策定や実行も可能になった。」とクラ

ウド・サービスの利点を語る。 

 

 

田尻久美子社長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

IT利活用による労働生産性の向上第4章

246 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





 

 

 

クラウド・サービスの画面(一部抜粋、拡大) 

 

 

株式会社グリーンケア展示場  
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⑥企業間データ連携 

IT の利活用による企業間連携においては企業間データ連携が重要な役割を果たす

が、スマート SME(中小企業)研究会等では、中小企業における企業間データ連携のマ

イナス面が懸念事項として指摘されている。第 2-4-43 図は、これらの指摘事項をも

とに企業間データ連携の動向を把握した結果である。  
営業秘密の社外流出による不安や、大手取引先との関係が不利になる不安は、約 5

割の中小企業が感じている。また、企業間データ連携のために大手取引先から異なる

システム導入を求められたことのある中小企業は 2割強である。契約関連について見

ると、「『企業間データ連携を進めるとした場合に、どういった契約を結んでおけば良

いか』見当がつく。」と答えた中小企業は 2割強、「企業間でのデータの利活用に関す 
る『データの利用権限に関する契約ガイドライン11』を知っている。」と答えた中小企

業は 1割強である。 
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①
(n=3,920)

②
(n=3,918)

③
(n=3,939)

④
(n=3,923)

⑤
(n=3,931)

資料︓三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)「⼈⼿不⾜対応に向けた⽣産性向上の取組に関する調査」(2017年12⽉)
(注) 複数回答のため、合計は必ずしも100％にならない。

(％)

第2-4-43図 企業間データ連携に関わる動向や施策

① 「企業間データ連携を進めた場合に､⾃社の独⾃ノウハウ等の営業秘密が、意図しないところで社外に流出するのではないかという不安」がある。
② 「⼤⼿取引先との企業間データ連携を進めた場合に､⾃社が不利になるデータ活⽤が⽣じるのではないかという不安」がある。
③ 「企業間データ連携のため､複数の⼤⼿取引先からそれぞれ異なるシステム導⼊を求められたこと」がある。
④ 「企業間データ連携を進めるとした場合に、どういった契約を結んでおけば良いか」⾒当がつく。
⑤ 企業間でのデータの利活⽤に関する「データの利⽤権限に関する契約ガイドライン」を知っている。

 

 
  

                                                  
11 詳細は経済産業省ホームページを参照。

(http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003.html) 
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従業員規模別については、規模が大きい企業ほど活用率も高い(第 2-4-51 図)。 

4.8 
5.7 

7.3 

8.9 

12.7 

0

2

4

6

8

10

12

14

21〜30⼈
(n=560)

31〜50⼈
(n=755)

51〜100⼈
(n=1,303)

101〜300⼈
(n=971)

301⼈以上
(n=426)

資料︓三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)「⼈⼿不⾜対応に向けた⽣産性向上の取組に関する調査」(2017年12⽉)
(注)「AI、ビッグデータ、IoT、RPAを活⽤している」とは、AI、ビッグデータ、IoT、RPAのうちの少なくとも1つ以上を活⽤していると回答した者である。

第2-4-51図 先端技術(AI、ビッグデータ、IoT、RPA)の活⽤率(従業員規模別)

(％)

 

 

経営者年代別については、40 歳未満が最も高く、70 歳代以上が最も低い(第 2-4-52

図)。  

9.0 

7.8 
8.3 

7.7 

5.2 

0

5
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40歳未満
(n=122)

40歳代
(n=688)

50歳代
(n=1,180)

60歳代
(n=1,483)

70歳代以上
(n=537)

資料︓三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)「⼈⼿不⾜対応に向けた⽣産性向上の取組に関する調査」(2017年12⽉)
(注)「AI、ビッグデータ、IoT、RPAを活⽤している」とは、AI、ビッグデータ、IoT、RPAのうちの少なくとも1つ以上を活⽤していると回答した者である。

第2-4-52図 先端技術(AI、ビッグデータ、IoT、RPA)の活⽤率(経営者年代別)
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2 4 式  

企 タ シス ムの 、 

への て の 大 り 企  

 

 埼玉県戸田市の京葉流通倉庫株式会社(従業員 170 名、資本金 9,000 万円)は、関東エリアを中心とし、出版 
物、食品、日用品、タイヤ等を取り扱う 3PL 事業者である。3PL はサード・パーティー・ロジスティクス

(third-party logistics)の略称であり、顧客に様々な物流改善提案を行うとともに最適なサービスを提供す

る物流アウトソーシングをいう。 

 効率を重視する 3PL の実現には、顧客の販売管理システムと同社の在庫等の物流管理システムとのデータ連

携が欠かせない。多品種少量多頻度配送、納品リードタイム短縮、リアルタイムの情報提供といったニーズを 
満たすためである。 

同社には物流を専門としたシステム要員が 9名おり、短期間でのシステム構築に強みがある。開発期間が 3

か月未満といった短納期の契約案件が多いためフレキシブルな対応が重要であり外注で対応することは難し

く、同社の物流ノウハウを生かすためには自社開発が必須となる。顧客によってはリアルタイムに在庫情報を

更新したいという要望もあり、同社はこれらの要望に対応するための物流ノウハウとシステム開発力を有する。  
 大手企業が顧客の場合は EDI16の取組も進んでおり、両社間のデータ連携だけで準備が済むケースもある。

他方、顧客が中小企業の場合は EDI もシステムも様々で、周辺機能の開発から必要となる。顧客側にシステム

がない場合には、倉庫側の入出荷情報や在庫情報を顧客が Web で閲覧できるシステムも提供している。 

 特に出版流通では EDI の取組も遅れており、現在でも電話や FAX による注文が多い。同社は「出版社向けシ

ステム K-Web」を自社開発し出版社に提供している。インターネットを利用し、出版社に在庫照会や注文入力、 
各種データのダウンロード等様々な機能を提供するもので、スマートフォン、タブレットにも対応している。

現在同社と取引している出版社の約半数が本システムを利用している。 

 同社では倉庫でのピッキング作業の省力化投資にも取り組んでおり、AI やロボットの活用の検討も進めてい

る。今後も、いち早く先端技術を取り入れ、さらなる省力化、生産性向上を図り、顧客への付加価値提供につ

なげていく方針である。  
 

                                                  
16 Electronic Data Interchange の略で「電子データ交換」を意味する。 
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従来のカシメの開発方法 

 

 

AI を利用したカシメ方法の開発  
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 設 投 による労 の 上 

第5章では中小企業の設備投資の状況及び設備投資による労働生産性の向上につい

て、各種統計調査及び、「人手不足対応に向けた生産性向上の取組に関する調査」(以

下、「アンケート調査」という。)を用いて分析していく。 

  

 小企 の の 状 

第 1部第 1章第 2節で見たように、我が国の中小企業の設備投資は緩やかな増加傾

向にある。第 1節では、こうした設備投資の現状についてより詳細に確認する。 

 

1. 中小企業の設備投資推移  

①業種別の設備投資額の推移 
はじめに、中小企業の設備投資額を業種別に確認すると、製造業について直近で一

服感が見られるものの、総じて見れば、製造業、非製造業共に緩やかな増加傾向にあ

ることが見て取れる(第 2-5-1 図)。他方、いずれの業種もリーマンショック前の水準

には達していない。  
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製造業 ⾮製造業

資料︓財務省「法⼈企業統計調査季報」
(注)1.ここでいう中⼩企業とは資本⾦1千万円以上1億円未満の企業とする。

2.原数値の後⽅4四半期移動平均を指数化したもの。

(2007年第Ⅰ四半期=100)

(年期)

第2-5-1図 中⼩企業の業種別設備投資額の推移

 

 

②業種別の設備投資実施率の推移 
設備投資の実施率についても確認すると、2010 年以降、製造業・非製造業共に緩や

かな増加傾向にある(第 2-5-2 図)。また、直近ではリーマンショック前の水準を上回 

っており、中小企業の設備投資に広がりが出てきていることが分かる。 
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2  が力 さに欠ける  
 第1節で見てきたように、中小企業の設備投資は緩やかな増加基調にある。他方で、

第 1 部第 1 章第 2 節で確認したように、中小企業の経常利益は過去最高水準にあり、

資金調達環境も改善しているなど、投資を取り巻く環境は改善しているといえるが、

こうした良好な環境に比して、設備投資は力強さに欠けているという見方も可能であ 

る。そこで本節では、中小企業の設備投資が力強さに欠ける背景について分析してい

く。 

 

1. 事業の先行きと設備投資の関係 

  

①期待成長率と設備投資 
 中小企業が設備投資の実施を判断する上では、自社の事業について将来的な成長を

見通せることが重要であるが、事業の見通しは業界全体の成長見通し(期待成長率)に

も影響を受けるものと考えられる。そこで、期待成長率と設備投資の関係について見

ていく。第 2-5-6 図は、中小企業の設備投資営業キャッシュフロー比率と期待成長率 

の推移を見たものであるが、投資の積極性を示していると考えられる設備投資営業キ

ャッシュフロー比率は、期待成長率に連動して推移していることが分かる。期待成長

率は 1992 年以降緩やかに減少した後、足下では横ばいで推移しており、設備投資が

力強さに欠ける要因の一つとして、期待成長率の低迷によって中小企業が事業の先行

きを見通せないことがあると考えられる。  
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資料︓内閣府「企業⾏動に関するアンケート調査」、財務省「法⼈企業統計調査季報」
(注) 1.内閣府の企業⾏動に関するアンケート調査は毎年1⽉に⾏われるため、ここでは当該年の値として計算した。

2.期待成⻑率とは、業界需要の実質成⻑率の今後3年間の⾒通しをいう。
3.投資性向＝設備投資額/キャッシュフロー
4.キャッシュフロー＝経常利益×0.5+減価償却費
5.投資性向は季節性除去のため設備投資額、キャッシュフロー額を共に当該年累計値から算出した。
6.資本⾦1千万円以上1億円未満の企業を中⼩企業とする。

(％)

(年)

第2-5-6図 中⼩企業の設備投資営業キャッシュフロー⽐率と
期待成⻑率の推移

(％)

 

 

②後継者の有無と設備投資 
 事業の先行きを見通す上では、後継者の存在も重要な要因となると考えられる。そ
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【 ラム 2  の くり・ ・ ス 力 支 】 

足腰の強い経済の構築のためにも、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業

者の生産性向上を図ることが喫緊の課題となっている。こうした課題に対応するため、

中小企業・小規模事業者の生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生 

産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援している。 

対象者 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行い、以下のいずれかの要

件を満たす中小企業・小規模事業者 

① 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示され

た方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善

であり、3～5年で、「付加価値額」年率 3％及び「経常利益」年率 1％

の向上を達成できる計画を有している 

② 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用

した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3～5年で、「付

加価値額」年率 3％及び「経常利益」年率 1％の向上を達成できる計画

を有している 

事業類型 １．企業間データ活用型  補助上限額：1,000 万円／者※(補助率 2/3) 

複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を共有し、

連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェ

クトを支援。 

※連携体は 10 者まで。さらに 200 万円×連携体参加数を上限額に連携体

内で配分可能 

 

２．一般型  補助上限額：1,000 万円 (補助率 1/2※) 

中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生

産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援。 

※生産性向上特別措置法案に基づき、固定資産税の特例率をゼロの措置を

した市町村において先端設備導入計画の認定を取得した事業者、又は、中

小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を取得して一定の要件

を満たす事業者は、補助率 2/3  

 

３．小規模型 補助上限額：500 万円 (補助率小規模事業者 2/3、その他

1/2) 

小規模な額で中小企業･小規模事業者が行う革新的なサービス開発･試

作品開発･生産プロセスの改善を支援。(設備投資を伴わない試作開発等も

支援) 

 

(1～3 共通) 専門家を活用する場合、補助上限額 30 万円アップ 
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【 ラム 2 2 た の 】 

中小企業の業況は改善しつつあるところであるが、労働生産性は伸び悩んでおり、

大企業との格差も拡大傾向にある。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化

が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっている。  

今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越え

るためにも、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働

生産性の飛躍的な向上を図る必要がある。 

 

【新たな固定資産税の特例のポイント】  

 中小企業の設備投資を通じた生産性の向上に係る取組を力強く後押しするため、

平成 30 年度税制改正大綱において、中小企業における設備投資促進のための固定

資産税の特例が盛り込まれている。 

この特例については、第 196 回通常国会に提出をしている「生産性向上特別措置

法案」において、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資について、地方税法 

において償却資産に係る固定資産税の特例が措置される見込みであるが、平成 28

年度から制度を開始している「中小企業等経営強化法」における固定資産税の特例

とは異なり、市区町村の創意工夫を促し、市区町村の産業振興と国の支援策が一体

となって、中小企業の生産性の向上を後押しすることとしている。 

  「生産性向上特別措置法案」においては、今後 3年間を集中投資期間と位置づけ 

ており、その期間中において市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援す

ることとしている。国は、中小企業の生産性向上に資する設備について、「導入促

進指針」を策定し、その指針に沿って、市区町村が域内における特性も踏まえた中

小企業への支援計画である「導入促進基本計画」を作成し、その計画について、国

からの同意を受けた市区町村は、中小企業が作成する「先端設備等導入計画」を受 

け付け、認定することができることとなる。認定を受けた中小企業が「先端設備等

導入計画」に従って取得する償却資産については、地方税法において、一定の償却

資産を対象として、3年間の固定資産税の課税標準額をゼロから 1/2 の間で条例の

定める割合に軽減することとなっている(コラム 2-5-2 図)。 
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2 株式会 ワ ( 工 ) 

ボット ハン リフ の 入 り、 

人 不 に対 しつつ た企  

 

 株式会社コイワイ(従業員 140 名、資本金 2,000 万円)は 1973 年設立の非鉄金属業者である。神奈川県小田 

原市の本社では試作品事業と研究開発が、宮城県大河原町の宮城工場では金属鋳造による量産事業が主な業務

である。本事例では宮城工場での省力化投資を取り上げる。 

 金属鋳造は危険な重労働であり首都圏では工員の採用が困難であったので宮城工場を造ったが、震災による

状況変化もあり求人を出しても採用ができなくなった。従来は「鋳造は工程全てを経験する必要がある」とい

う伝統もあって工員は男性正社員のみであったが、人手不足に対応するため、短時間で働く女性のパートや派 

遣を生産工程に入れた。仕上げや検査といった鋳造の後工程をこれらの女性に担当してもらい、熟練工である

正社員は品質を決定づける鋳造工程に集中させた。省力化投資、具体的には生産ロボットと電動ハンドリフト

は、この役担変更に有効だった。 

自社製品の製造工程のうち、特に危険な大型部品鋳造において、アルミニウム溶湯の注湯及び製品の取り出

しと搬送にロボットを導入した。熟練工の作業の安全確保と負荷軽減が主眼だったが、結果的に生産性が 2.3 

倍アップした(人数 2→1人、生産量 60→70[個/日])。経験豊富な作業者の動作をロボットに反映させたこと

で、他のラインと比較して 10％ほど不良率が低減し品質も安定した。1 ライン全部で約 1 億円の設備のうち、

ロボット化の投資額は約 5,000 万円(炉は別、インテグレータの費用は含む)で、導入にはものづくり補助金(革

新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金)を活用した。補助額は 3,000 万円で自己負担は 2,000 万円

ほどであった。ランニングコストは、動力電気代と約 30 万円の年次点検費用(メーカー推奨、静岡からの往復 

旅費含む)であり、その他消耗品類は導入後日が浅いため現時点では発生していない。 

女性が働きやすいように、免許が必要なフォークリフトに代替する電動式のハンドリフトの導入をはじめと

して作業環境改善にも取り組んだ。現在、合わせて 34 名のパートと派遣のうち、女性は 24 名で過半数を占め

るまでになった。電動式のハンドリフトの初期費用は購入費 82 万円で、ランニングコストは 3 日に 1度くら

いの夜間充電と約 10 万円の年次点検費用(メーカー推奨)である。  

小岩井豊己社長は「今後は大型部品以外でもロボット活用に取り組んでいきたい。現在工場は 24 時間操業

(2.5 交代)しており、最重要の鋳造工程に入れることで負荷軽減に役立つ。」と語る。 

 

   

 ロボット導入前        ロボット導入後           電動式のハンドリフト  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           

                         

 
 

  

設備投資による労働生産性の向上第5章

286 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





 

 

2 株式会 ( ) 

的 、 に う の 化 る 方、 

人 力 入 る企  

 

香川県高松市の株式会社きむら(従業員 1,007 名、資本金 5,000 万円)は、香川県と岡山県で、生鮮食品と惣菜 

に力を入れたスーパーマーケット「新鮮市場きむら」を 20 店舗展開する企業である。 

同社は多額の設備投資を行い、食品スーパーとしては他に例を見ないほど多くの食品加工機を導入した。現在

稼働している加工機だけで総額 5億円は下らないが、惣菜に使う魚の下処理や一次加工を機械化し、工場で一括

して行うことで、人手不足で業務が増えていた鮮魚売り場の担当者が、接客や対面販売に注力できるようになっ

た。  

バイヤーが一括で仕入れることが多い業界で、同社では店舗ごとに売り場担当者が地元の漁港や魚市場から仕

入れを行い、瀬戸内海の小魚等の珍しい魚種を含む豊富な品揃えで、新鮮な魚を安く提供できることが同社のウ

リの一つとなっている。売り場に魚の目利きができ魚料理にも詳しい人材を配し、顧客の要望に応じて店頭で職

人が魚をさばいたりもする。だが、こうした鮮魚担当者を育成するには時間が掛かる。若者がなかなか採用でき

ず、元料理人等の経験者の採用も今後の不足が見込まれ、同社では将来的な人材不足に不安があった。下処理や 

一次加工を機械化する設備投資を行ったことは、目先の省力化・人手不足対応ということだけでなく、人材の最

適配置による生産性向上ももたらしている。 

魚の下処理を自動化したきっかけは、「小魚がさばけなくて困っている」という地元魚市場からの相談があり、

機械で切ることを思いついたのが発端であった。同社が導入している魚の下処理をする機械には様々な種類があ

り、魚の頭を落とす機械もあれば、三枚や二枚に下ろす機械、皮を剥ぐ機械もある。扱う魚の大きさによって、 

大中小のサイズの違いもある。他のスーパーは小魚の取り扱いが苦手で、切り身が中心であることから、同社で

は小魚を優先的に加工してお客様に提供しており、そのことは他のスーパーとの差別化にもつながっている。 

さらに同社では 10 億 5千万円を投じ、農水産品の加工施設を 2018 年 3 月から稼働させた。延べ床面積約 3千

平方メートルで、高松中央卸売市場近くに新設した水産加工センターで、新鮮なまま魚を一括処理し、切り身や

味付け等の処理を行った上で各店舗に配送する。各店舗では、刺身に盛りつけたりそのまま揚げるだけで商品と 

して店頭に並べられるため、勤続年数の短い従業員でも対応できるようになり、ベテランは強みとする接客や対

面販売にさらに専念できるようになる。センターで加工した惣菜や冷凍食品等の加工品は外販にも活用する。「弊

社の事業のもう一本の柱として、製造・卸売業を成長させていきたい」と木村宏雄社長は語る。 

  

トロ箱に入ったまま魚が一匹丸ごと売られる     同社本部・本店スーパーの外観  

魚市場のような鮮魚売り場 
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4  め 

 

以上、本章では中小企業の設備投資に焦点を当て分析を行ってきた。まず、中小企

業の設備投資の現状は、老朽化する設備の維持・更新投資を中心に緩やかな増加基調

にあること、一方で、省力化投資等の生産性向上につながる設備投資へのスタンスは 

消極化しているなどの課題があることも確認した。 

次に、経常利益が過去最高水準にあるなど、良好な投資環境に比して、中小企業の

設備投資が力強さに欠く背景について分析した。主な要因として、我が国経済の期待

成長率が低下し、後継者不在企業が増加する中、中小企業の事業の先行きについて見

通せなくなっていることや、一部の経常赤字の中小企業が資金制約により投資を抑制 

している可能性があることを分析した。 

最後に、設備投資と生産性の関係を分析したところ、中小企業では大企業に比べて、

資本の効率的な活用が遅れていること、生産性を向上させていく上では、省力化投資

等が重要であることが分かった。深刻化する人手不足の状況に対応していくためにも、 

設備投資をより一層促進し、中小企業の生産性を向上させていくことが期待される。  
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例 2 6 う い 合 

企 の の か 込ん へ 発 さ 、 

ブランド 確立 た 合  

 

静岡県浜松市のうなぎいも協同組合は、さつまいもの産地化と関連商品のブランド化を行って、地域を活性化

し「農業生産者の所得向上」を目指す協同組合である。 

同組合を設立し理事長を務める伊藤拓馬氏は、浜松市で造園業と草木ゴミ処理業を営む有限会社コスモグリー

ン庭好(従業員 11名、資本金 900万円)に勤務していた。同社取締役であった伊藤氏は、地域の農業者に担い手が

おらず耕作放棄地が増え続けていることを知り、同社の新事業として農業に参入することを決定付けた。剪定枝

や刈草等を堆肥にして販売していた同社のノウハウを活かし農業生産を開始したが、台風等の天候の影響もあり、

さつまいもしか収穫できなかった。生産技術が未熟であったこともあり、形や大きさ等の品質にばらつきが大き

く、青果物として売り物にできなかった。さらに、販売価格が安く、天候等リスクも大きいため同社の事業とし

ては限界があった。 

そこで、堆肥化技術を応用して、市内のウナギの加工工場から無償で譲り受けたウナギの頭や骨等を混ぜた堆

肥でさつまいもを栽培し、浜松の地域産品としてブランディングをすることを考えた。販売面も、青果として売

るのではなくカットやペーストにすることで、菓子等の加工食品の材料とすることを目指した。こうして、同社

を中心に、浜松市内の養鰻業者、農業生産法人と連携し開発したのが、「うなぎいも」である。2011年に、農林水

産省の 6次産業化法認定を受け、「うなぎいもプロジェクト」が発足した。 

「うなも」というキャラクターを作成し、HP やブログ、SNS 等の情報発信を強化することで、より多くの生産

者の確保を目指した。その結果、芋の生産を行う個人や法人だけでなく、食品加工、流通、販売、広告、資材、

サービス等の幅広い企業・個人が集まった。2013 年 5 月からは協同組合となり、組合員が収穫した芋を一手に買

い取り、収穫後の選別や根切り、洗浄等を一括して手掛けている。製菓材料用として芋をペースト状に加工する

作業も引き受けており、出荷作業を効率化している。耕作放棄地や遊休農地を有効活用し、生産者の裾野を広げ

ている。現在は、生産者 35者、個人 150名、企業 50社の多種多様なメンバーが集まっている。 

商品化も、2012 年に発売した「うなぎいもプリン」に始まり、その後プロジェクトメンバーである、和洋菓子

製造販売業者の株式会社たこ満(従業員 380名、資本金 5,000万円)からの提案で、「うなぎいもタルト」や「うな

ぎいもどら焼き」が発売された。他社からもそれに続き、多くの商品が提案されるようになった。商品化には、「う

なぎいものファン」として参加する消費者の審査をパスする必要がある。各社の試作品を試食し、味の評価や不

満点等を指摘してもらっている。同組合は、このように「うなぎいも」や「うなも」を使用している製品を「う

なぎいもブランド認定商品」として商標やブランドを管理しているこれらに関するロイヤリティ報酬を会員から

受け取り、その収入をもとにブランド認定審査や商標・著作権の保護、デザイナー報酬等、ブランド向上の取組

に還元している。 

「一社の中小企業ではできない取組が、多くの企業や個人と連携することで、実現できている。2014 年から海

外展開も進め、既にシンガポール、台湾、香港、タイに出荷を開始している。今後も「うなぎいも」の市場を拡

大させ、地域の活性化と農業生産者の所得拡大につなげていきたい。」と伊藤理事長は語る。 
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2 6 4 式会 製   

後 か 企 の 、サプラ チ ンを 、 

の 大 企  

 

長野県諏訪市の株式会社河西精機製作所(従業員 70 名、資本金 1,500 万円)は、高硬度の難削材の外径 0.10mm

といった微細精密加工を得意とする切削加工会社である。同社は、1951 年にオルゴール部品の製造を開始し、そ

の後、大手電子機器メーカー向け電子機器関連の切削部品の製造販売を主力としてきた。リーマンショックによ

り、大幅な受注減少を経験したことから、電子機器以外の取引先拡大を目指してきた。 

そのような中、2013 年に、後継者難による先行き不透明さから自己破産を検討している企業が近隣にあるとい

う情報を取引先から入手した。取引先は、その企業の一事業部に納期が二週間後に迫った発注をしていたが、重

要な部品であったためサプライチェーンへの影響も懸念していた。同社には、その事業を救済してほしいという

依頼であった。 

その事業の売上高は大きくなかったものの、自動車部品向けの設計や組立に独自の技術を有しており、その技

術を高く評価されて、世界的自動車部品メーカーと直取引をしていた。そこで、同社の公認会計士やコンサルタ

ントの支援を受けながら、事業に関する従業員 5 名と切削機械、及び取引関係を引き継いだ。短期間で話をまと

めることができ、取引先の納期にも間に合い、サプライチェーンの維持を図れた。取引関係を引き継ぐに当たっ

ては、条件面の見直しも行い、事業の収益性も改善した。 

現在は同社の一事業所として運営している。従来は、本社のみであったが、複数事業所を構えることとなった

ため、管理会計に詳しい公認会計士やコンサルタントの指導を受け、事業所別の採算管理を強化している。M＆A

を行うためには、相応の管理体制を整える必要があるという。 

「自動車部品は、電子部品と異なる加工のノウハウや技術、認証制度への対応が必要であり、一から取引先を

開拓すると大変時間が掛かります。確かな技術を持つ人材や、大手との取引口座の引継ぎは、大変魅力に感じま

した。地元でも廃業する企業が増える中で、小さいながらも優れた技術や人材のいる事業について、廃業する前

に情報を入手できれば、引き継いでいきたい。」と河西克司社長は話す。 

 

 

同社の河西克司社長 
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2 6 株 社大   

後 不足に 小規 な の け な ている企  

 

福岡県北九州市に本社を置く大信薬局(従業員 330 名、資本金 3,500 万円)は、北九州を中心に処方箋調剤薬局

やドラッグストアを 78 店舗運営している。  

吉村企右社長が経営を引き継いだ当初は、地域の薬局・薬店を 10 店舗程度抱える小さい規模で、赤字が続き、

従業員の高齢化も進んでおり、厳しい経営状況であった。様々な経営改革を進める中で、成長に向けた施策とし

て小規模な調剤薬局の M＆A によって店舗数を拡大させてきた。ドラックストアチェーンの買収等を経験し、大手

とのとコスト競争の激しさを実感したため、小規模な調剤薬局にターゲットを絞った M＆Aに特化し、最近は M＆A

以外も含めて毎年二桁のペースで出店している。  

売り手の多くは、医薬分業が進んだ約 30 年前に独立した薬剤師であり、現在は 60 歳前後になり事業承継を考

える方が多いという。吉村社長はそういった調剤薬局のオーナーやその関係者を訪問し、「地元北九州を中心に調

剤薬局事業を拡大していきたい」と直接伝えて、譲渡先の候補の一つとして先方に認識してもらえるように話を

してきた経緯がある。その結果、地道に構築してきた人脈から紹介を受けるケースに次いで、オーナーから直接

問い合わせを受けるケースが多くなっている。  

M＆Aの相手先は、北九州が中心であるが、昨今では、首都圏や鹿児島にも進出している。遠隔地に進出するに

当たっては、店舗でトラブル等が発生した緊急時を想定し、公共交通機関を使用して朝 9時の開店までに現地へ

到着できる範囲に限定している。 

M＆Aで譲渡を受けた調剤薬局は小規模であり、店舗数はほとんどが 1店舗である。M＆A後は、地域や市民に根

付いた従来の店舗運営を基本としつつも、仕入れや間接部門の効率化を図り、生産性を向上させている。各店舗 

を IT でネットワーク化し、仕入れ、在庫、売上のフローを本社で一元管理する仕組みを構築し、卸売業者との仕

入れ交渉も本社に一本化することで、各店舗は業務負担が軽減し接客に集中できている。 

最近では、店舗で働く薬剤師の人手不足が深刻化している。薬剤師を自力で確保できず、M＆Aを考えるオーナ

ーもおり、同社の人材供給力に期待しているケースも増えてきているという。そこで、同社は、福岡県内の大学

を中心に、薬剤師のインターンや新卒採用を強化している。「今後も利益の一定割合を M＆Aに回すことで拡大を 

図りつつ、薬剤師人材の採用と育成を並行して進めていきたい。」と吉村社長は語る。 

 

調剤薬局の外観 

M＆Aを中心とする事業再編・統合を通じた労働生産性の向上第6章
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1  力 ・ 性  

第 1節 生産性向上・技術力の強化 

1. 戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 【29年度予算：130.0億円】 

中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた中小企業・小規模事業者が大学、公設試等の

研究機関等と連携して行う、研究開発等に関する取組を支援した。また、中小企業等経営強

化法に基づいて認定された異分野連携新事業分野開拓計画に従って行う中小企業・小規模

事業者が、産学官連携して行う新しいサービスモデルの開発等を支援した。(継続) 

 

2. ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 【29年度補正予算:1,000億円】 

足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開

発・生産性プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支

援した。（継続） 

 

3. 産業技術総合研究所における中堅・中小企業への橋渡しの取組 

国立研究開発法人産業技術総合研究所において、地域の中堅・中小企業のニーズ等を把握

している公設試験研究機関に産総研のイノベーションコーディネータを配置する等の全国

規模の連携体制を構築し、地域企業の有する革新的な技術シーズを事業化につなぐ「橋渡し」

機能の強化に取り組み、中堅・中小企業等の研究開発を支援した。(継続) 

 

4. 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に向けた総合支援  

中小ものづくり高度化法に基づき、高度化指針に沿った特定研究開発等計画について認

定を行い、計画が認定された中小企業・小規模事業者に対して戦略的基盤技術高度化支援事

業や、融資、保証の特例等により総合的な支援を実施した。また、IoT、AI等の新技術を活

用し自らの強みを付加価値として転換する取組を推進すべく、高度化指針の見直しを行っ

た。(継続) 

 

5. 地域における中小企業の生産性向上のための共同基盤事業 【29年度補正予算：10.0億

円】 

地域の中小企業等の生産性向上を実現するため、地域の複数の中小企業等による共同利

用が見込まれる IoT対応機器や高精度 3D プリンター等の先端的な設備を公設試験研究機関

等に導入し、中小企業等への利用促進を図る事業を支援する。（継続） 

 

6. 研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制） 【税制】 

平成 29年度税制改正において、中小企業者等について、試験研究費の総額に応じて税額

控除を認める「総額型」を試験研究費の増加割合に応じた税額控除率（12％～17％）とする
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11. 中小企業経営強化税制 【税制】 

中小企業等経営強化法の計画の認定を受けた中小企業が経営力向上設備等を取得した場

合に、即時償却又は 10％の税額控除（資本金 3,000 万円超の法人の税額控除は 7％）ができ

る措置を講じた。(継続) 

 

第 2節 IT化の促進 

1. 政府系金融機関の情報化投資融資制度（IT 活用促進資金）【財政投融資】 

中小企業の生産性向上に寄与する IT 活用を促進するため、日本政策金融公庫による融

資を実施しており、特に、平成 29年度からは、セキュリティ対策が進んでいないことに

鑑み、IT投資と同時に情報セキュリティ対策を講じる者に対する金利引下げ措置を講じ

た。（平成 29年度の実績は 391件、51.3 億円（平成 29年 12月末時点））(継続) 

 

2. サービス等生産性向上 IT導入支援事業費【29 年度補正予算：500.0億円】 

中小企業等の生産性向上を実現するため、バックオフィス業務等の効率化や新たな顧客

獲得等の付加価値向上(売上向上）に資する IT の導入支援を行う（補助額：15万円～50

万円、補助率：1／2）。加えて、IT事業者と中小企業・小規模事業者間の情報の非対称性

を是正するため、セキュリティにも配慮した ITツール及びその提供事業者の成果を公開

し、IT事業者間の競争を促すとともに、効果の高いツールの見える化、ノウハウの集約と

横展開を行う仕組みの構築を通じて、中小企業・小規模事業者による IT投資を加速さ

せ、我が国全体の生産性向上を実現する。（継続） 

 

3. 中小企業・小規模事業者決済情報管理支援事業【平成 29年度補正予算:4億円】 

 受注から入金までの決済業務等について ITを用いて効率化する実証及び全国の中小企業

に普及するための体制に係る検討を開始した。（新規） 

 

第 3節 小規模事業者の持続的発展支援 

1. 小規模事業者対策推進事業 【29年度予算：49.4億円】  

 改正小規模支援法に基づき認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って商工会・商工会

議所が取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、小規模事業者の需要を見据えた事業

計画の策定や販路開拓等を支援（採択数：908件）した。 

 また、地域の小規模事業者による全国規模の市場に向けた事業展開を促進するため、商

工会・商工会議所等が事業者と協力して進める、特産品開発や観光開発及びその販路開拓等

の事業（調査研究事業：67件、本体事業（1年目：40 件、2年目：28件））に対し、幅広い

支援を行った。(継続) 

 

2. 小規模事業者経営改善資金融資事業 【財政投融資】 
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企業とのマッチングや、官民ファンドの活用を図る体制を整備した。（継続） 

 

2. 海外展開・事業再編資金 【財政投融資】 

経済の構造的変化に適応するために海外展開または海外展開事業の再編を行うことが経

営上必要な中小企業の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫による融資を実施した。

(継続) 

 

3. 海外子会社の資金調達支援等  

日本政策金融公庫が、中小企業等経営強化法の経営革新計画の承認等を受けた中小企業

者の海外子会社等の現地金融機関からの借入れに対して、債務保証(スタンドバイ・クレジ

ット(信用状)の発行)を行い、事業者の海外子会社等の資金調達の支援を実施した。(継続) 

  

4. グローバルニッチトップ支援貸付制度 【財政投融資】 

特定分野に優れ、世界で存在感を示す中堅中小企業（グローバルニッチトップ企業）やそ

の候補となる中堅・中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、商工中金がグローバル

ニッチトップ支援貸付制度により、長期・一括返済・成功払いによる融資を行った。平成 29

年度の実績は、7件、5.8億円となった（平成 29年 12月末現在）。(継続) 

 

5. 技術協力活用型・新興国市場開拓事業 【29年度予算：41.7億円の内数】 

我が国企業の新興国市場獲得支援のため、以下 3事業を実施した。（継続） 

①経営・製造・オペレーション等に従事する開発途上国の管理者・技術者等に対し、日本

への受入研修、専門家派遣による指導等を支援。平成 29 年度は 995名の研修及び 55名

の専門家派遣を実施した（平成 29年 1月末現在）。 

②中堅・中小企業において課題となっている海外展開を担う「グローバル人材」の不足を

解決するため、日本の若手人材の海外インターンシップ派遣及び、日本企業への外国人

のインターンシップ受入を実施。平成 29 年度は 62 名の若手人材を海外に派遣及び、

120名の外国人を日本企業へ受け入れた。 

③ 開発途上国の社会課題を解決する製品・サービスの開発等に、開発途上国現地の大学・

研究機関・NGO・企業等と共同で取り組む日本企業への補助。平成 29年度は 7 案件の補

助を行った。 

 

6. 民間連携ボランティア制度の活用及び帰国 JICAボランティアとのマッチング 【29 年

度予算：1.6億円】 

国際協力機構（以下「JICA」という。）においては各企業のニーズに合わせ，社員を青

年海外協力隊・シニア海外ボランティア等として途上国に派遣する民間連携ボランティア

制度を活用し，グローバル社会で活躍できる人材の育成に努めた。また，帰国した JICA
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（継続） 

 

12. 基礎調査、案件化調査、普及・実証事業（中小企業製品・技術と ODAのマッチング事

業） 【29 年度予算：1,505億円の内数】 

ODA により、日本の中小企業等の優れた製品・技術等を途上国の開発に活用することで、

途上国の開発と日本経済の活性化の両立を図ることを目的としている。(継続) 

 

13. 中小企業等の海外展開支援（中小企業製品を活用した機材供与） 【29年度予算：1,631

億円の内数】 

途上国政府の要望や開発ニーズに基づき、日本の中小企業の製品を供与することを通じ、

その途上国の開発を支援するのみならず、中小企業の製品に対する認知度の向上等を図る

もの。(継続) 

 

14. 新輸出大国コンソーシアム 【29年度補正予算：40.1億円の内数】  

商工会議所、商工会、地方自治体、金融機関、JETROなどの支援機関を結集するととも

に、幅広い分野における 473名の専門家を確保（平成 30 年 3 月 9 日時点）し、海外展開

を図る中堅・中小企業に対して、事業計画の策定から販路開拓、現地での商談へのサポー

トに至るまで、総合的な支援をきめ細かに実施している。（継続） 

 

第 6節 地域資源の活用 

1. ふるさと名物支援事業 【29年度予算：13.5億円】 

中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用や農林漁業者との連携により行う、新商

品・新サービスの開発、販路開拓を支援した。また、地域資源の活用や、農林漁業者との

連携により行う商品開発等に取り組む事業者に対して、一般社団法人等が行う消費者嗜好

に関する情報提供、マッチング支援などの取組を支援した。(継続) 

 

2. （再掲）JAPANブランド育成支援事業 【29年度予算：13.5億円の内数】 

中小企業の海外販路開拓の実現を図るため、複数の中小企業が連携し、自らが持つ素材

や技術等の強みを踏まえた戦略の策定や、当該戦略に基づいて行う商品の開発や海外見本

市への出展等の取組を支援した。(継続) 

 

3. 小規模事業者対策推進事業 【29年度予算：49.4億円】 

改正小規模支援法に基づき認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って商工会・商工会

議所が取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、小規模事業者の需要を見据えた事業

計画の策定や販路開拓等を支援（採択数：908件）した。また、地域の小規模事業者によ

る全国規模の市場に向けた事業展開を促進するため、商工会・商工会議所等が事業者と協
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産学金官の連携により、地域の資源と資金（地域金融機関の融資）を活用して、雇用吸

収力の大きい地域密着型企業の立ち上げを支援するため、民間事業者等が事業化段階で必

要となる経費について、地方公共団体が助成を行う場合、その助成に要する経費の一部を

交付する。（継続） 

 

第 7節 販路・需要開拓支援 

1. 小規模事業者対策推進事業 【29年度予算：49.4億円】 

改正小規模支援法に基づき認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って商工会・商工会

議所が取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、小規模事業者の需要を見据えた事業

計画の策定や販路開拓等を支援（採択数：908件）した。 

また、地域の小規模事業者による全国規模の市場に向けた事業展開を促進するため、商

工会・商工会議所等が事業者と協力して進める、特産品開発や観光開発及びその販路開拓

等の事業（調査研究事業：67件、本体事業（1 年目：40 件、2 年目：28件）に対し、幅広

い支援を行った。（継続） 

 

2. 小規模事業者支援パッケージ事業 【29年度補正予算：120 億円】 

小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、販路開拓に取

り組む費用を支援（小規模事業者持続化補助金）した。 

また、全国にネットワークを持ち、地域に密着している商工会・商工会議所等を活用し

ながら、小規模事業者等に対して、経営計画に基づき販路開拓に取り組む費用を支援（小

規模事業者持続化補助金）するほか、小規模事業者の既存の商圏を超えた広域の販路開拓

を支援するため、物産展や商談会の開催、アンテナショップやインターネットによる販売

支援等を実施した。また、小規模事業者の経営力の向上のため、経営指導員の支援能力の

底上げに向けた指導・教育を行うスーパーバイザーを、全国団体から派遣する取組を支援

した。（継続） 

 

3. 各種展示会や商談会等による販路開拓支援 

中小企業・小規模事業者が農商工連携や地域資源活用等により開発した商品・サービス

等について、中小企業基盤整備機構が展示会や商談会等の開催を通じて、販路開拓・拡大

を支援した。（継続） 

 

4. 販路開拓コーディネート事業 

中小企業者等が新商品・新技術・新サービスについて、首都圏・近畿圏におけるテスト

マーケティング活動の実践を通じ、新たな市場への手がかりを掴むとともに、販路開拓の

力をつけることを中小企業基盤整備機構に配置されている商社・メーカー等出身の販路開

拓の専門家（販路開拓コーディネーター）が支援した。（継続） 
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5. 中心市街地商業活性化診断・サポート事業  

中心市街地活性化協議会等が行う中心市街地における商業活性化の取組を支援するた

め、中小企業基盤整備機構における専門的ノウハウを活用し、セミナー等の企画・立案支

援・講師の派遣や、個別事業の実効性を高めるための助言・診断・課題整理・情報提供等

を行った。平成 29年度（平成 30年 1 月末時点）は 11地域でセミナーを開催し、19地域

へ助言等を実施した。（継続） 

 

6. 企業活力強化資金(流通・サービス業関連) 【財政投融資】 

中小商業者・サービス業者等の経営の近代化及び流通機構の合理化並びに空き店舗等の

解消を図るため、日本政策金融公庫が必要な資金の貸付を行った。平成 29年度（平成 29

年 12月末時点）の貸付実績は 10,286件、872.1億円となった。（継続） 

 

7. 商店街・まちなか集客力向上支援事業 【28年度補正予算：15.0億円】 

商店街・中心市街地の中長期的な成長基盤の構築につながる、外国人観光客による需要

を取り込むために行う施設整備等の事業や、消費喚起に向けた商店街での IC 型ポイント

カードの導入等に対して支援を行った。商店街集客力向上支援事業において 70件、まち

なか集客力向上支援事業において 4件採択した。（継続） 

 

8. 地域・まちなか商業活性化支援事業 【29 年度予算：17.8億円】 

商店街等における子育て・高齢者支援サービスの提供や空き店舗への店舗誘致、中心市

街地における複合商業施設の整備などの取組を支援した。平成 29 年度には、地域商業自

立促進事業において、調査分析事業を 23 件、支援事業を 28件、個店連携モデル支援事業

において 10件、中心市街地再興戦略事業において、調査事業を 12 件、先導的・実証的事

業を 6件、専門人材活用支援事業を 26件採択した。（継続） 

 

9. 地域文化資源活用空間創出事業 【29 年度補正予算：58.5億円の内数】 

商店街・中心市街地等が取り組む、地域文化資源を活用した外国人観光客の消費を促す

ための取組の支援を行った。（継続） 

 

10. 中心市街地活性化のための税制措置 【税制】 

中心市街地活性化法の改正により創設した「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業

計画」に基づいて行われる不動産の取得に対し、その不動産の所有権の保存登記等に対す

る登録免許税の税率を 1／2とする措置を講じた。（継続） 
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地方創生のためには、東京一極集中を是正し、地方に良質な雇用を創出することが必要

である。このため、企業の本社機能（事務所、研究所、研修所）の東京 23区から地方へ

の移転や地方における拡充をした場合に、計画の認定を受けた企業のオフィス等に係る建

物等の取得等について、取得価額の 15％の特別償却（移転型事業の場合には、取得価額の

25％）又は取得価額の 4％の税額控除（移転型事業の場合には、取得価額の 7％）の選択

適用、その地方拠点において雇用した者に対する雇用促進税制の特例を講じる措置、及び

企業の地方拠点強化に係る地方交付税による減収補塡措置を引き続き講じた。また、平成

29年度税制改正において、オフィス減税について税額控除率を引き上げる措置の延長及び

雇用促進税制の拡充、移転型事業の要件緩和を行うとともに、地方交付税による減収補塡

措置の拡充を実施した。（継続） 

 

3. 地域中核企業創出・支援事業 【29年度予算：25.0億円】 

地域中核企業候補が新分野・新事業等に挑戦する取り組みを支援し、その成長を促すた

め、支援人材を活用して、全国大の外部リソース（大学、協力企業、金融機関等）とのネ

ットワーク構築を支援した。また、地域中核企業の更なる成長のため、支援人材を活用し

て、事業化戦略の立案、販路開拓等をハンズオン支援した。さらに、国際市場に通用する

事業化等に精通した専門家であるグローバル・コーディネーターを組織化した「グローバ

ル・ネットワーク協議会」を活用し、グローバル市場も視野に入れた事業化戦略の立案や

販路開拓等を支援した。（継続） 

 

4. 連携中枢都市圏の取組の推進 【29年度予算：1.3億円の内数】 

連携中枢都市圏の形成等を支援するため、国費による委託事業を実施した。また、圏域

全体の経済成長のけん引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上に

資する取組を支援するため、連携中枢都市圏ビジョンを策定した連携中枢都市及び連携市

町村の取組に対して、地方財政措置を講じた。平成 30年 1月末時点で、24圏域で連携中

枢都市圏が形成されている。（継続） 

 

5. 観光産業等生産性向上資金 【財政投融資】 

観光産業等の生産性向上及び観光消費の底上げを通じた日本経済の活性化を図るため、

品質の高いサービス等を提供する中小企業に対して日本政策金融公庫が必要な資金の貸付

を行った。平成 29年度（平成 29年 12 月末時点）の貸付実績は 6件、0.97億円となっ

た。（継続） 

 

6. 地域中核企業支援貸付制度 【財政投融資】 

地域の中核を担い地域経済へ一定の影響力を有する中堅中小企業が、新分野への進出等

のイノベーションの取組や戦略的な経営改善の取組を行う場合に、商工中金が地域中核企
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ァンド数 94件、出資約束総額 6,118億円、累積投資先企業数 1,174 社に至った（平成 29

年 3月末現在）。（継続） 

 

6. グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業 【29年度予算：3.5億円】 

起業家や、大企業等で新事業開拓を担う社内起業家の候補等を、世界をリードするイノ

ベーション先端地域であるシリコンバレー等に派遣して、グローバル市場への進出や社会

課題の解決といった事業目線の高い新事業を創出する人材の育成や現地関係者とのネット

ワーク形成等を図った。また、起業家やベンチャー支援人材、大企業等からなる「ベンチ

ャー創造協議会」において、ビジネスマッチングの開催や広範なネットワーク形成の場を

提供するとともに、イノベーションの創出に大きく貢献したベンチャー企業を称える「内

閣総理大臣賞」の授与等を行い、新事業創出のための基盤形成を図った。（継続） 

 

7. 潜在的創業者掘り起こし事業 【29年度予算：11.0億円の内数】 

国で定めた一定水準のカリキュラムを実施する創業スクールを公認し、創業者の基礎的

な知識習得を支援する。 

加えて、潜在的創業者の掘り起こし等に繋げるとともに、将来の地域の創業者を日本全

国で増やす観点から、全国的なビジネスプランコンテストを開催する。（継続） 

 

8. エンジェル税制 【税制】 

創業後間もないベンチャー企業への個人投資家（エンジェル）による資金供給を促進す

るため、一定の要件を満たす中小企業に対して、個人投資家が投資を行った時点と、当該

株式を譲渡した時点において所得税の優遇を受けることができる制度。（継続） 

 

9. 企業のベンチャー投資促進税制 【税制】 

企業が、産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けたベンチャーファンド

（投資額の 5割以上を地方に所在するベンチャー企業へ投資する場合に限る。）を通じて

ベンチャー企業に出資した場合に、その出資額の 5 割を限度として損失準備金を積み立

て、損金算入することができる制度である。 

平成 25年度の制度創設から平成 30年 1月末までに、9 件のベンチャーファンドに係る

投資計画を認定した。（継続） 

 

10. 経営革新支援事業 

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が新たな事業活動を行うことで経営の向上を

図ることを目的として作成し、承認された経営革新計画に対し、低利の融資制度や信用保

証の特例等の支援策を通じ、その事業活動を支援した。（継続） 
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第 2節 事業承継支援 

1. 中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業（事業引継ぎ支援事業） 【29年度予算：

61.1億円の内数】 

各都道府県の各認定支援機関に設置されている「事業引継ぎ支援センター」において、

後継者不在に悩む中小企業・小規模事業者に対して、事業引継ぎ等に関する情報提供・助

言等を行うとともに、M＆A等によるマッチング支援を実施した。平成 29年 4 月～12 月の

間に、6,340 件の相談に対応し、489件成約した。（継続） 

 

2. 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度（事業承継税制） 【税

制】 

 事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から相続、遺贈又は贈与に

より取得した場合において、都道府県知事の認定を受けたその後継者が事業を継続するこ

とを前提に、相続税・贈与税の納税を猶予し、後継者の死亡等の一定の場合には猶予税額

を免除する制度である。平成 21年度より事業承継税制の適用の基礎となる認定を開始

し、平成 29年 12月末までに、相続税に係る認定を 1,183 件、贈与税に係る認定を 864 件

実施した。（継続） 

 

3. 小規模企業共済制度 

小規模企業共済制度は、小規模企業者である個人事業主や会社等の役員が掛金を積み立

て、廃業や引退をした際に共済金を受け取れる制度であり、いわば小規模企業の経営者の

ための「退職金制度」である。平成 28年 12月末現在で 137.1 万人が在籍しており、平成

29年 4月から 12月までの新規加入者は 8.1万人に上った。（継続） 

 

4. 経営承継円滑化法による総合的支援 

経営承継円滑化法には、遺留分の制約を解決するための民法の特例をはじめとした総合

的支援が盛り込まれており、平成 29年 12 月末までに、民法特例の適用の基礎となる経済

産業大臣の確認を 166件実施した。（継続） 

 

5. 事業承継円滑化支援事業  

全国各地で中小企業の事業承継を広範かつ高度にサポートするため、中小企業支援者向

けの研修や事業承継フォーラム等による中小企業経営者等への普及啓発を実施した。（継

続） 

 

6. 創業・事業承継支援事業（事業承継ネットワーク構築事業）【29 年度予算：11.0億円

の内数】 

各都道府県に拠点を置く支援機関等による、地方自治体等と連携した、地域における事 
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0.195億円】 

サービス産業の現場で活躍する人材が、顧客に対する高度なおもてなしを実践するため

に必要とする知識や語学等のサービススキルを習得するための基盤を整備することを目指

し、サービススキル習得のためのスクールの設立・運営及びサービス業の現場で必要とさ

れるスキルについて、おもてなしスキル・スタンダードの策定を含めたカリキュラムの作

成等を行うものである。平成 29年度は、補助率を 2／3（平成 28 年度）から 1／2へ変更

を行った。（継続） 

 

6. 小規模事業者支援人材育成事業 【29 年度予算：16.7 億円】 

商工会・商工会議所の経営指導員等が行う、経営指導の能力向上に向けた研修を全国各

地で実施した。（継続） 

 

7. 中小企業等支援人材育成事業 【29年度予算：1.15億円】 

開業・経営に必要なスキルや空き店舗対策、合意形成の手法等のまちづくり特有のスキ

ルの習得を図る座学研修及びインターシップ型実地研修を実施することで、まちづくりを

牽引するタウンマネージャー等を育成した。（継続） 

 

8. 中小企業大学校における人材育成事業 

全国 9か所にある中小企業大学校において、中小企業の経営者、管理者等を対象に経営

課題の解決に直接結びつくような研修等を実施。また、地域の事業者からのアクセス改善

に向けた研修の拡充や、高度実践プログラムの導入などを試験的に実施した。（継続） 

 

9. ふるさとプロデューサー育成支援事業 【29年度予算：13.5億円の内数】 

地域の関係者を巻き込み、地域資源を活かした魅力ある産品を「地域ブランド化」し、

海外市場を見据えて販路開拓を行う取組の中心的担い手となることができる人材育成の取

組を支援した。（継続） 

 

10. 労働者の雇用維持対策 【29年度予算：79.5億円】 

景気の変動等に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合に、雇用調整助成金を

支給した。また、本助成金については、不正受給防止対策にも積極的に取り組んでおり、

不正受給を行った事業主名等の公表、実地調査の実施等、本助成金のより一層の適正な支

給に努めた。（継続） 

 

11. 魅力ある雇用創出に向けた雇用管理の改善の支援 【29 年度予算：108.0億円】 

職場定着支援助成金において、企業の雇用管理改善の取組を支援し、魅力ある雇用創出
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15. 雇用促進税制 【税制】  

雇用促進税制については、平成 28年 4月 1日から平成 30 年 3 月 31 日までの期間内に

始まる各事業年度において、一定の要件を満たした事業主で、 雇用機会が不足している

地域（地域雇用開発促進法に基づく同意雇用開発促進地域）において、質の高い雇用（無

期雇用かつフルタイム）を創出させた場合、その増加雇用者一人当たり 40万円の税額控

除を行うことができる施策を引き続き実施した。（継続） 

 

16. 失業なき労働移動の促進 【29年度予算：96.7億円】        

労働移動支援助成金（再就職支援コース）により、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀

なくされる労働者等(再就職援助計画対象者等)に対して、その再就職を実現するための支

援を民間職業紹介事業者に委託等して行う事業主に対して助成を行った。 

また、成長企業が、再就職援助計画対象者や移籍により受け入れた労働者に対して行う

能力開発や賃金アップをした場合の助成を拡充するとともに、中途採用者の能力評価、賃

金、処遇の制度を整備した上で、中途採用者の採用を拡大させた成長企業への助成を行っ

た。（継続） 

 

17. 福祉人材確保重点プロジェクト 【29年度予算：16.3億円】 

福祉（介護・医療・保育）分野におけるサービスを担う質の高い人材の安定的な確保の

ため、全国の主要なハローワークに設置する「福祉人材コーナー」を中心に、きめ細かな

職業相談・職業紹介、求人者への助言・指導等を実施した。（継続） 

 

18. 若者応援宣言事業の促進 【29年度予算：7.2億円の内数】 

若者の採用・育成に積極的で、企業情報等を積極的に公表する中小企業について、「若

者応援宣言企業」として情報発信の後押しを行った。（継続） 

 

19. 若者雇用促進法に基づくユースエール認定制度 【29年度予算：7.2億円の内数】 

若者の雇用管理が優良な中小企業について、｢青少年の雇用の促進等に関する法律」

（昭和 45 年法律第 98号）に基づき、厚生労働大臣が「ユースエール認定」企業として認

定し、中小企業の情報発信を後押しすることにより、当該企業が求める人材の円滑な採用

を支援した。（継続） 

 

20. 特定求職者雇用開発助成金（長期不安定雇用者雇用開発コース） 【29 年度予算：

5.3億円】 

いわゆる就職氷河期に正社員就職の機会を逃したこと等によりフリーター等として離転

職を繰り返してきた者（長期不安定雇用者）を安定所等の紹介により正規雇用労働者とし

て雇い入れた事業主に対して｢特定求職者雇用開発助成金（長期不安定雇用者雇用開発コ
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に、給与等支給額の平成 24年度からの増加額の 10%を税額控除する（法人税額の 10％

（中小企業者等は 20％）が上限）措置を講じた。また、平成 29年度税制改正にて、中小

企業者等については、平均給与等支給額が前年度比 2％以上増加する場合に、給与等支給

額の前年度からの増加額について、税額控除を 12％上乗せすることとした。（継続） 

 

 

 た  

第 1節 取引条件の改善 

1. 下請等中小企業の取引条件の改善 

様々な業種の取引条件改善を目的とした対策パッケージ「未来志向型の取引慣行に向け

て（世耕プラン）」（平成 28年 9月公表）に基づき、平成 29年 3月末までに自動車や電

機・情報通信機器など 8業種 21団体において、取引適正化と付加価値向上に向けた「自

主行動計画」が策定された。平成 29年 5 月、中小企業庁において、自主行動計画のフォ

ローアップ指針を発表し、この指針に基づき各団体においてフォローアップ調査を実施し

た。また、平成 29年 4月より全国に 80名規模の下請 G メンを配置し、年間 2,000件以上

の下請中小企業のヒアリング調査を実施した。平成 29年 12月、各団体が実施した自主行

動計画のフォローアップ調査結果及び下請 Gメンによるヒアリング調査の結果をとりまと

めて公表した。両調査結果の突き合わせを行い、改善の動きが鈍い業種については、平成

30年 1月以降、更なる取組を要請した。加えて、自主行動計画の策定業種の拡大（機械製

造業、流通業、警備業、放送コンテンツ業）にも取り組んだ。 

平成 27年 12月から設置された「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連

絡会議」を平成 29年度は 2回開催した。（計 13回開催）同会議での決定事項等は、働き

方改革を進める上での課題（長時間労働是正や生産性向上等）等を検討するため、平成 29

年 9月に設置された「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」に

引き継がれ、同会議の下で引き続き、関係省庁が連携して取り組むこととなった。（継

続） 

 

2. 下請代金法の運用強化【29年度予算：13.9 億円の内数】 

下請取引の適正化、下請事業者の利益保護のため、公正取引委員会と中小企業庁が密接

な協力関係の下、下請代金法を執行した。公正取引委員会及び中小企業庁が親事業者等に

対して書面調査等を実施するとともに、下請代金法違反事実に関する情報提供・申告等を

行うための「申告情報受付窓口」により、下請代金法違反に関する情報収集を行い、下請

代金法の厳格な運用に努めた。平成 29年 4月、下請代金法第 6 条の規定に基づき、公正

取引委員会に対して措置請求 1件を行った。（継続） 

 

3. 相談体制の強化と下請取引適正化【29年度予算：13.9億円の内数】 
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した。中小企業者の受注機会の増大のために実施する措置として、知的財産権の取り扱い

の明記、中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮、最低賃金額の改定に伴う契約金額

の見直しについての措置を新たに盛り込んだ。  

基本方針を周知徹底するために以下の取組を実施した。 

（1）経済産業大臣から各府省等の長、都道府県知事、全市町村の長及び東京特別区の

長（1,805団体）に対し、文書により「基本方針」の趣旨を説明するとともに、中

小企業・小規模事業者の受注機会の増大に努めるよう要請した。 

（2）地方における「基本方針」の周知徹底を図るための全国説明会（官公需確保対策

地方推進協議会）を 8月から 9月にかけて 50 回開催した。 

（3）地方において新規中小企業者からの調達を推進するための取組に関する情報の共

有や連携方策を協議する会議（新規中小企業者調達推進協議会）を開催した。 

（4）「官公需契約の手引」を作成し、国等の機関、地方公共団体等の機関及び商工関係

団体等に配布した。（継続） 

 

2. 中小企業・小規模事業者の受注機会増大のための「官公需情報ポータルサイト」 

【29年度予算：13.9 億円の内数】 

中小企業・小規模事業者が官公需に関する受発注情報を入手しやすくするため、国等や

地方公共団体がホームページで提供している発注情報等を中小企業・小規模事業者が一括

して入手できる「官公需情報ポータルサイト」を運営した。（継続） 

 

第 3節 消費税転嫁対策 

1. 消費税転嫁状況監視・検査体制強化等事業 【29 年度予算：28.5 億円】 

消費税の円滑かつ適正な転嫁を行うため、全国に転嫁対策調査官を配置した。併せて、

消費税の転嫁拒否等の行為に関する情報を収集するため、公正取引委員会と合同で中小企

業・小規模事業者全体に対して大規模な書面調査を実施するなど、転嫁拒否行為等の監

視・取締りを行った。（継続） 

 

第 4節 消費税軽減税率対策 

1. 中小の小売事業者等に対するレジの導入･システム改修等支援 

消費税軽減税率制度の実施に向け、事業者の準備が円滑に進むように支援を行った。具

体的には、①中小小売事業者等に対して、複数税率に対応したレジの導入等の支援を行う

とともに、②中小小売事業者・卸売事業者等に対して、複数税率に対応するため電子的な

受発注システムの改修等の支援を行った。（継続） 

 

2. 消費税軽減税率対応窓口相談等事業 【29 年度予算：19.4億円】 

消費税軽減税率制度を円滑に実施するため、中小企業団体等と連携して、講習会・フォ
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保証を推進。平成 29年度（平成 29年 12月末まで）の保証承諾実績は、130,058件、約 2

兆 4,517 億円となった。 

また、経営者に事業改善の意欲があるにもかかわらず、返済条件の緩和実施による前向

きな金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を支援するため、平成 28 年

に条件変更改善型借換保証を創設。平成 29年度（平成 29 年 12 月末まで）の保証承諾実

績は、310件、約 106億円となった。（継続） 

 

7. セーフティネット保証 

信用保証協会が、取引先の倒産、自然災害、取引金融機関の経営合理化等により経営の

安定に支障を生じている中小企業・小規模事業者に対し、通常の保証枠とは別枠での保証

を実施した（保証割合 100％。保証限度額は無担保 8,000 万円、最大 2億 8,000万円。）。 

平成 29年度は、九州北部地方の大雨災害（4号）、台風 21 号による災害（4号）等によ

り発動されている。 

また、セーフティネット保証 5号は、引き続き最近 3 か月間の月平均売上高等が前年同

期比で一定割合以上減少等の基準を満たす業種を指定した。 

平成 29年度（平成 29年 12月末まで）のセーフティネット保証全体の保証承諾実績

は、10,792件、約 2,665億円となった。（継続） 

 

8. 信用保証協会による経営支援 【29年度予算：13.0億円】 

信用保証協会の利用者又は利用を予定している創業（予定）者、経営改善に取り組む中

小企業・小規模事業者に加えて、平成 29 年度より事業承継を予定している場合や生産性

向上を目指す中小企業・小規模事業者についても新たに支援の対象として追加。これらの

中小企業・小規模事業者に対して、信用保証協会が地域金融機関と連携して、専門家派遣

をはじめとした経営支援を実施し、経営支援と一体となった資金繰り支援を実施した。平

成 29年度（平成 29年 12月末まで）は、約 16,000回の専門家派遣を実施している。（継

続） 

 

9. 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業 【平成 29 年度補正予算：30.0 億円】 

借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要と

する中小企業・小規模事業者等に対して、中小企業等経営強化法に基づく認定支援機関

（税理士、公認会計士、金融機関等）による経営改善計画策定支援や当該計画に係るフォ

ローアップに要する費用の一部を負担（2／3）した。平成 29 年 12 月末における相談件数

は 4,983 件、新規受付件数は 1,511件となり、制度発足時（平成 25年 3月）から平成 29

年 12月末までの実績は、相談件数 45,463件、新規受付件数は 14,812件となった。ま

た、平成 29年 5月からは、資金繰り管理や採算管理などの早期の経営改善計画の策定を

必要とする中小企業・小規模事業者に対して、認定支援機関による早期経営改善計画策定
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15. 沖縄の中小企業金融対策 【財政投融資】 【29年度予算:685億円の内数】 

沖縄振興開発金融公庫を活用した沖縄の中小企業対策は、日本政策金融公庫が行う業

務・取組について、同様に行うとともに、沖縄の特殊事情を踏まえ独自の貸付制度の拡充

を実施した。（継続） 

 

第 6節 経営安定対策 

1. 中小企業倒産防止共済制度（経営セーフティ共済制度） 

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権等の回収が困難とな

った場合に、積み立てた掛金の額に応じて無利子、無担保、無保証人で共済金の貸付けを

行う制度である。（継続） 

 

2. 経営安定特別相談事業 【29年度予算:49.4 億円の内数】 

経営の危機に直面した中小企業の経営上の様々な問題の解決に資するため、全国の主要

な商工会議所及び都道府県商工会連合会に「経営安定特別相談室」が設置されている。本

相談室において経営安定に関する幅広い分野の経営相談が円滑に実施されるよう日本商工

会議所及び全国商工会連合会の実施する指導事業等を支援した。（継続） 

 

3. 中小企業 BCP（事業継続計画）普及の促進 【財政投融資】 

中小企業・小規模事業者が災害対応力を強化するための BCP（事業継続計画）策定や、

平時に行うべき活動、緊急・非常時における事業継続のための取組（サプライチェーンや

業務体制の見直し、資金調達計画の立案、重要商品の検討等）を支援するため、専門家の

派遣を行った。また、中小企業・小規模事業者自らが策定した BCP に基づき防災施設等の

整備を行う者に対して、日本政策金融公庫において低利融資を実施した。（継続） 

 

4. ダンピング輸入品による被害の救済 【29 年度予算：0.65億円】 

貿易救済措置のうち AD措置は、他国企業から我が国に対するダンピング輸入により、

国内産業が損害を受けた際に、国内産業からの申請に基づき政府が調査を実施した上で関

税を賦課することにより、公正な市場競争環境を確保する措置である。平成 28年度 9 月

に開始した中国産ポリエチレンテレフタレートに対する AD調査について、平成 29 年度 12

月に調査を終了し、AD措置の発動を行った。また、平成 28年度 3 月に開始した韓国・中

国産炭素鋼製突合せ溶接式継手に対する AD調査についても、平成 29年度 12 月に調査の

中間報告書を公表し、暫定 AD措置の発動を行った。なお、企業等への説明会や WTO 協定

整合的に調査を行うための調査研究を実施した。（継続） 
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な支援が必要な地域又は業種に係る小規模事業者等の活性化のため、経営等の巡回相談事

業及び研修事業を実施した。（継続） 

 

4  災 か 旧・  

第 1節 資金繰りの支援 

1. 被災中小企業への資金繰り支援(政策金融) 【29 年度予算：139 億円の内数】 

東日本大震災及び熊本地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者への資金繰り支

援として、日本政策金融公庫（国民生活事業及び中小企業事業）・商工中金において、「東

日本大震災復興特別貸付」及び「平成 28 年熊本地震特別貸付」（平成 28年 6 月制度開

始）を継続的に実施している。本制度の運用開始後、平成 29 年 12 月末までの貸付実績

は、東日本大震災復興特別貸付が、約 30 万 1 千件、約 6兆 916 億円、平成 28 年熊本地震

特別貸付が、約 1万 7千件、約 2,260 億円となった。また、東日本大震災においては、原

発事故に係る警戒区域等の公示の際に当該区域内に事業所を有していた中小企業・小規模

事業者や、地震・津波により事業所等が全壊・流失した中小企業・小規模事業者に対し

て、県の財団法人等を通じ、貸付金利を実質無利子化する措置を引き続き実施した。（継

続） 

 

2. マル経・衛経融資の貸付限度額・金利引下げ措置の拡充 

東日本大震災及び、平成 28年熊本地震により直接又は間接的に被害を受けた小規模事

業者に対し、無担保・無保証・低利で利用できる日本政策金融公庫によるマル経・衛経融

資の貸付限度の拡充や金利の引下げを実施した。（東日本大震災型の平成 29年度の実績

は、マル経融資で 506件、184,827万円、衛経融資で 5件、1,510 万円（平成 29 年 12 月

末時点）。平成 29年度熊本地震型の平成 29年度の実績は、マル経融資で 23件、1億円、

衛経融資の実績は 0（平成 29年 12月末時点）。）（継続） 

 

3. 被災中小企業への資金繰り支援(信用保証) 

東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、既存の一般保証や

災害関係保証、セーフティネット保証とは別枠の新たな保証制度である「東日本大震災復

興緊急保証」について、平成 29年度も特定被災区域内において引き続き実施した（保証

割合 100％。保証限度額は無担保 8,000万円、最大 2億 8,000 万円。）。本制度の運用を開

始した平成 23年 5月 23日から平成 29年 12月末までの保証承諾実績は、135,301件、約

2兆 7,380億円であった。 

また、平成 29年 7月に発生した九州北部地方の大雨災害においては、福岡県及び大分

県の一部地域でセーフティネット保証 4号を発動したほか、福岡県の一部地域では災害関

係保証も発動した。両制度の平成 29年 12 月末までの保証承諾実績は、59件、約 9 億円で

あった。（継続） 
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第 3節 工場等の復旧への支援 

１．中小企業組合等共同施設等災害復旧事業(東日本大震災)【29年度予算：210.0 億円】 

東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進するため、 

① 複数の中小企業等から構成されるグループが復興事業計画を作成し、地域経済や雇用

維持に重要な役割を果たすものとして県から認定を受けた場合に、計画実施に必要な

施設・設備の復旧にかかる費用に対して、国が 1／2、県が 1／4の補助、 

② 商工会等の中小企業者のための指導・相談施設等の災害復旧事業にかかる費用に対し

て、国が 1／2の補助 

を実施し、被災した中小企業等のグループ等の施設の復旧等に対して支援を行った。（継

続） 

 

2. 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業(熊本地震）【29 年度補正予算：46.9億円】 

熊本地震に係る被災地域の復旧及び復興を促進するため、複数の中小企業等から構成さ

れるグループが復興事業計画を作成し、地域経済や雇用維持に重要な役割を果たすものと

して県から認定を受けた場合に、計画実施に必要な施設・設備の復旧にかかる費用に対し

て、国が 1／2、県が 1／4の補助を実施し、被災した中小企業等のグループの施設の復旧

等に対して支援を行った。(継続) 

 

3.施設・設備の復旧・整備に対する貸付け（東日本大震災） 

東日本大震災により被害を受けた中小企業者が、県から認定を受けた復興事業計画に基

づいて、その計画を実施するために必要な施設・設備の復旧・整備を行う場合に、中小企

業基盤整備機構と県が協力して、必要な資金の貸し付けを行った。（継続） 

 

4. 施設・設備の復旧・整備に対する貸付け（熊本地震） 

熊本地震により被害を受けた中小企業者が、県から認定を受けた復興事業計画に基づい

て、その計画を実施するために必要な施設・設備の復旧・整備を行う場合に、中小企業整

備機構と県が協力して、必要な資金の貸し付けを行った。(継続) 

 

5. 仮設施設整備事業・仮設施設有効活用等助成事業 【29年度：6.5億円の内数】 

東日本大震災の被害を受けた中小企業者等の早期事業再開を支援するため、（独）中小

企業基盤整備機構が仮設工場や仮設店舗等を整備し、被災市町村を通じて原則無償で貸し

出す事業を実施しており、平成 30年 1月末までに 6県 53市町村 590 箇所に施設を設置し

ている。また、平成 26年 4月より仮設施設の本設化、移設、撤去に要する費用の助成事

業を実施しており、平成 30年 1月末までに 75 件の助成を実施している。（継続） 
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7. 原子力災害対応雇用支援事業 【29年度予算：18.7億円】 

原子力災害の影響を受けた福島県内の被災者の一時的な雇用の場を確保し、生活の安定

を図るための事業を実施した。（継続） 

 

8. 被災地の人材確保対策事業 【29 年度予算：9.8億円】 

被災地に若者や専門人材等の幅広い人材を呼び込むとともに、企業に人材確保・定着・

育成等のノウハウを提供し、人材獲得力の向上を図った。また、人材獲得に成功している

好事例を地域に広める取組を実施した。（継続） 

 

9. 福島イノベーション・コースト構想 地域復興実用化開発等促進事業 【29年度予

算：69.7億円】 

ロボット技術など福島イノベーション・コースト構想の重点分野（※）について、地元

企業との連携等による地域振興に資する実用化開発等の費用を支援する。（継続） 

※廃炉、ロボット、エネルギー、環境・リサイクル、農林水産業、医療機器等の分野を言

う。 

 

10. 中小・小規模事業者の事業再開等支援事業 【29年度予算：112.0 億円】 

福島県の原子力被災 12市町村で被災した中小事業者の自立を集中的に支援し、当該地

域における働く場の創出や、買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、事業再

開等に要する設備投資等の費用の一部補助。平成 29 年度は、基金の積み増しを行うとと

もに、地元での再開が困難な帰還困難区域の事業者への支援等を拡充した。（継続） 

 

11. 原子力災害被災地域における創業等支援事業 【29 年度予算：2.1 億円】 

福島県の原子力被災 12市町村のまち機能の回復やそれを通じた被災事業者の自立に向

け、新規創業や 12市町村外からの事業展開等に際して必要となる設備投資等に対する補

助を行うとともに、12市町村における創業等の活動・取組の促進に向けた環境の整備を行

った。（継続） 

 

12. 生活関連サービスに要する移動・輸送手段の確保支援事業【29年度予算：2.3 億円】 

住民の帰還に向けた環境整備が進む中、地元商店による共同配達や医療サービス等の移

動・輸送手段への支援を強化するため、29年度は前年度に比べ 0.9 億円の予算の増額を行

った。（継続） 

 

13. 人材マッチングによる人材確保支援事業 【29 年度予算：5.0 億円】 
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地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進し、そのメリットを地域に還元さ

せることを通じて、地域の農林漁業の発展を促進した。平成 29 年度においては、平成 28年

度までに事業を実施している者の継続分のみを実施した。（継続） 

  

2．中小農林水産事業者向け支援 

(1)木材産業等高度化推進資金、林業・木材産業改善資金 【29年度予算：639億円】 

木材の生産・流通を合理化するため、木材産業等高度化推進資金による融資を行うととも

に、林業・木材産業の経営改善等を実施するため、林業・木材産業改善資金を融資する。（継

続） 

 (2)次世代林業基盤づくり交付金（うち木材加工流通施設等の整備）【29年度予算：70.1

億円】 

価格・量・品質面において安定的・効率的な供給ができるサプライチェーンを構築する

ために必要な木材加工流通施設の整備を支援した。（継続） 

(3)強い農業づくり交付金及び産地活性化総合対策事業による乳業再編整備等への支援 

【29年度予算：強い農業づくり交付金 230 億円の内数 産地活性化総合対策事業 25.7 億円

の内数】 

（施策の目的） 

・乳業工場の再編・合理化と衛生管理の向上を図ること等により、中小乳業の経営体質の

強化を推進し、 酪農家の経営安定に資することを目的とする。 

（施策の概要） 

・ 中小乳業の製造販売コストの低減や衛生水準の高度化を図るため、乳業工場の施設の機

能強化を支援した。 

・ 集送乳の効率化や乳業の再編整備に向けた取組を着実に推進するため、地域における課

題の把握・検討の取組等を支援した。（継続） 

(4) 食品産業品質管理高度化促進基金 

食品の安全性の向上と消費者の信頼を確保するため、食品の製造管理の高度化に関する

臨時措置法に基づき、①HACCP導入のための施設、設備の整備、②HACCP 導入の前段階の一

般衛生管理や品質管理を行うための体制、施設・設備の整備（高度化基盤整備）への金融支

援を行った。（継続） 

(5)輸出総合サポートプロジェクト 【29 年度予算：16.0 億円】 

（施策の目的） 

・2019 年に輸出額 1 兆円とする目標の達成に向けて官民一体となって「農林水産業の輸出

力強化戦略」（平成 28年 5月「農林水産業・地域の活力創造本部」取りまとめ）に沿って、

輸出促進の取組を行う。 

（施策の概要） 

・JETRO等への補助を通じて、輸出に取り組む事業者等に対し川上から川下に至る総合的な
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対して融資した。（継続） 

 

第 2節 中小運輸業対策 

1. 倉庫業への支援  

経済・社会環境の変化の中で高度化・多様化する物流ニーズやトラックドライバー不足

に対応することを目的とし、物流の省力化・効率化を図るため、改正物流総合効率化法の

活用により、輸送機能と保管機能の連携した倉庫の整備を促進した。また、倉庫の低炭素

化を促進するため、省エネ設備等の導入に対して支援を行った。（継続） 

2. 内航海運・国内旅客船事業対策（船舶共有建造制度） 【財政投融資】 

鉄道・運輸機構の船舶共有建造制度により、内航海運のグリーン化に資する船舶や離島

航路の維持・活性化に資する船舶といった政策的意義の高い船舶の建造を促進した。（継

続） 

 

3．中小造船業・舶用工業対策 【29年度予算：[1]0.4億円の内数 [2]160億円（平成 25

年度予算） [3]6.8億円 [4]0.9億円】 

（1）経営の安定のためのセーフティネットの確保に取り組むほか、[1]経営技術の近代化

に向けた講習会を実施するとともに労働災害の防止に向けての統括安全衛生責任者研修会

を実施した。（継続） 

（2）東日本大震災では東北の太平洋側に位置する造船所のほとんどが壊滅的な被害を受

けた。地域の基幹産業である水産業を支える地元造船産業の早期復旧・復興を図るため、

国土交通省では、中小企業庁等関係省庁と連携し、各種支援制度を活用した支援を行って

きた。地盤沈下等により震災前と同様の操業を行うことが困難となっている造船事業者に

対しては、協業化・集約化による本格的な復興のための造船施設の整備を支援する「造船

業等復興支援事業費補助金」を平成 25年度に創設し、平成 26 年度末までに、8 件、19事

業者に対して補助金を交付決定（補助額計 114.2億円）の上、復興事業を推進している。

平成 29年度末までに 7件の事業が完了した。[2]造船業等復興支援事業費補助金（継続） 

（3）7件の中小企業が参加する、我が国海洋産業の戦略的振興のための海洋資源開発技術

開発及び我が国海事産業の船舶の建造・運航における生産性向上のための技術研究開発に

係る費用に対し補助を行った。[3]海事産業関連技術研究開発補助金（継続） 

（4）平成 28年 7月に施行された中小企業等経営強化法に基づき、造船業・舶用工業にお

ける事業分野別指針を策定し、税制等の支援措置が受けられるよう、本指針に沿って中小

企業・小規模事業者が策定した経営力向上計画を 51 件（平成 29年 12 月末時点）認定し

た。【税制】（継続） 

（5）地域の中小造船企業と教育機関のネットワークを強化するため、平成 29 年度に「造

船事業者等の地域連携によるインターンシップ等実施ガイダンス」を取り纏め、公表し、

普及に取り組んだ。さらに、造船業への優秀な労働力確保を支援するため、高校生向けの
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4. 中小不動産業者に対する金融措置 

中小不動産事業者の信用を補完し金融を円滑化するため、中小不動産事業者の協業化円

滑資金や地域再生のための事業資金等に対する債務保証事業を継続実施した。（継続） 

 

5. 地域型住宅グリーン化事業 【29年度予算：114億円】 

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、資材供給、設

計、施工などの関連事業者からなるグループによる、省エネルギー性能や耐久性等に優れ

た木造住宅・建築物の整備に対して支援を行った。（継続） 

 

6. 地域に根ざした木造住宅施工技術体制整備事業 【29 年度予算：4.7 億円】 

地域における木造住宅施工技術体制を維持・整備し、優良な住宅ストックを形成するた

め、民間事業者からなるグループが行う大工技能者育成のための研修活動の支援を行っ

た。（新規） 

 

第 4節 生活衛生関係営業対策 

1. 生活衛生営業対策 【29年度予算：10.4億円】 

理美容業、クリーニング業、飲食店営業などの生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生

水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護を図り、もって安心・快適な生活環境

づくりを衛生的観点から推進するため、生活衛生同業組合及び連合会、全国生活衛生営業

指導センター、都道府県生活衛生営業指導センターに対して補助を実施した。平成 29 年

度においては、急増する訪日外国人旅行者への対応が生活衛生関係営業においても喫緊の

課題となっているため、生活衛生同業組合連合会におけるホームページの多言語化や受け

入れ体制の強化等を行う事業（生活衛生関係営業等インバウンド対策強化事業）などを重

点的に実施した。また、平成 29年補正予算においては、賃金支給水準の底上げを図るた

めの収益力向上等に関するセミナーの開催等を行った。（継続） 

 

2. 生活衛生関係営業者に関する貸付 【29年度予算：30.6億円】 

生活衛生関係営業の資金繰り支援を行うことで公衆衛生の向上及び増進を図るため、日

本政策金融公庫（生活衛生資金貸付）において、低利融資を行った。平成 29 年度におい

ては、創業者向け融資に係る貸付条件の拡充等を行い、平成 29年度補正予算において

は、生産性の高い設備の導入による創業期の経営基盤の安定化を支援するため、日本政策

金融公庫（生活衛生資金貸付）が行う無担保・無保証融資の低利融資を行うために必要な

財政支援を行った。（継続） 
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6. 中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金 【29 年度予算：10.0億円】 

中小企業等に対し、省エネ・節電ポテンシャルの導出をはじめとした診断事業等を実施

するとともに、診断事業で得られた事例や省エネ技術を様々な媒体を通じて情報発信し

た。また全国 44都府県に「省エネルギー相談地域プラットフォーム」を構築し、きめ細

かな省エネ相談等を通じて省エネの取組を促進した。（継続） 

 

7．省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 

 エネルギー使用量の計測・制御等の機能を有する、省エネ性能の高い設備の導入によ

る、生産性の向上に資する省エネ取組を支援する。また、設備の入替効果のみならず、専

門家による省エネ診断を活用し設備の運用改善による省エネポテンシャルの深掘りの効果

を追求する。 

 

8. 環境関連投資促進税制 【税制】 

青色申告書を提出する個人及び法人が省エネや再エネの導入拡大に資する設備を取得等

した場合には、初年度においてその取得価額の 30％の特別償却又は 7％の税額控除（中小

企業者等のみ）ができる税制措置。エネルギーミックスの実現に向けて、徹底した省エネ

と最大限の再エネの導入を推進した。（継続） 

 

9. 地域低炭素投資促進ファンド事業 【29年度予算：48.0億円】 

一定の採算性・収益性が見込まれるものの、リードタイムや投資回収期間が長期に及ぶ

こと等に起因するリスクが高く、民間資金が十分に供給されていない再生可能エネルギー

事業等の低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び込むため、これらのプロジェクトに対

し、「地域低炭素投資促進ファンド」からの出資を行う。（継続） 

 

10. エコリース促進事業 【29年度予算：19.0億円】 

低炭素機器の導入に際して多額の初期投資費用（頭金）を負担することが困難な中小企

業等に対し、リース料総額の一部を補助することによって、頭金なしの「リース」の活用

を促進し低炭素機器の普及を図る。（継続） 

 

11. エコアクション 21 

中堅・中小事業者にも取り組みやすい環境マネジメントシステムとして策定されたエコ

アクション 21の有効性を高め、企業価値向上にも貢献できるようエコアクション 21ガイ

ドライン 2017年版を公表するとともに、建設業向け等の業種別ガイドラインの改定に係

る検討を行った。また、エコアクション 21の認知・向上を図るため、6 か所でシンポジウ

ムを実施した。さらに、CO2削減に特化した環境マネジメントシステム導入事業を引き続
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件数、特許査定率等のデータが掲載された「自己分析用データ」を提供した。（継続） 

 

6. 中小企業向けの特許料等の軽減  

積極的に研究開発を行う中小企業等に対し、審査請求料や特許料（第 1 年分から第 10

年分）を半額に軽減する措置を引き続き実施した。また、中小ベンチャー企業・小規模企

業等に対し、審査請求料、特許料（第 1年分から第 10年分）、国際出願に係る手数料（調

査手数料、送付手数料、予備審査手数料）を 1／3に軽減する措置及び国際出願手数料や

取扱手数料の 2／3に相当する額を交付する措置を実施した。（継続） 

 

7. 早期審査・早期審理制度 

特許について、出願人や審判請求人が中小企業・小規模事業者の場合、「早期審査に関

する事情説明書」や「早期審理に関する事情説明書」を提出することにより、通常に比べ

早期に審査又は審判を受けられるようにした早期審査・早期審理を実施した。意匠・商標

についても早期審査・早期審理の要件を満たせば、早期に審査又は審判を受けられるよう

にした早期審査・早期審理を実施した。平成 29年度の早期審査の申請件数は 19,230件、

早期審理の申請件数は 241件に上った(平成 30 年 1 月末現在)。（継続） 

 

8. 中小企業の知財に関するワンストップサービスの提供(知財総合支援窓口)  

中小企業や中堅企業等が企業経営の中で抱える知的財産に関する悩みや課題に対し、そ

の場で解決を図るワンストップサービスを提供するため、「知財総合支援窓口」を都道府

県ごとに設置し、窓口に支援担当者を配置している。また、専門性が高い課題等には知財

専門家を活用し解決を図るほか、中小企業支援機関等との連携、知的財産を有効に活用で

きていない中小企業等の発掘等を通じて、中小企業等の知財活用の促進を図っている。平

成 29年度は、産業構造審議会知的財産分科会での議論を経て特許庁がとりまとめた「地

域知財活性化行動計画（平成 28年 9月 26 日）」に基づき、地域・中小企業に対する支援

の実効性を高めるため、自治体や商工会・商工会議所、よろず支援拠点をはじめとする地

域の中小企業支援機関との連携を強化するなど支援体制の強化を図った。（継続） 

 

9. 営業秘密に関するワンストップ支援体制の整備（「営業秘密・知財戦略相談窓口～営業

秘密 110番～」） 

平成 27年 2月 2日に独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）に開設した「営業

秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110番」においては、知財総合支援窓口とも連携し

て、主に中小企業を対象に特許としての権利化、営業秘密としての秘匿化を含むオープ

ン・クローズ戦略等の具体的な知的財産戦略に加え、秘匿化を選択した際の営業秘密の管

理手法、また営業秘密の漏えい・流出等に関する相談に専門家が対応した。特に営業秘密

の漏えい・流出事案や情報セキュリティ対策、サイバーアタックについても、相談内容に
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14. 日本発知財活用ビジネス化支援事業 【29年度予算：2.7 億円】 

中堅・中小企業や地域団体商標取得団体の知的財産を活用した外国でのビジネス展開の

促進を支援するため、JETROを通じて以下の取組を行った。 

①優れた知財を保有する我が国企業等のライセンスビジネスのパートナー候補を、調査に

よってリストアップし、②及び③の商談機会で活用。 

②専門家による国内でのセミナー・研修や、海外での複数回にわたる個別面談などを通じ

て、海外でのライセンスビジネスにつなげるビジネスモデル構築やブランド戦略策定を

支援し、イベント等商談機会を提供。 

③国内外での展示会出展、商談会参加等を通じ、ビジネスパートナー候補との商談機会の

提供等の支援を実施。 

④技術流出の予防を目的として、知財専門家による助言等を実施。 

⑤有望な知財を保有する我が国の中堅・中小企業や地域団体商標取得団体の魅力を技術流

出に配慮しながら海外に多言語で発信。（継続） 

 

15. 地域中小企業知的財産支援力強化事業 【29年度予算：2.0億円】 

中小企業の様々な課題や地域特性等に応じたきめ細かな支援により中小企業の知財保

護・活用を促進するため、意欲の高い地域の支援機関等から先導的・先進的な知財支援の

取組を経済産業局を通じ募集し 24件の取組を支援した。（継続） 

 

16. 海外知財訴訟保険補助事業 【29年度予算：0.6億円】 

中小企業等が海外知財訴訟への対抗措置を取ることができるようにするため、全国規模

の中小企業等を会員とした団体を運営主体とする知財訴訟費用を賄う海外知財訴訟保険を

実施した。中小企業等を会員とする全国団体に補助金を交付し、海外知財訴訟保険の掛金

の 1／2を補助。掛金負担を軽減することで、中小企業の加入を促進した。（継続） 

 

17. 地方創生のための事業プロデューサー派遣事業 【29年度予算 1.2億円の内数】 

地方における事業化機能拡充のため、潜在ニーズを掘り起こして事業を構想し、金融機

関を含む地域ネットワークを構築・活用しながらシーズのマッチングから事業資金調達、

販路開拓までを含めた事業創出環境整備を支援する「事業プロデューサー」を 3機関に 1

名ずつ計 3名派遣する（継続）。 

 

18. 特許情報の提供 

国内外の特許・実用新案・意匠・商標の公報情報の検索及び審査・登録審判に関する経

過等の関連情報の照会が可能な「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を平成 27年 3

月より提供している。平成 29年度には、特許・実用新案検索機能において、外国公報
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り、平成 29年度は、北海道と徳島県において開催した。 

（3）インターネットを活用した広報 

①ホームページによる広報 

 中小企業庁ホームページにおいて、中小企業施策に関する最新情報、公募に関する情

報、広報のためのチラシ、冊子等を公表した。平成 29年度は、年間約 3,500万ページビ

ューのアクセスがあった。 

②メールマガジン 

 各中小企業支援機関と連携し、補助金等の支援施策情報、地域情報、調査・研究レポー

ト等の情報をメールマガジン登録者に、毎週水曜日に配信した。メールマガジン登録者数

は、約 91,000件（平成 29年 12月末現在）。 

（4）ミラサポ（中小企業・小規模事業者の未来をサポートするポータルサイト） 

ミラサポを通じて最新の支援情報や補助金申請のノウハウ、活用事例などを分かりやす

くタイムリーに全国の中小企業に届けた。（会員数：141,000、ミラサポメルマガ登録数：

105,000 平成 29年 12月末現在） 

 

2．中小企業白書/小規模企業白書の作成 

中小企業の現状や課題を把握するため、中小企業基本法第 11 条の規定に基づく年次報

告等(平成 29年(2017年)版中小企業白書)を作成した。また、小規模企業の現状や課題を

把握するため、小規模基本法第 12条の規定に基づく年次報告等(平成 29 年(2017年)版小

規模企業白書)を作成した。(継続) 

 

3．中小企業実態基本調査 

中小企業の売上高、従業者数等の経営・財務情報に関する統計を整備するため、中小企業

基本法第 10条の規定に基づく中小企業実態基本調査を実施する。(継続) 

 

4．中小企業景況調査の公表 

中小企業の景気動向を把握するため、四半期ごとに中小企業基盤整備機構が実施する中

小企業景況調査の公表を行う。(継続) 
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1表 産業別規模別企業数(民営、非一次産業、2009年、2012年、2014年) 

(1) 企業数(会社数+個人事業者数)

年 企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

2009 2,059 99.8 1,844 89.4 4 0.2 2,063 100.0
2012 1,676 99.9 1,489 88.7 2 0.1 1,678 100.0
2014 1,454 99.7 1,284 88.1 4 0.3 1,458 100.0
2009 519,259 99.9 499,167 96.1 280 0.1 519,539 100.0
2012 467,119 99.9 448,293 95.9 291 0.1 467,410 100.0
2014 455,269 99.9 435,110 95.5 284 0.1 455,553 100.0
2009 446,499 99.5 394,281 87.9 2,036 0.5 448,535 100.0
2012 429,468 99.5 373,766 86.6 2,044 0.5 431,512 100.0
2014 413,339 99.5 358,769 86.4 1,957 0.5 415,296 100.0
2009 786 96.7 528 64.9 27 3.3 813 100.0
2012 657 96.1 410 59.9 27 3.9 684 100.0
2014 1,000 97.2 708 68.8 29 2.8 1,029 100.0
2009 49,503 97.6 34,526 68.1 1,222 2.4 50,725 100.0
2012 44,332 98.9 29,558 65.9 508 1.1 44,840 100.0
2014 45,254 98.8 29,993 65.5 533 1.2 45,787 100.0
2009 81,373 99.7 62,361 76.4 251 0.3 81,624 100.0
2012 74,316 99.7 55,287 74.2 245 0.3 74,561 100.0
2014 73,136 99.7 53,255 72.6 251 0.3 73,387 100.0
2009 1,047,079 99.6 869,196 82.7 4,224 0.4 1,051,303 100.0
2012 919,671 99.6 751,845 81.4 3,917 0.4 923,588 100.0
2014 896,102 99.5 712,939 79.2 4,182 0.5 900,284 100.0
2009 241,917 99.3 175,592 72.1 1,693 0.7 243,610 100.0
2012 225,599 99.3 163,713 72.1 1,508 0.7 227,107 100.0
2014 227,908 99.3 162,533 70.8 1,575 0.7 229,483 100.0
2009 805,162 99.7 693,604 85.9 2,531 0.3 807,693 100.0
2012 694,072 99.7 588,132 84.4 2,409 0.3 696,481 100.0
2014 668,194 99.6 550,406 82.1 2,607 0.4 670,801 100.0
2009 34,672 99.3 33,546 96.0 258 0.7 34,930 100.0
2012 30,184 99.2 29,187 95.9 253 0.8 30,437 100.0
2014 29,959 99.1 28,821 95.4 259 0.9 30,218 100.0
2009 352,548 99.9 345,065 97.8 303 0.1 352,851 100.0
2012 325,803 99.9 318,962 97.8 276 0.1 326,079 100.0
2014 319,221 99.9 311,568 97.5 296 0.1 319,517 100.0
2009 203,060 99.7 174,375 85.6 582 0.3 203,642 100.0
2012 185,730 99.7 159,400 85.6 550 0.3 186,280 100.0
2014 188,455 99.7 160,861 85.1 622 0.3 189,077 100.0
2009 604,050 99.8 524,811 86.7 936 0.2 604,986 100.0
2012 543,543 99.9 475,183 87.3 718 0.1 544,261 100.0
2014 544,281 99.9 464,989 85.3 759 0.1 545,040 100.0
2009 404,764 99.9 373,089 92.1 543 0.1 405,307 100.0
2012 383,059 99.9 357,806 93.3 512 0.1 383,571 100.0
2014 382,304 99.9 353,250 92.3 542 0.1 382,846 100.0
2009 110,895 99.9 100,213 90.3 124 0.1 111,019 100.0
2012 103,867 99.9 92,619 89.1 121 0.1 103,988 100.0
2014 107,479 99.9 94,409 87.7 129 0.1 107,608 100.0
2009 194,822 99.9 143,584 73.6 243 0.1 195,065 100.0
2012 195,088 99.9 140,484 71.9 232 0.1 195,320 100.0
2014 210,326 99.9 146,427 69.5 258 0.1 210,584 100.0
2009 3,617 99.9 3,604 99.6 2 0.1 3,619 100.0
2012 3,476 100.0 3,461 99.5 1 0.0 3,477 100.0
2014 3,492 100.0 3,478 99.6 1 0.0 3,493 100.0
2009 146,278 99.4 105,171 71.5 891 0.6 147,169 100.0
2012 144,945 99.4 105,064 72.0 899 0.6 145,844 100.0
2014 138,157 99.3 96,393 69.3 1,004 0.7 139,161 100.0
2009 4,201,264 99.7 3,665,361 87.0 11,926 0.3 4,213,190 100.0
2012 3,852,934 99.7 3,342,814 86.5 10,596 0.3 3,863,530 100.0
2014 3,809,228 99.7 3,252,254 85.1 11,110 0.3 3,820,338 100.0

産業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，
小売業

卸売業・
小売業計

卸売業

小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸
業

学術研究，専門・技術
サービス業

宿泊業，飲食サービ
ス業

生活関連サービス
業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類
されないもの）

非1次産業計

 

432 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(3) うち個人事業者数

年 企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

2009 262 100.0 261 99.6 0 0.0 262 100.0
2012 201 100.0 200 99.5 0 0.0 201 100.0
2014 140 100.0 138 98.6 0 0.0 140 100.0
2009 188,180 100.0 188,071 99.9 0 0.0 188,180 100.0
2012 163,661 100.0 163,577 99.9 0 0.0 163,661 100.0
2014 151,748 100.0 151,686 100.0 0 0.0 151,748 100.0
2009 171,469 100.0 171,181 99.8 0 0.0 171,469 100.0
2012 155,943 100.0 155,659 99.8 0 0.0 155,943 100.0
2014 144,787 100.0 144,538 99.8 0 0.0 144,787 100.0
2009 0 - 0 - 0 - 0 -
2012 0 - 0 - 0 - 0 -
2014 10 100.0 10 100.0 0 0.0 10 100.0
2009 2,756 100.0 2,718 98.6 0 0.0 2,756 100.0
2012 2,326 100.0 2,293 98.6 0 0.0 2,326 100.0
2014 2,265 100.0 2,243 99.0 0 0.0 2,265 100.0
2009 24,929 100.0 24,904 99.9 0 0.0 24,929 100.0
2012 20,256 100.0 20,233 99.9 0 0.0 20,256 100.0
2014 18,170 100.0 18,144 99.9 0 0.0 18,170 100.0
2009 577,832 100.0 548,457 94.9 121 0.0 577,953 100.0
2012 487,881 100.0 460,058 94.3 125 0.0 488,006 100.0
2014 451,786 100.0 421,231 93.2 155 0.0 451,941 100.0
2009 52,296 100.0 50,265 96.1 0 0.0 52,296 100.0
2012 48,292 100.0 46,597 96.5 0 0.0 48,292 100.0
2014 47,972 100.0 46,185 96.3 0 0.0 47,972 100.0
2009 525,536 100.0 498,192 94.8 121 0.0 525,657 100.0
2012 439,589 100.0 413,461 94.0 125 0.0 439,714 100.0
2014 403,814 100.0 375,046 92.8 155 0.0 403,969 100.0
2009 8,978 100.0 8,978 100.0 0 0.0 8,978 100.0
2012 7,096 100.0 7,096 100.0 0 0.0 7,096 100.0
2014 6,247 100.0 6,247 100.0 0 0.0 6,247 100.0
2009 170,488 100.0 170,327 99.9 0 0.0 170,488 100.0
2012 156,443 100.0 156,298 99.9 0 0.0 156,443 100.0
2014 148,334 100.0 148,213 99.9 0 0.0 148,334 100.0
2009 108,641 100.0 100,457 92.5 14 0.0 108,655 100.0
2012 102,374 100.0 94,770 92.6 20 0.0 102,394 100.0
2014 102,327 100.0 95,213 93.0 15 0.0 102,342 100.0
2009 507,375 100.0 476,483 93.9 28 0.0 507,403 100.0
2012 445,446 100.0 418,792 94.0 36 0.0 445,482 100.0
2014 436,230 100.0 407,759 93.5 38 0.0 436,268 100.0
2009 341,041 100.0 335,712 98.4 1 0.0 341,042 100.0
2012 319,462 100.0 315,261 98.7 5 0.0 319,467 100.0
2014 313,418 100.0 308,874 98.5 6 0.0 313,424 100.0
2009 95,077 100.0 91,018 95.7 0 0.0 95,077 100.0
2012 88,421 100.0 83,785 94.8 2 0.0 88,423 100.0
2014 89,764 100.0 84,787 94.5 4 0.0 89,768 100.0
2009 170,454 99.9 133,522 78.3 113 0.1 170,567 100.0
2012 167,011 99.9 129,654 77.6 87 0.1 167,098 100.0
2014 171,326 100.0 132,558 77.3 71 0.0 171,397 100.0
2009 3,543 100.0 3,537 99.8 0 0.0 3,543 100.0
2012 3,365 100.0 3,359 99.8 0 0.0 3,365 100.0
2014 3,407 100.0 3,402 99.9 0 0.0 3,407 100.0
2009 54,928 100.0 53,633 97.6 4 0.0 54,932 100.0
2012 55,099 100.0 53,886 97.8 2 0.0 55,101 100.0
2014 49,464 100.0 48,310 97.7 4 0.0 49,468 100.0
2009 2,425,953 100.0 2,309,259 95.2 281 0.0 2,426,234 100.0
2012 2,174,985 100.0 2,064,921 94.9 277 0.0 2,175,262 100.0
2014 2,089,423 100.0 1,973,353 94.4 293 0.0 2,089,716 100.0

産業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業

不動産業，物品賃貸
業

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，
小売業

卸売業・
小売業計

卸売業

小売業

金融業，保険業

サービス業（他に分類
されないもの）

非1次産業計

学術研究，専門・技術
サービス業

宿泊業，飲食サービ
ス業

生活関連サービス
業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

 

資料：総務省「平成 21年、平成 26年経済センサス-基礎調査」、 

総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス・活動調査」再編加工 

434 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





 

 

 

2表 産業別規模別従業者総数(民営、非一次産業、2009年、2012年、2014年) 

(1) 企業ベース(会社及び個人の従業者総数)

年
従業者

総数（人）
構成比
（％）

従業者
総数（人）

構成比
（％）

従業者
総数（人）

構成比
（％）

従業者
総数（人）

構成比
（％）

2009 24,877 84.9 13,913 47.5 4,439 15.1 29,316 100.0
2012 20,303 91.8 10,807 48.9 1,806 8.2 22,109 100.0
2014 18,168 85.2 9,423 44.2 3,150 14.8 21,318 100.0
2009 3,799,618 89.7 2,631,336 62.1 435,943 10.3 4,235,561 100.0
2012 3,398,423 89.1 2,338,163 61.3 416,141 10.9 3,814,564 100.0
2014 3,390,493 89.2 2,237,415 58.8 412,522 10.8 3,803,015 100.0
2009 6,417,905 65.0 2,173,127 22.0 3,455,691 35.0 9,873,596 100.0
2012 6,550,429 65.6 2,130,081 21.3 3,441,424 34.4 9,991,853 100.0
2014 6,486,389 66.4 1,998,167 20.5 3,279,571 33.6 9,765,960 100.0
2009 34,528 16.9 4,456 2.2 169,571 83.1 204,099 100.0
2012 29,502 14.9 3,432 1.7 167,968 85.1 197,470 100.0
2014 34,590 17.3 4,608 2.3 165,874 82.7 200,464 100.0
2009 775,921 49.5 136,321 8.7 791,964 50.5 1,567,885 100.0
2012 961,057 63.4 113,956 7.5 555,510 36.6 1,516,567 100.0
2014 979,521 62.8 113,266 7.3 579,402 37.2 1,558,923 100.0
2009 2,212,471 65.4 412,600 12.2 1,172,429 34.6 3,384,900 100.0
2012 2,172,982 68.8 387,135 12.3 987,234 31.2 3,160,216 100.0
2014 2,284,186 73.5 380,199 12.2 824,350 26.5 3,108,536 100.0
2009 7,542,984 66.9 2,535,888 22.5 3,725,309 33.1 11,268,293 100.0
2012 6,911,424 66.1 2,191,498 21.0 3,540,778 33.9 10,452,202 100.0
2014 7,303,086 66.5 2,008,511 18.3 3,675,997 33.5 10,979,083 100.0
2009 2,635,710 74.1 610,899 17.2 919,620 25.9 3,555,330 100.0
2012 2,397,968 73.3 562,523 17.2 871,421 26.7 3,269,389 100.0
2014 2,557,628 74.5 541,928 15.8 876,683 25.5 3,434,311 100.0
2009 4,907,274 63.6 1,924,989 25.0 2,805,689 36.4 7,712,963 100.0
2012 4,513,456 62.8 1,628,975 22.7 2,669,357 37.2 7,182,813 100.0
2014 4,745,458 62.9 1,466,583 19.4 2,799,314 37.1 7,544,772 100.0
2009 226,133 17.7 124,371 9.7 1,050,748 82.3 1,276,881 100.0
2012 200,011 16.4 110,336 9.1 1,018,792 83.6 1,218,803 100.0
2014 222,123 17.9 112,145 9.0 1,021,775 82.1 1,243,898 100.0
2009 1,251,811 84.8 865,029 58.6 224,145 15.2 1,475,956 100.0
2012 1,162,155 84.4 789,931 57.4 214,345 15.6 1,376,500 100.0
2014 1,209,578 84.0 772,029 53.6 230,379 16.0 1,439,957 100.0
2009 1,102,041 77.3 498,970 35.0 324,327 22.7 1,426,368 100.0
2012 1,002,971 75.1 451,941 33.8 332,976 24.9 1,335,947 100.0
2014 1,043,067 73.5 440,702 31.0 376,867 26.5 1,419,934 100.0
2009 3,535,761 70.5 1,535,858 30.6 1,477,752 29.5 5,013,513 100.0
2012 3,463,871 71.7 1,504,546 31.1 1,367,785 28.3 4,831,656 100.0
2014 3,801,986 73.4 1,394,749 26.9 1,378,825 26.6 5,180,811 100.0
2009 1,912,306 81.0 805,865 34.1 448,511 19.0 2,360,817 100.0
2012 1,836,429 81.1 833,626 36.8 429,362 18.9 2,265,791 100.0
2014 1,923,886 82.2 800,893 34.2 415,270 17.8 2,339,156 100.0
2009 539,748 82.2 218,275 33.2 116,973 17.8 656,721 100.0
2012 544,758 82.4 209,656 31.7 116,002 17.6 660,760 100.0
2014 603,498 84.1 205,170 28.6 113,926 15.9 717,424 100.0
2009 1,328,302 91.5 486,466 33.5 123,192 8.5 1,451,494 100.0
2012 1,425,122 88.4 470,131 29.2 186,185 11.6 1,611,307 100.0
2014 1,687,240 89.9 471,474 25.1 190,517 10.1 1,877,757 100.0
2009 9,026 5.3 8,877 5.2 160,372 94.7 169,398 100.0
2012 9,589 5.8 9,047 5.4 156,664 94.2 166,253 100.0
2014 9,450 2.3 9,067 2.2 407,019 97.7 416,469 100.0
2009 2,431,097 66.8 365,946 10.1 1,207,481 33.2 3,638,578 100.0
2012 2,478,458 70.5 368,994 10.5 1,038,487 29.5 3,516,945 100.0
2014 2,612,549 67.6 310,748 8.0 1,250,208 32.4 3,862,757 100.0
2009 33,144,529 69.0 12,817,298 26.7 14,888,847 31.0 48,033,376 100.0
2012 32,167,484 69.7 11,923,280 25.8 13,971,459 30.3 46,138,943 100.0
2014 33,609,810 70.1 11,268,566 23.5 14,325,652 29.9 47,935,462 100.0

産業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，
小売業

卸売業・
小売業計

卸売業

小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸
業

学術研究，専門・技術
サービス業

宿泊業，飲食サービ
ス業

生活関連サービス
業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類
されないもの）

非1次産業計
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(3) 個人ベース(個人事業者の従業者総数)

年
従業者

総数（人）
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

2009 873 100.0 833 95.4 0 0.0 873 100.0
2012 650 100.0 625 96.2 0 0.0 650 100.0
2014 507 100.0 446 88.0 0 0.0 507 100.0
2009 493,320 100.0 489,596 99.2 0 0.0 493,320 100.0
2012 425,162 100.0 422,046 99.3 0 0.0 425,162 100.0
2014 375,924 100.0 373,796 99.4 0 0.0 375,924 100.0
2009 498,155 100.0 489,242 98.2 0 0.0 498,155 100.0
2012 464,400 100.0 455,640 98.1 0 0.0 464,400 100.0
2014 409,946 100.0 402,047 98.1 0 0.0 409,946 100.0
2009 0 - 0 - 0 - 0 -
2012 0 - 0 - 0 - 0 -
2014 17 100.0 17 100.0 0 0.0 17 100.0
2009 6,888 100.0 6,346 92.1 0 0.0 6,888 100.0
2012 5,623 100.0 5,104 90.8 0 0.0 5,623 100.0
2014 5,107 100.0 4,822 94.4 0 0.0 5,107 100.0
2009 43,883 100.0 43,024 98.0 0 0.0 43,883 100.0
2012 35,586 100.0 34,740 97.6 0 0.0 35,586 100.0
2014 32,013 100.0 31,162 97.3 0 0.0 32,013 100.0
2009 1,738,726 99.3 1,294,644 74.0 11,584 0.7 1,750,310 100.0
2012 1,490,955 99.3 1,078,877 71.9 10,204 0.7 1,501,159 100.0
2014 1,394,288 99.0 945,439 67.1 14,178 1.0 1,408,466 100.0
2009 156,010 100.0 131,591 84.3 0 0.0 156,010 100.0
2012 140,886 100.0 121,501 86.2 0 0.0 140,886 100.0
2014 135,776 100.0 115,904 85.4 0 0.0 135,776 100.0
2009 1,582,716 99.3 1,163,053 73.0 11,584 0.7 1,594,300 100.0
2012 1,350,069 99.2 957,376 70.4 10,204 0.8 1,360,273 100.0
2014 1,258,512 98.9 829,535 65.2 14,178 1.1 1,272,690 100.0
2009 17,645 100.0 17,645 100.0 0 0.0 17,645 100.0
2012 13,646 100.0 13,646 100.0 0 0.0 13,646 100.0
2014 11,709 100.0 11,709 100.0 0 0.0 11,709 100.0
2009 267,703 100.0 265,860 99.3 0 0.0 267,703 100.0
2012 250,122 100.0 248,432 99.3 0 0.0 250,122 100.0
2014 229,543 100.0 228,162 99.4 0 0.0 229,543 100.0
2009 341,028 98.9 252,934 73.4 3,701 1.1 344,729 100.0
2012 320,419 98.4 239,125 73.4 5,258 1.6 325,677 100.0
2014 308,628 99.1 233,168 74.9 2,814 0.9 311,442 100.0
2009 1,622,578 99.9 1,290,047 79.4 2,048 0.1 1,624,626 100.0
2012 1,445,148 99.8 1,161,922 80.2 3,094 0.2 1,448,242 100.0
2014 1,368,285 99.8 1,069,770 78.0 3,285 0.2 1,371,570 100.0
2009 706,322 100.0 642,412 90.9 207 0.0 706,529 100.0
2012 653,656 99.9 605,192 92.5 693 0.1 654,349 100.0
2014 621,815 99.9 569,529 91.5 893 0.1 622,708 100.0
2009 228,724 100.0 178,797 78.2 0 0.0 228,724 100.0
2012 224,453 99.9 168,518 75.0 292 0.1 224,745 100.0
2014 223,045 99.7 164,648 73.6 637 0.3 223,682 100.0
2009 840,559 97.6 434,592 50.4 20,987 2.4 861,546 100.0
2012 822,645 98.0 417,090 49.7 16,810 2.0 839,455 100.0
2014 825,982 98.3 410,715 48.9 14,405 1.7 840,387 100.0
2009 8,749 100.0 8,704 99.5 0 0.0 8,749 100.0
2012 8,801 100.0 8,756 99.5 0 0.0 8,801 100.0
2014 8,892 100.0 8,851 99.5 0 0.0 8,892 100.0
2009 141,934 99.6 125,221 87.9 564 0.4 142,498 100.0
2012 141,775 99.8 127,208 89.5 346 0.2 142,121 100.0
2014 122,753 99.5 108,299 87.8 655 0.5 123,408 100.0
2009 6,957,087 99.4 5,539,897 79.2 39,091 0.6 6,996,178 100.0
2012 6,303,041 99.4 4,986,921 78.7 36,697 0.6 6,339,738 100.0
2014 5,938,454 99.4 4,562,580 76.4 36,867 0.6 5,975,321 100.0

サービス業（他に分類
されないもの）

非1次産業計

学術研究，専門・技術
サービス業

宿泊業，飲食サービ
ス業

生活関連サービス
業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

不動産業，物品賃貸
業

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，
小売業

卸売業・
小売業計

卸売業

小売業

金融業，保険業

産業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業
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 3表 産業別規模別常時雇用者数(民営、非一次産業、2009年、2012年、2014年) 

(1) 企業ベース(会社及び個人の常時雇用者数)

年
常時雇用者

数（人）
構成比
（％）

常時雇用者
数（人）

構成比
（％）

常時雇用者
数（人）

構成比
（％）

常時雇用者
数（人）

構成比
（％）

2009 19,581 81.3 9,647 40.0 4,507 18.7 24,088 100.0
2012 15,948 90.1 7,198 40.6 1,761 9.9 17,709 100.0
2014 14,560 77.5 6,597 35.1 4,231 22.5 18,791 100.0
2009 2,647,321 85.9 1,580,988 51.3 434,462 14.1 3,081,783 100.0
2012 2,383,460 85.2 1,411,548 50.5 413,238 14.8 2,796,698 100.0
2014 2,467,738 85.7 1,400,733 48.7 410,487 14.3 2,878,225 100.0
2009 5,469,317 59.3 1,393,577 15.1 3,751,514 40.7 9,220,831 100.0
2012 5,689,006 57.3 1,399,410 14.1 4,247,936 42.7 9,936,942 100.0
2014 5,681,828 62.0 1,343,064 14.6 3,487,977 38.0 9,169,805 100.0
2009 31,695 15.9 3,331 1.7 167,599 84.1 199,294 100.0
2012 27,021 13.9 2,500 1.3 166,959 86.1 193,980 100.0
2014 31,975 16.2 3,371 1.7 164,840 83.8 196,815 100.0
2009 655,129 45.7 72,781 5.1 777,308 54.3 1,432,437 100.0
2012 850,340 60.8 60,538 4.3 547,325 39.2 1,397,665 100.0
2014 880,620 60.6 63,958 4.4 573,628 39.4 1,454,248 100.0
2009 1,975,693 63.9 286,171 9.3 1,117,826 36.1 3,093,519 100.0
2012 1,953,552 67.0 271,896 9.3 964,253 33.0 2,917,805 100.0
2014 2,084,844 72.3 276,857 9.6 800,064 27.7 2,884,908 100.0
2009 5,462,645 60.7 1,006,547 11.2 3,536,291 39.3 8,998,936 100.0
2012 5,072,244 59.6 847,814 10.0 3,441,971 40.4 8,514,215 100.0
2014 5,643,075 61.2 850,130 9.2 3,583,164 38.8 9,226,239 100.0
2009 2,101,156 70.3 283,278 9.5 887,346 29.7 2,988,502 100.0
2012 1,906,462 68.7 260,206 9.4 868,141 31.3 2,774,603 100.0
2014 2,090,910 70.5 264,850 8.9 876,437 29.5 2,967,347 100.0
2009 3,361,489 55.9 723,269 12.0 2,648,945 44.1 6,010,434 100.0
2012 3,165,782 55.2 587,608 10.2 2,573,830 44.8 5,739,612 100.0
2014 3,552,165 56.8 585,280 9.4 2,706,727 43.2 6,258,892 100.0
2009 160,064 13.2 66,266 5.5 1,055,313 86.8 1,215,377 100.0
2012 144,249 12.3 60,095 5.1 1,025,982 87.7 1,170,231 100.0
2014 170,361 14.4 64,410 5.5 1,010,992 85.6 1,181,353 100.0
2009 648,054 75.2 296,512 34.4 214,194 24.8 862,248 100.0
2012 598,952 74.0 258,781 32.0 209,970 26.0 808,922 100.0
2014 684,658 75.6 276,582 30.5 220,985 24.4 905,643 100.0
2009 756,175 70.8 237,476 22.2 311,715 29.2 1,067,890 100.0
2012 692,926 67.6 213,830 20.9 332,271 32.4 1,025,197 100.0
2014 751,933 66.8 215,485 19.1 373,431 33.2 1,125,364 100.0
2009 2,345,422 63.3 613,656 16.6 1,358,606 36.7 3,704,028 100.0
2012 2,280,585 63.7 600,893 16.8 1,299,681 36.3 3,580,266 100.0
2014 2,738,473 68.7 618,333 15.5 1,247,530 31.3 3,986,003 100.0
2009 1,273,599 75.8 298,740 17.8 406,134 24.2 1,679,733 100.0
2012 1,217,936 75.5 325,103 20.2 395,118 24.5 1,613,054 100.0
2014 1,345,409 77.8 330,449 19.1 382,994 22.2 1,728,403 100.0
2009 339,809 76.7 68,867 15.6 102,948 23.3 442,757 100.0
2012 338,486 76.0 60,220 13.5 107,033 24.0 445,519 100.0
2014 413,400 80.6 65,307 12.7 99,410 19.4 512,810 100.0
2009 991,180 89.8 265,454 24.0 112,957 10.2 1,104,137 100.0
2012 1,089,299 86.1 255,174 20.2 175,811 13.9 1,265,110 100.0
2014 1,356,495 88.2 265,541 17.3 182,005 11.8 1,538,500 100.0
2009 3,370 2.1 3,247 2.0 160,187 97.9 163,557 100.0
2012 3,866 2.4 3,355 2.1 156,625 97.6 160,491 100.0
2014 3,975 1.0 3,616 0.9 406,903 99.0 410,878 100.0
2009 1,925,640 63.5 148,335 4.9 1,108,015 36.5 3,033,655 100.0
2012 1,972,751 67.1 147,196 5.0 966,049 32.9 2,938,800 100.0
2014 2,197,332 64.7 136,184 4.0 1,197,946 35.3 3,395,278 100.0
2009 24,704,694 62.8 6,351,595 16.2 14,619,576 37.2 39,324,270 100.0
2012 24,330,621 62.7 5,925,551 15.3 14,451,983 37.3 38,782,604 100.0
2014 26,466,676 65.2 5,920,617 14.6 14,146,587 34.8 40,613,263 100.0

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類
されないもの）

非1次産業計

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸
業

学術研究，専門・技術
サービス業

宿泊業，飲食サービ
ス業

生活関連サービス
業，娯楽業

運輸業，郵便業

卸売業，
小売業

卸売業・
小売業計

卸売業

小売業

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

産業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業
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(3) 個人ベース(個人事業者の常時雇用者数)

年
常時雇用
者数（人）

構成比
（％）

常時雇用
者数（人）

構成比
（％）

常時雇用
者数（人）

構成比
（％）

常時雇用
者数（人）

構成比
（％）

2009 529 100.0 500 94.5 0 0.0 529 100.0
2012 335 100.0 311 92.8 0 0.0 335 100.0
2014 296 100.0 238 80.4 0 0.0 296 100.0
2009 208,376 100.0 204,886 98.3 0 0.0 208,376 100.0
2012 172,293 100.0 169,534 98.4 0 0.0 172,293 100.0
2014 157,742 100.0 155,785 98.8 0 0.0 157,742 100.0
2009 236,582 100.0 227,194 96.0 0 0.0 236,582 100.0
2012 209,171 100.0 200,963 96.1 0 0.0 209,171 100.0
2014 193,821 100.0 186,365 96.2 0 0.0 193,821 100.0
2009 0 - 0 - 0 - 0 -
2012 0 - 0 - 0 - 0 -
2014 6 100.0 6 100.0 0 0.0 6 100.0
2009 2,772 100.0 2,246 81.0 0 0.0 2,772 100.0
2012 2,129 100.0 1,664 78.2 0 0.0 2,129 100.0
2014 1,934 100.0 1,690 87.4 0 0.0 1,934 100.0
2009 11,576 100.0 10,687 92.3 0 0.0 11,576 100.0
2012 9,017 100.0 8,208 91.0 0 0.0 9,017 100.0
2014 8,763 100.0 7,956 90.8 0 0.0 8,763 100.0
2009 827,130 98.6 423,204 50.5 11,342 1.4 838,472 100.0
2012 687,348 98.6 323,838 46.5 9,599 1.4 696,947 100.0
2014 712,708 98.1 310,478 42.8 13,483 1.9 726,191 100.0
2009 73,531 100.0 52,194 71.0 0 0.0 73,531 100.0
2012 61,899 100.0 45,740 73.9 0 0.0 61,899 100.0
2014 63,728 100.0 46,539 73.0 0 0.0 63,728 100.0
2009 753,599 98.5 371,010 48.5 11,342 1.5 764,941 100.0
2012 625,449 98.5 278,098 43.8 9,599 1.5 635,048 100.0
2014 648,980 98.0 263,939 39.8 13,483 2.0 662,463 100.0
2009 6,106 100.0 6,106 100.0 0 0.0 6,106 100.0
2012 4,480 100.0 4,480 100.0 0 0.0 4,480 100.0
2014 3,887 100.0 3,887 100.0 0 0.0 3,887 100.0
2009 44,362 100.0 42,702 96.3 0 0.0 44,362 100.0
2012 39,632 100.0 38,261 96.5 0 0.0 39,632 100.0
2014 36,840 100.0 35,669 96.8 0 0.0 36,840 100.0
2009 206,961 98.3 127,958 60.7 3,678 1.7 210,639 100.0
2012 191,634 97.3 119,130 60.5 5,241 2.7 196,875 100.0
2014 185,637 98.5 118,200 62.7 2,837 1.5 188,474 100.0
2009 798,446 99.7 503,919 62.9 2,306 0.3 800,752 100.0
2012 663,423 99.6 423,488 63.5 2,989 0.4 666,412 100.0
2014 687,730 99.6 430,510 62.3 3,026 0.4 690,756 100.0
2009 276,367 100.0 216,740 78.4 103 0.0 276,470 100.0
2012 236,063 99.7 194,579 82.2 692 0.3 236,755 100.0
2014 233,545 99.6 188,023 80.2 887 0.4 234,432 100.0
2009 99,923 100.0 54,325 54.4 0 0.0 99,923 100.0
2012 93,230 99.7 45,664 48.8 277 0.3 93,507 100.0
2014 99,832 99.4 49,060 48.9 594 0.6 100,426 100.0
2009 598,727 96.7 244,050 39.4 20,232 3.3 618,959 100.0
2012 585,480 97.3 231,581 38.5 15,938 2.7 601,418 100.0
2014 599,282 97.7 234,242 38.2 14,016 2.3 613,298 100.0
2009 3,215 100.0 3,176 98.8 0 0.0 3,215 100.0
2012 3,257 100.0 3,218 98.8 0 0.0 3,257 100.0
2014 3,547 100.0 3,511 99.0 0 0.0 3,547 100.0
2009 61,029 99.1 46,529 75.6 557 0.9 61,586 100.0
2012 57,989 99.4 45,580 78.1 344 0.6 58,333 100.0
2014 52,595 98.8 40,189 75.5 652 1.2 53,247 100.0
2009 3,382,101 98.9 2,114,222 61.8 38,218 1.1 3,420,319 100.0
2012 2,955,481 98.8 1,810,499 60.5 35,080 1.2 2,990,561 100.0
2014 2,978,165 98.8 1,765,809 58.6 35,495 1.2 3,013,660 100.0

産業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業

不動産業，物品賃貸
業

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，
小売業

卸売業・
小売業計

卸売業

小売業

金融業，保険業

サービス業（他に分類
されないもの）

非1次産業計

学術研究，専門・技術
サービス業

宿泊業，飲食サービ
ス業

生活関連サービス
業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業
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4表 産業別規模別売上高 (民営、非一次産業、2011年、2013年) 
(1) 企業ベース(会社及び個人の売上高)

年
売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

2011 4,787 68.6 1,824 26.1 2,191 31.4 6,978 100.0
2013 14,343 67.4 10,626 49.9 6,951 32.6 21,294 100.0
2011 581,465 69.9 299,745 36.0 250,945 30.1 832,410 100.0
2013 616,064 70.2 316,188 36.0 261,185 29.8 877,248 100.0
2011 1,315,374 38.4 242,706 7.1 2,107,642 61.6 3,423,016 100.0
2013 1,250,933 36.1 222,207 6.4 2,217,637 63.9 3,468,569 100.0
2011 20,251 9.3 4,791 2.2 197,698 90.7 217,948 100.0
2013 22,890 8.9 3,180 1.2 234,069 91.1 256,959 100.0
2011 150,577 32.3 13,860 3.0 316,241 67.7 466,818 100.0
2013 145,751 31.0 13,940 3.0 324,034 69.0 469,785 100.0
2011 253,814 48.7 42,601 8.2 267,109 51.3 520,923 100.0
2013 264,291 50.0 43,537 8.2 264,695 50.0 528,986 100.0
2011 1,871,059 46.7 327,303 8.2 2,134,937 53.3 4,005,996 100.0
2013 1,933,274 47.2 311,176 7.6 2,162,344 52.8 4,095,618 100.0
2011 1,280,702 46.5 184,253 6.7 1,472,590 53.5 2,753,292 100.0
2013 1,319,071 47.4 176,016 6.3 1,462,618 52.6 2,781,689 100.0
2011 590,357 47.1 143,050 11.4 662,347 52.9 1,252,704 100.0
2013 614,203 46.7 135,160 10.3 699,726 53.3 1,313,929 100.0
2011 78,537 9.4 14,816 1.8 758,282 90.6 836,819 100.0
2013 86,007 10.8 29,330 3.7 712,060 89.2 798,067 100.0
2011 192,510 57.1 92,714 27.5 144,468 42.9 336,977 100.0
2013 187,946 55.2 92,442 27.2 152,486 44.8 340,432 100.0
2011 120,403 46.3 34,165 13.1 139,612 53.7 260,014 100.0
2013 116,660 44.4 36,841 14.0 146,066 55.6 262,726 100.0
2011 126,942 64.6 41,478 21.1 69,685 35.4 196,628 100.0
2013 134,661 65.9 42,051 20.6 69,766 34.1 204,427 100.0
2011 231,390 67.1 47,863 13.9 113,482 32.9 344,872 100.0
2013 215,101 63.7 45,199 13.4 122,316 36.3 337,417 100.0
2011 17,971 66.5 3,771 14.0 9,052 33.5 27,024 100.0
2013 18,372 67.0 3,748 13.7 9,043 33.0 27,415 100.0
2011 72,364 85.0 24,182 28.4 12,729 15.0 85,093 100.0
2013 77,996 88.1 25,324 28.6 10,572 11.9 88,568 100.0
2011 425 3.4 259 2.1 12,084 96.6 12,510 100.0
2013 313 1.1 202 0.7 27,740 98.9 28,053 100.0
2011 150,271 60.3 24,763 9.9 99,051 39.7 249,321 100.0
2013 149,297 58.8 22,560 8.9 104,496 41.2 253,793 100.0
2011 5,188,141 43.9 1,216,840 10.3 6,635,207 56.1 11,823,348 100.0
2013 5,233,899 43.4 1,218,549 10.1 6,825,458 56.6 12,059,357 100.0

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類
されないもの）

非1次産業計

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸
業
学術研究，専門・技術
サービス業
宿泊業，飲食サービ
ス業
生活関連サービス
業，娯楽業

運輸業，郵便業

卸売業，
小売業

卸売業・
小売業計

卸売業

小売業

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

産業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業
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(3) 個人ベース(個人事業者の売上高)

年
売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

2011 39 100.0 37 94.9 0 0.0 39 100.0
2013 49 100.0 36 73.5 0 0.0 49 100.0
2011 21,330 100.0 21,186 99.3 0 0.0 21,331 100.0
2013 22,754 100.0 22,618 99.4 0 0.0 22,754 100.0
2011 17,042 100.0 16,568 97.2 0 0.0 17,042 100.0
2013 16,008 100.0 15,584 97.4 0 0.0 16,008 100.0
2011 0 - 0 - 0 - 0 -
2013 1 100.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0
2011 154 100.0 143 92.9 0 0.0 154 100.0
2013 154 100.0 146 94.8 0 0.0 154 100.0
2011 1,075 100.0 1,050 97.7 0 0.0 1,075 100.0
2013 1,059 100.0 1,022 96.5 0 0.0 1,059 100.0
2011 97,947 99.7 66,668 67.8 316 0.3 98,263 100.0
2013 95,180 99.6 59,660 62.4 387 0.4 95,567 100.0
2011 15,594 100.0 13,349 85.6 0 0.0 15,595 100.0
2013 14,814 100.0 12,358 83.4 0 0.0 14,814 100.0
2011 82,353 99.6 53,319 64.5 316 0.4 82,668 100.0
2013 80,366 99.5 47,302 58.6 387 0.5 80,753 100.0
2011 534 100.0 534 100.0 0 0.0 534 100.0
2013 644 100.0 644 100.0 0 0.0 644 100.0
2011 10,398 100.0 10,330 99.4 0 0.0 10,397 100.0
2013 9,876 100.0 9,832 99.5 0 0.0 9,877 100.0
2011 18,312 98.0 12,334 66.0 380 2.0 18,691 100.0
2013 18,804 98.4 13,119 68.6 314 1.6 19,118 100.0
2011 32,473 99.8 26,291 80.8 59 0.2 32,533 100.0
2013 33,914 99.7 26,995 79.4 86 0.3 34,000 100.0
2011 15,298 97.9 13,783 88.2 327 2.1 15,624 100.0
2013 15,359 97.8 14,051 89.4 351 2.2 15,710 100.0
2011 3,135 99.9 2,197 70.0 2 0.1 3,138 100.0
2013 3,096 99.5 2,222 71.4 16 0.5 3,112 100.0
2011 51,048 97.6 22,245 42.5 1,250 2.4 52,298 100.0
2013 52,417 98.1 23,040 43.1 988 1.9 53,405 100.0
2011 187 100.0 167 89.3 0 0.0 187 100.0
2013 182 99.5 182 99.5 0 0.0 183 100.0
2011 5,767 100.0 5,217 90.5 0 0.0 5,766 100.0
2013 5,365 99.8 4,898 91.1 9 0.2 5,374 100.0
2011 274,739 99.2 198,749 71.7 2,334 0.8 277,073 100.0
2013 274,863 99.2 194,046 70.0 2,150 0.8 277,013 100.0

サービス業（他に分類
されないもの）

非1次産業計

学術研究，専門・技術
サービス業
宿泊業，飲食サービ
ス業
生活関連サービス
業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

卸売業，
小売業

卸売業・
小売業計

卸売業

小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸
業

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業

産業

 
資料：総務省「平成 26年経済センサス-基礎調査」 

総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス・活動調査」再編加工 

(注)1.数値は、それぞれ 2011年間、2013年間のものである。 

    2.会社以外の法人及び農林漁業は含まれていない。 

     3.企業の規模区分については、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）による（凡例参照）。 

   4.3.の条件の区分では、中小企業基本法以外の中小企業関連法令において中小企業又は小規模企業と 

して扱われる企業の数が反映されている。 

   5.小規模企業の構成比は全企業数に占める割合とする。 

   6.産業分類は、2013年 10月改訂のものに従っている。 
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(2) 会社ベース(会社の付加価値額)

売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

売上高
(億円)

構成比
（％）

1,122 81.5 415 30.2 253 18.4 1,376 100.0

112,241 76.8 63,146 43.2 33,966 23.2 146,207 100.0

276,649 49.8 62,338 11.2 278,466 50.2 555,114 100.0

2,838 10.2 767 2.7 25,105 89.8 27,943 100.0

情報通信業 49,866 39.4 4,114 3.3 76,615 60.6 126,481 100.0

運輸業，郵便業 75,667 54.4 12,288 8.8 63,302 45.6 138,969 100.0

卸売業，小売業 236,363 57.4 43,146 10.5 175,079 42.6 411,442 100.0

卸売業 136,666 62.9 22,936 10.6 80,503 37.1 217,169 100.0

小売業 99,697 51.3 20,210 10.4 94,576 48.7 194,273 100.0

金融業，保険業 15,338 10.4 6,520 4.4 131,561 89.6 146,898 100.0

51,659 68.0 27,699 36.5 24,306 32.0 75,965 100.0

40,715 48.7 9,536 11.4 42,947 51.3 83,662 100.0

36,664 61.5 6,324 10.6 22,971 38.5 59,635 100.0

39,090 71.5 6,946 12.7 15,600 28.5 54,690 100.0

教育，学習支援業 6,867 63.2 664 6.1 4,002 36.8 10,869 100.0

医療，福祉 11,965 70.0 1,009 5.9 5,136 30.0 17,101 100.0

複合サービス事業 28 0.4 14 0.2 6,685 99.6 6,713 100.0

60,537 62.6 7,367 7.6 36,166 37.4 96,703 100.0

非1次産業計 1,017,608 51.9 252,293 12.9 942,159 48.1 1,959,767 100.0

宿泊業，飲食サービ
ス業
生活関連サービス
業，娯楽業

サービス業（他に分類
されないもの）

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

不動産業，物品賃貸
業
学術研究，専門・技術
サービス業

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業

産業
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6表 都道府県別規模別企業数(民営、非一次産業、2009年、2012 年、2014 年) 
(1) 企業数(会社数+個人事業者数)

都道府県 年 企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

企業数
構成比
（％）

2009 166,961 99.8 144,616 86.4 322 0.2 167,283 100.0
2012 153,790 99.8 133,263 86.5 263 0.2 154,053 100.0
2014 151,123 99.8 128,686 85.0 279 0.2 151,402 100.0
2009 47,954 99.9 42,458 88.4 63 0.1 48,017 100.0
2012 42,669 99.9 37,427 87.6 50 0.1 42,719 100.0
2014 41,863 99.9 36,319 86.6 52 0.1 41,915 100.0
2009 44,388 99.8 39,125 88.0 67 0.2 44,455 100.0
2012 38,711 99.8 33,837 87.3 68 0.2 38,779 100.0
2014 38,665 99.8 33,263 85.9 72 0.2 38,737 100.0
2009 71,928 99.8 62,968 87.3 163 0.2 72,091 100.0
2012 59,565 99.8 51,274 85.9 135 0.2 59,700 100.0
2014 61,685 99.8 52,151 84.4 134 0.3 61,819 100.0
2009 39,925 99.9 35,612 89.1 39 0.1 39,964 100.0
2012 36,304 99.9 32,087 88.3 30 0.1 36,334 100.0
2014 35,098 99.9 30,666 87.3 32 0.1 35,130 100.0
2009 45,799 99.9 40,797 88.9 67 0.1 45,866 100.0
2012 42,277 99.9 37,527 88.6 62 0.1 42,339 100.0
2014 40,874 99.8 35,940 87.8 64 0.2 40,938 100.0
2009 71,625 99.9 63,603 88.7 85 0.1 71,710 100.0
2012 61,887 99.9 54,804 88.4 75 0.1 61,962 100.0
2014 61,566 99.9 53,545 86.9 70 0.1 61,636 100.0
2009 92,823 99.9 82,363 88.7 84 0.1 92,907 100.0
2012 85,709 99.9 75,833 88.4 81 0.1 85,790 100.0
2014 84,268 99.9 73,717 87.4 93 0.1 84,361 100.0
2009 70,736 99.9 63,025 89.0 102 0.1 70,838 100.0
2012 65,262 99.8 57,961 88.7 100 0.2 65,362 100.0
2014 63,516 99.8 55,713 87.6 99 0.2 63,615 100.0
2009 77,225 99.9 68,904 89.1 105 0.1 77,330 100.0
2012 70,660 99.9 62,703 88.6 94 0.1 70,754 100.0
2014 68,792 99.9 60,220 87.4 97 0.2 68,889 100.0
2009 186,837 99.9 166,118 88.8 269 0.1 187,106 100.0
2012 174,574 99.9 153,792 88.0 242 0.1 174,816 100.0
2014 172,182 99.9 149,751 86.8 253 0.2 172,435 100.0
2009 139,283 99.8 122,003 87.4 265 0.2 139,548 100.0
2012 129,722 99.8 112,831 86.8 242 0.2 129,964 100.0
2014 128,900 99.8 110,411 85.5 226 0.2 129,126 100.0
2009 487,729 99.1 408,714 83.0 4,662 0.9 492,391 100.0
2012 442,952 99.1 369,710 82.7 4,161 0.9 447,113 100.0
2014 447,659 99.0 364,265 80.6 4,538 1.2 452,197 100.0
2009 216,503 99.7 187,674 86.4 600 0.3 217,103 100.0
2012 200,146 99.7 172,717 86.1 544 0.3 200,690 100.0
2014 199,958 99.7 169,491 84.5 572 0.3 200,530 100.0
2009 89,770 99.8 79,305 88.2 162 0.2 89,932 100.0
2012 83,509 99.8 73,654 88.1 135 0.2 83,644 100.0
2014 80,499 99.8 70,248 87.1 146 0.2 80,645 100.0
2009 41,351 99.8 36,176 87.3 96 0.2 41,447 100.0
2012 37,772 99.8 32,835 86.7 84 0.2 37,856 100.0
2014 36,686 99.8 31,505 85.7 90 0.3 36,776 100.0
2009 47,286 99.8 41,828 88.3 111 0.2 47,397 100.0
2012 43,834 99.8 38,627 87.9 88 0.2 43,922 100.0
2014 42,807 99.8 37,193 86.7 88 0.2 42,895 100.0
2009 34,167 99.9 30,404 88.9 45 0.1 34,212 100.0
2012 31,429 99.9 27,816 88.4 43 0.1 31,472 100.0
2014 30,626 99.9 26,711 87.1 43 0.2 30,669 100.0
2009 36,555 99.9 33,023 90.2 48 0.1 36,603 100.0
2012 33,291 99.9 29,922 89.8 41 0.1 33,332 100.0
2014 32,485 99.9 28,906 88.9 38 0.1 32,523 100.0
2009 85,783 99.8 77,032 89.6 161 0.2 85,944 100.0
2012 78,580 99.8 70,414 89.5 124 0.2 78,704 100.0
2014 77,326 99.8 68,597 88.6 130 0.2 77,456 100.0
2009 82,601 99.9 73,266 88.6 101 0.1 82,702 100.0
2012 76,432 99.9 67,372 88.0 97 0.1 76,529 100.0
2014 74,446 99.9 64,763 86.9 96 0.1 74,542 100.0
2009 140,136 99.8 123,807 88.2 234 0.2 140,370 100.0
2012 130,085 99.8 114,366 87.8 210 0.2 130,295 100.0
2014 127,440 99.8 111,010 87.0 203 0.2 127,643 100.0
2009 240,809 99.7 206,323 85.4 715 0.3 241,524 100.0
2012 223,698 99.7 189,829 84.6 645 0.3 224,343 100.0
2014 220,767 99.7 183,800 83.0 644 0.4 221,411 100.0
2009 60,504 99.8 53,210 87.8 91 0.2 60,595 100.0
2012 55,694 99.8 48,614 87.1 97 0.2 55,791 100.0
2014 54,826 99.8 47,246 86.0 85 0.2 54,911 100.0

合計
中小企業

大企業
うち小規模企業

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

 

450 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





  

 

 

資料：総務省「平成 21年、平成 26年経済センサス-基礎調査」、 

総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス・活動調査」再編加工 

(注)1.数値は、2009年は 2009年 7月時点、2012年は 2012年 2月時点、2014年は 2014年 7月時点のものである。 

 2.会社以外の法人及び農林漁業は含まれていない。 

3.企業の規模区分については、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）による（凡例参照）。 

 4.3.の条件の区分では、中小企業基本法以外の中小企業関連法令において中小企業又は小規模企業として 

扱われる企業の数が反映されている。 

5.小規模企業の構成比は全企業数に占める割合とする。 

6.経済センサス-基礎調査では、商業・法人登記等の行政記録を活用して、事業所・企業の捕捉範囲を拡大 

しており、本社等の事業主が支所等の情報も一括して報告する本社等一括調査を導入しているため、過去 

の中小企業白書の付属統計資料の「事業所・企業統計調査」による結果と単純に比較することは適切では 

ない。 
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都道府県 年
従業者
総数(人)

構成比
（％）

従業者
総数(人)

構成比
（％）

従業者
総数(人)

構成比
（％）

従業者
総数(人)

構成比
（％）

2009 296,986 84.2 121,545 34.5 55,738 15.8 352,724 100.0
2012 294,729 83.8 116,725 33.2 57,110 16.2 351,839 100.0
2014 297,596 85.2 108,748 31.1 51,722 14.8 349,318 100.0
2009 700,598 75.6 287,107 31.0 226,096 24.4 926,694 100.0
2012 669,626 76.2 265,382 30.2 209,098 23.8 878,724 100.0
2014 684,206 76.3 247,761 27.6 213,001 23.7 897,207 100.0
2009 2,849,073 64.6 1,018,568 23.1 1,560,332 35.4 4,409,405 100.0
2012 2,726,933 66.4 930,059 22.7 1,378,261 33.6 4,105,194 100.0
2014 2,876,197 67.4 876,170 20.5 1,391,018 32.6 4,267,215 100.0
2009 1,296,524 82.7 510,022 32.5 271,784 17.3 1,568,308 100.0
2012 1,237,175 81.0 476,572 31.2 290,982 19.0 1,528,157 100.0
2014 1,270,454 84.0 447,374 29.6 242,206 16.0 1,512,660 100.0
2009 250,013 94.5 112,791 42.6 14,589 5.5 264,602 100.0
2012 238,798 94.6 104,373 41.3 13,657 5.4 252,455 100.0
2014 244,225 94.4 99,679 38.5 14,487 5.6 258,712 100.0
2009 236,690 87.2 117,663 43.4 34,724 12.8 271,414 100.0
2012 234,374 87.9 112,595 42.2 32,178 12.1 266,552 100.0
2014 235,859 91.9 103,461 40.3 20,890 8.1 256,749 100.0
2009 137,727 93.5 56,369 38.3 9,635 6.5 147,362 100.0
2012 133,930 93.8 53,535 37.5 8,780 6.2 142,710 100.0
2014 134,974 95.7 50,336 35.7 6,113 4.3 141,087 100.0
2009 181,169 92.0 79,307 40.3 15,764 8.0 196,933 100.0
2012 174,303 93.0 74,892 40.0 13,068 7.0 187,371 100.0
2014 174,127 92.7 69,663 37.1 13,760 7.3 187,887 100.0
2009 480,376 85.2 188,061 33.4 83,136 14.8 563,512 100.0
2012 476,216 85.4 177,127 31.8 81,613 14.6 557,829 100.0
2014 484,797 83.9 166,571 28.8 93,173 16.1 577,970 100.0
2009 796,119 78.1 297,157 29.2 223,003 21.9 1,019,122 100.0
2012 778,091 78.6 276,394 27.9 212,012 21.4 990,103 100.0
2014 786,462 78.3 258,835 25.8 218,293 21.7 1,004,755 100.0
2009 345,119 84.1 138,488 33.7 65,345 15.9 410,464 100.0
2012 327,843 82.1 128,914 32.3 71,590 17.9 399,433 100.0
2014 323,489 83.8 120,419 31.2 62,459 16.2 385,948 100.0
2009 188,642 91.3 89,261 43.2 17,881 8.7 206,523 100.0
2012 179,253 91.0 83,018 42.2 17,636 9.0 196,889 100.0
2014 175,154 88.6 77,770 39.3 22,507 11.4 197,661 100.0
2009 272,062 81.7 109,009 32.7 61,063 18.3 333,125 100.0
2012 262,737 81.9 102,806 32.0 58,258 18.1 320,995 100.0
2014 268,159 83.0 96,760 29.9 54,944 17.0 323,103 100.0
2009 367,025 84.1 157,356 36.0 69,496 15.9 436,521 100.0
2012 358,323 85.9 148,503 35.6 58,995 14.1 417,318 100.0
2014 350,127 87.1 138,161 34.4 51,860 12.9 401,987 100.0
2009 178,494 92.7 83,643 43.4 14,053 7.3 192,547 100.0
2012 173,073 92.7 79,056 42.4 13,590 7.3 186,663 100.0
2014 173,284 89.1 73,800 37.9 21,273 10.9 194,557 100.0
2009 1,316,246 77.1 471,476 27.6 390,593 22.9 1,706,839 100.0
2012 1,258,259 75.1 439,151 26.2 416,289 24.9 1,674,548 100.0
2014 1,305,475 79.0 419,767 25.4 346,490 21.0 1,651,965 100.0
2009 196,175 90.9 83,798 38.8 19,625 9.1 215,800 100.0
2012 195,939 92.3 79,823 37.6 16,283 7.7 212,222 100.0
2014 193,854 90.8 74,634 34.9 19,755 9.2 213,609 100.0
2009 323,704 92.6 141,592 40.5 26,001 7.4 349,705 100.0
2012 313,435 92.5 133,663 39.4 25,521 7.5 338,956 100.0
2014 313,811 92.8 124,624 36.9 24,354 7.2 338,165 100.0
2009 404,952 90.4 173,099 38.6 42,912 9.6 447,864 100.0
2012 396,851 90.9 164,961 37.8 39,601 9.1 436,452 100.0
2014 401,899 91.5 155,783 35.5 37,282 8.5 439,181 100.0
2009 289,808 85.4 120,652 35.5 49,589 14.6 339,397 100.0
2012 275,070 85.4 114,227 35.5 46,951 14.6 322,021 100.0
2014 278,516 85.8 107,513 33.1 46,240 14.2 324,756 100.0
2009 258,175 91.7 116,535 41.4 23,260 8.3 281,435 100.0
2012 253,075 92.4 110,666 40.4 20,819 7.6 273,894 100.0
2014 257,285 93.5 103,638 37.7 17,955 6.5 275,240 100.0
2009 385,476 89.0 172,089 39.7 47,672 11.0 433,148 100.0
2012 372,363 87.3 165,215 38.7 54,098 12.7 426,461 100.0
2014 373,417 88.2 155,737 36.8 50,139 11.8 423,556 100.0
2009 333,607 88.9 141,544 37.7 41,693 11.1 375,300 100.0
2012 328,537 88.7 134,197 36.2 41,743 11.3 370,280 100.0
2014 339,038 87.3 129,677 33.4 49,112 12.7 388,150 100.0
2009 33,144,529 69.0 12,817,298 26.7 14,888,847 31.0 48,033,376 100.0
2012 32,167,484 69.7 11,923,280 25.8 13,971,459 30.3 46,138,943 100.0
2014 33,609,810 70.1 11,268,566 23.5 14,325,652 29.9 47,935,462 100.0

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計
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8表 都道府県別規模別常時雇用者数(民営、非一次産業、2009 年、2012 年、2014 年) 

(1) 常用雇用者数(会社+個人事業者)

都道府県 年
常時雇用者

数(人)
構成比
（％）

常時雇用者
数(人)

構成比
（％）

常時雇用
者数(人)

構成比
（％）

常時雇用者
数(人)

構成比
（％）

2009 966,211 81.5 253,915 21.4 218,841 18.5 1,185,052 100.0
2012 923,865 81.3 236,012 20.8 212,832 18.7 1,136,697 100.0
2014 986,910 81.7 236,699 19.6 221,276 18.3 1,208,186 100.0
2009 236,939 86.5 66,536 24.3 37,089 13.5 274,028 100.0
2012 230,889 88.6 59,884 23.0 29,758 11.4 260,647 100.0
2014 244,072 89.3 60,858 22.3 29,298 10.7 273,370 100.0
2009 228,889 85.7 63,288 23.7 38,043 14.3 266,932 100.0
2012 216,030 84.9 58,870 23.1 38,349 15.1 254,379 100.0
2014 237,831 85.9 60,267 21.8 39,086 14.1 276,917 100.0
2009 400,100 80.3 106,009 21.3 98,208 19.7 498,308 100.0
2012 373,632 81.6 92,294 20.2 84,373 18.4 458,005 100.0
2014 416,479 82.0 98,492 19.4 91,244 18.0 507,723 100.0
2009 191,790 90.3 56,221 26.5 20,648 9.7 212,438 100.0
2012 189,262 90.3 51,850 24.7 20,256 9.7 209,518 100.0
2014 194,177 90.5 52,323 24.4 20,332 9.5 214,509 100.0
2009 223,150 81.7 62,781 23.0 49,863 18.3 273,013 100.0
2012 217,061 81.7 60,718 22.9 48,603 18.3 265,664 100.0
2014 227,040 85.3 60,350 22.7 39,205 14.7 266,245 100.0
2009 367,870 82.6 107,620 24.2 77,410 17.4 445,280 100.0
2012 352,162 81.4 96,323 22.3 80,209 18.6 432,371 100.0
2014 379,288 83.8 98,686 21.8 73,247 16.2 452,535 100.0
2009 478,699 88.3 147,709 27.2 63,666 11.7 542,365 100.0
2012 471,948 83.5 140,718 24.9 93,341 16.5 565,289 100.0
2014 491,046 84.7 141,134 24.4 88,523 15.3 579,569 100.0
2009 335,236 80.6 106,453 25.6 80,744 19.4 415,980 100.0
2012 329,322 81.1 101,482 25.0 76,837 18.9 406,159 100.0
2014 356,846 83.3 100,961 23.6 71,491 16.7 428,337 100.0
2009 380,372 74.6 112,899 22.1 129,340 25.4 509,712 100.0
2012 381,225 75.0 105,469 20.7 127,086 25.0 508,311 100.0
2014 398,398 77.8 106,323 20.8 113,682 22.2 512,080 100.0
2009 970,395 73.6 293,187 22.2 348,832 26.4 1,319,227 100.0
2012 1,003,505 74.5 281,375 20.9 343,679 25.5 1,347,184 100.0
2014 1,086,987 78.8 279,438 20.3 292,372 21.2 1,379,359 100.0
2009 723,122 68.7 212,778 20.2 329,909 31.3 1,053,031 100.0
2012 724,129 69.0 200,342 19.1 325,506 31.0 1,049,635 100.0
2014 781,459 74.0 200,799 19.0 274,337 26.0 1,055,796 100.0
2009 4,071,212 34.6 745,482 6.3 7,691,472 65.4 11,762,684 100.0
2012 4,033,546 35.3 679,268 5.9 7,397,361 64.7 11,430,907 100.0
2014 4,817,898 39.0 684,311 5.5 7,524,907 61.0 12,342,805 100.0
2009 1,293,093 71.0 332,872 18.3 527,730 29.0 1,820,823 100.0
2012 1,267,644 65.1 310,565 15.9 679,889 34.9 1,947,533 100.0
2014 1,404,473 70.2 311,030 15.5 597,108 29.8 2,001,581 100.0
2009 489,886 82.5 138,779 23.4 103,740 17.5 593,626 100.0
2012 473,325 83.2 131,433 23.1 95,826 16.8 569,151 100.0
2014 487,353 82.4 129,584 21.9 104,062 17.6 591,415 100.0
2009 241,154 78.3 65,888 21.4 67,018 21.7 308,172 100.0
2012 239,673 78.9 62,023 20.4 64,205 21.1 303,878 100.0
2014 247,854 79.5 61,487 19.7 63,965 20.5 311,819 100.0
2009 250,564 82.5 71,674 23.6 53,116 17.5 303,680 100.0
2012 249,998 83.5 67,527 22.5 49,534 16.5 299,532 100.0
2014 265,946 85.5 66,588 21.4 45,216 14.5 311,162 100.0
2009 180,122 87.2 54,733 26.5 26,400 12.8 206,522 100.0
2012 173,266 85.4 51,146 25.2 29,517 14.6 202,783 100.0
2014 182,289 86.9 50,511 24.1 27,520 13.1 209,809 100.0
2009 155,937 87.1 51,296 28.6 23,171 12.9 179,108 100.0
2012 156,529 88.2 49,229 27.7 20,887 11.8 177,416 100.0
2014 161,153 88.1 48,998 26.8 21,758 11.9 182,911 100.0
2009 430,044 82.7 120,125 23.1 90,164 17.3 520,208 100.0
2012 401,337 81.4 113,072 22.9 91,725 18.6 493,062 100.0
2014 415,655 82.9 113,992 22.7 85,788 17.1 501,443 100.0
2009 432,677 82.9 127,838 24.5 89,061 17.1 521,738 100.0
2012 426,124 82.0 118,512 22.8 93,396 18.0 519,520 100.0
2014 449,673 82.6 117,652 21.6 94,947 17.4 544,620 100.0
2009 761,142 77.9 218,474 22.4 215,562 22.1 976,704 100.0
2012 760,496 77.2 204,792 20.8 224,055 22.8 984,551 100.0
2014 798,008 79.6 201,179 20.1 205,090 20.4 1,003,098 100.0
2009 1,660,063 64.1 392,952 15.2 929,959 35.9 2,590,022 100.0
2012 1,687,234 64.3 371,457 14.2 935,133 35.7 2,622,367 100.0
2014 1,842,707 66.1 366,180 13.1 944,133 33.9 2,786,840 100.0
2009 322,221 84.2 91,956 24.0 60,440 15.8 382,661 100.0
2012 312,691 81.0 87,479 22.7 73,510 19.0 386,201 100.0
2014 327,362 86.9 86,261 22.9 49,252 13.1 376,614 100.0
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資料：総務省「平成 21年、平成 26年経済センサス-基礎調査」、 

総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス・活動調査」再編加工 

(注)1.数値は、2009年は 2009年 7月時点、2012年は 2012年 2月時点、2014年は 2014年 7月時点のものである。 

 2.会社以外の法人及び農林漁業は含まれていない。 

3.企業の規模区分については、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）による（凡例参照）。 

 4.3.の条件の区分では、中小企業基本法以外の中小企業関連法令において中小企業又は小規模企業として 

扱われる企業の数が反映されている。 

5.小規模企業の構成比は全企業数に占める割合とする。 

6.経済センサス-基礎調査では、商業・法人登記等の行政記録を活用して、事業所・企業の捕捉範囲を拡大 

しており、本社等の事業主が支所等の情報も一括して報告する本社等一括調査を導入しているため、過去 

の中小企業白書の付属統計資料の「事業所・企業統計調査」による結果と単純に比較することは適切では 

ない。 
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(2) 会社ベース(会社の付加価値額)

都道府県
付加価値額

(億円)
構成比
（％）

付加価値額
(億円)

構成比
（％）

付加価値額
(億円)

構成比
（％）

付加価値額
(億円)

構成比
（％）

北海道 32,931 79.1% 9,672 23.2% 8,685 20.9% 41,616 100.0%

青森県 7,911 85.2% 1,714 18.5% 1,378 14.8% 9,289 100.0%

岩手県 6,437 81.0% 1,630 20.5% 1,514 19.0% 7,951 100.0%

宮城県 14,124 78.1% 3,524 19.5% 3,966 21.9% 18,091 100.0%

秋田県 5,771 88.8% 1,460 22.5% 729 11.2% 6,501 100.0%

山形県 7,551 76.8% 1,945 19.8% 2,282 23.2% 9,833 100.0%

福島県 11,189 79.4% 3,234 23.0% 2,901 20.6% 14,090 100.0%

茨城県 17,290 80.3% 5,018 23.3% 4,252 19.7% 21,542 100.0%

栃木県 13,518 77.8% 4,208 24.2% 3,857 22.2% 17,374 100.0%

群馬県 15,939 71.8% 4,401 19.8% 6,266 28.2% 22,205 100.0%

埼玉県 39,139 72.6% 12,277 22.8% 14,774 27.4% 53,913 100.0%

千葉県 27,317 62.9% 8,471 19.5% 16,137 37.1% 43,455 100.0%

東京都 236,262 29.5% 46,067 5.8% 564,496 70.5% 800,758 100.0%

神奈川県 53,011 61.4% 14,819 17.2% 33,337 38.6% 86,348 100.0%

新潟県 17,279 78.7% 4,377 19.9% 4,678 21.3% 21,958 100.0%

富山県 9,183 68.4% 2,378 17.7% 4,236 31.6% 13,419 100.0%

石川県 9,237 78.3% 2,416 20.5% 2,567 21.7% 11,804 100.0%

福井県 6,609 79.4% 1,840 22.1% 1,716 20.6% 8,325 100.0%

山梨県 5,754 63.6% 1,697 18.8% 3,295 36.4% 9,050 100.0%

長野県 16,132 77.9% 4,285 20.7% 4,580 22.1% 20,711 100.0%

岐阜県 17,703 83.2% 5,255 24.7% 3,582 16.8% 21,285 100.0%

静岡県 29,603 69.5% 8,087 19.0% 12,999 30.5% 42,602 100.0%

愛知県 73,313 59.8% 16,785 13.7% 49,284 40.2% 122,598 100.0%

三重県 11,187 75.7% 3,209 21.7% 3,592 24.3% 14,780 100.0%

滋賀県 8,201 74.3% 1,954 17.7% 2,837 25.7% 11,038 100.0%

京都府 17,902 59.6% 4,517 15.0% 12,130 40.4% 30,033 100.0%

大阪府 94,396 49.1% 22,485 11.7% 98,014 50.9% 192,410 100.0%

兵庫県 36,765 69.6% 9,502 18.0% 16,071 30.4% 52,836 100.0%

奈良県 5,578 88.0% 1,693 26.7% 763 12.0% 6,341 100.0%

和歌山県 5,573 85.7% 1,568 24.1% 927 14.3% 6,499 100.0%

鳥取県 3,277 90.6% 848 23.4% 340 9.4% 3,617 100.0%

島根県 4,231 84.5% 1,119 22.3% 776 15.5% 5,007 100.0%

岡山県 14,540 78.1% 3,676 19.8% 4,070 21.9% 18,610 100.0%

広島県 23,652 70.2% 5,693 16.9% 10,043 29.8% 33,695 100.0%

山口県 8,902 67.6% 2,329 17.7% 4,269 32.4% 13,171 100.0%

徳島県 4,399 77.3% 1,299 22.8% 1,290 22.7% 5,689 100.0%

香川県 7,287 64.3% 1,915 16.9% 4,053 35.7% 11,340 100.0%

愛媛県 9,945 73.7% 2,466 18.3% 3,551 26.3% 13,495 100.0%

高知県 4,208 88.7% 1,112 23.5% 535 11.3% 4,742 100.0%

福岡県 35,067 67.1% 7,775 14.9% 17,156 32.9% 52,223 100.0%

佐賀県 4,418 87.4% 1,090 21.6% 639 12.6% 5,057 100.0%

長崎県 6,934 83.1% 1,818 21.8% 1,412 16.9% 8,347 100.0%

熊本県 9,768 80.4% 2,692 22.2% 2,385 19.6% 12,154 100.0%

大分県 7,472 84.1% 2,236 25.2% 1,409 15.9% 8,881 100.0%

宮崎県 5,592 85.4% 1,554 23.7% 958 14.6% 6,551 100.0%

鹿児島県 8,543 82.8% 2,656 25.7% 1,778 17.2% 10,321 100.0%

沖縄県 6,566 79.9% 1,520 18.5% 1,649 20.1% 8,215 100.0%

合計 1,017,608 51.9% 252,288 12.9% 942,159 48.1% 1,959,767 100.0%

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業
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資料：総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス・活動調査」再編加工 

(注)1.数値は、2011年間のものである。  

   2.会社以外の法人及び農林漁業は含まれていない。 

     3.企業の規模区分については、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）による（凡例参照）。  

   4.3.の条件の区分では、中小企業基本法以外の中小企業関連法令において中小企業又は小規模企業として扱 

われる企業の数が反映されている。 

   5.小規模企業の構成比は全企業数に占める割合とする。  
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④ 事業所 

年
調査間隔

(月数)
期首事業所数 開業事業所数

開設件数
調査期間(月数)

増加事業所数
年平均

増加事業所数
年平均

開業事業所数
年平均

廃業事業所数
開業率（％） 廃業率（％）

66～69 36 4,230,738 964,474 42 419,757 139,919 275,564 135,645 6.5 3.2

69～72 38 4,650,495 863,915 32 463,228 146,283 323,968 177,686 7.0 3.8

72～75 32.5 5,113,723 744,865 28.5 275,577 101,752 313,627 211,876 6.1 4.1

75～78 37 5,389,300 818,730 29.5 460,021 149,196 333,043 183,847 6.2 3.4

78～81 36.5 5,849,321 896,325 30 419,750 138,000 358,530 220,530 6.1 3.8

81～86 60 6,269,071 1,324,318 54 225,270 45,054 294,293 249,239 4.7 4.0

86～89 36 6,494,341 826,723 36 127,905 42,635 275,574 232,939 4.2 3.6

89～91 24 6,622,246 406,977 18 ▲ 80,505 ▲ 40,253 271,318 311,571 4.1 4.7

91～94 33.7 6,541,741 846,139 33.7 ▲ 9,761 ▲ 3,476 301,296 305,774 4.6 4.7

94～96 29.3 6,531,980 418,613 21 ▲ 29,056 ▲ 11,900 239,207 251,107 3.7 3.8

96～99 33 6,502,924 740,389 33 ▲ 318,095 ▲ 115,671 269,232 384,884 4.1 5.9

99～01 27 6,184,829 937,122 27 ▲ 65,768 ▲ 29,230 416,499 445,636 6.7 7.2

6,119,061

01～04 32 6,118,721 691,029 32 ▲ 408,747 ▲ 153,280 259,136 392,019 4.2 6.4

04～06 28 5,709,974 846,368 28 ▲ 7,193 ▲ 3,083 362,729 369,309 6.4 6.5

5,702,781

09～12 31 5,853,886 286,166 31 ▲ 430,968 ▲ 166,826 110,774 366,483 1.9 6.3

12～14 29 5,422,918 854,205 29 85,894 35,542 354,706 359,395 6.5 6.6

01年時点（1993年分類）

06年時点（2002年分類）

 

 

資料：総務省「事業所・企業統計調査(2006年まで)」、「経済センサス-基礎調査(2009年)」、「経済センサス-活動

調査(2012年)」、「経済センサス-基礎調査(2014年)」 

(注)1.ここでは、開業率とは、ある特定の期間において、「①新規に開設された事業所(又は企業)を年平均になら

した数」の「②期首において既に存在していた事業所(又は企業)」に対する割合とし、①／②で求める。

廃業率も同様に、ある特定の期間において、「①廃業となった事業所(又は企業)を年平均にならした数」の

「②期首において既に存在していた事業所(又は企業)」に対する割合とし、①／②で求める。 

2.4表①、4表②の開業(廃業)会社企業数は、会社に所属する事業所のうち、単独事業所及び本所・本社・本

店の新設(廃業)事業所を足し合わせて算出した。 

3.4表①、4表③の開業(廃業)個人企業数は、個人に所属する事業所を足し合わせて算出した。 

4.4表④の開業(廃業）事業所は、公表値を利用した（参考 1.を参照）。 

5.前掲付属統計資料 1表(2)企業ベースの企業数と異なり、当表では個人企業の支所・支社・支店に該当する

事業所が含まれており、産業分類の手法も異なるため、上記①の期首企業数と一致しない。
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11表 業種別の開廃業率の推移(事業所ベース、年平均) 

（単位：％）

年 66～69 69～72 72～75 75～78 78～81 81～86 86～89 89～91 91～94 94～96 96～99 99～01 01～04 04～06 06～09 09～12 12～14

非一次産業全体 開業率 6.5 7.0 6.1 6.2 6.1 4.7 4.2 4.1 4.6 3.7 4.1 6.7 4.2 6.4 2.6 1.9 6.5

廃業率 3.2 3.8 4.1 3.4 3.8 4.0 3.6 4.7 4.7 3.8 5.9 7.2 6.4 6.5 6.4 6.3 6.6

製造業 開業率 6.0 5.6 4.3 3.4 3.7 3.1 3.1 2.8 3.1 1.5 1.9 3.9 2.2 3.4 1.2 0.7 3.4

廃業率 2.5 3.2 3.4 2.3 2.5 3.1 2.9 4.0 4.5 4.0 5.3 6.6 5.7 5.4 5.8 5.7 5.5

卸売業 開業率 6.5 8.1 8.0 6.8 6.4 5.1 4.8 3.2 5.0 3.3 4.9 6.6 3.9 5.6 2.1 1.3 6.2

廃業率 6.5 3.8 5.3 3.7 3.8 3.7 4.1 3.2 5.0 5.3 7.4 7.5 7.0 6.4 6.6 5.9 6.8

小売業 開業率 5.0 4.9 4.3 4.8 4.4 3.4 3.1 2.8 3.9 3.6 4.3 6.1 3.9 5.7 2.3 2.2 6.4

廃業率 2.1 3.3 3.6 3.2 4.0 4.0 3.4 6.4 4.3 4.6 6.8 7.2 6.7 6.8 7.1 6.6 7.7

サービス業 開業率 6.3 6.7 6.1 6.1 6.4 5.3 4.9 4.7 5.0 3.8 4.2 7.3 4.4 6.4 2.3 1.7 6.5

廃業率 3.8 4.0 3.8 3.3 3.1 3.2 3.6 2.9 4.2 2.8 4.8 6.3 5.5 5.9 4.9 5.9 5.4  

 

資料：総務省「事業所・企業統計調査」、「平成 21年経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「平成 24年

経済センサス－活動調査」、総務省「平成 26年経済センサス-基礎調査」 

(注)1.事業所を対象としており、支所や工場の開設・閉鎖、移転による開設・閉鎖を含む。 

    2.06年までは「事業所・企業統計調査」、06～09年は「経済センサス－基礎調査」、09～12年は「経済センサ 

ス―活動調査」に基づく。ただし、91年までは「事業所統計調査」、89年は「事業所名簿整備」、94年は「事 

業所名簿整備調査」として行われた。 

    3.開業率、廃業率の計算方法については、4表を参照。 

    4.開業事業所の定義が異なるため、06～09年の数値は、過去の数値と単純に比較できない。また 06～09年の 

数値については、開業事業所と廃業事業所の定義の違いにより、開業率と廃業率を単純に比較できない。 

   5.01～04年、04～06年、06～09、09～12年の「サービス業」は「サービス業(他に分類されないもの)」で 

ある。 

    6.01～04年、04～06年年平均開廃業率は 2002年 3月改訂の日本標準産業分類に基づいて算出した。 

また、06～09 年、09～12 年の年平均開廃業率は 2007 年 11 月改訂の日本標準産業分類に基づいて算出し、

12～14年の年平均開廃業率は 2013年 10月改訂の日本標準産業分類に基づいて算出した。 
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15表 中小企業の経営指標（2016年度） 

産業
総資本経
常利益率

総資本営
業利益率

自己資本
当期純利
益率
（ROE）

売上高総
利益率

売上高営
業利益率

売上高経
常利益率

売上高対
販売費・
一般管理
費比率

総資本回
転率

全業種 4.10 3.51 9.34 25.58 2.99 3.50 22.59 1.17 

建設業 4.75 4.34 10.93 20.92 3.23 3.54 17.68 1.34 

製造業 4.46 3.87 8.56 21.97 3.67 4.23 18.30 1.05 

情報通信業 5.75 5.17 9.19 44.85 4.97 5.53 39.88 1.04 

運輸業，郵便業 4.51 3.58 12.18 26.37 2.95 3.72 23.42 1.21 

卸売業 3.21 2.64 7.61 16.15 1.57 1.91 14.58 1.68 

小売業 4.40 3.43 11.66 31.01 1.89 2.42 29.12 1.82 

不動産業，物品賃貸業 2.78 2.75 8.47 46.97 8.56 8.63 38.41 0.32 

学術研究，専門・技術サー
ビス業

6.88 5.94 12.47 49.17 7.52 8.71 41.65 0.79 

宿泊業，飲食サービス業 2.53 1.52 14.91 64.55 1.54 2.56 63.01 0.99 

生活関連サービス業，娯楽
業

3.92 2.92 8.33 30.75 2.27 3.04 28.48 1.29 

サービス業（他に分類され
ないもの）

4.94 3.84 9.81 38.24 2.94 3.79 35.30 1.31 

産業 流動比率 固定比率
自己資本
比率

財務レバ
レッジ

負債比率
付加価値
比率

機械投資
効率

労働分配
率

全業種 170.51 115.22 40.08 2.49 149.49 25.23 5.11 68.58 

建設業 175.99 75.81 39.47 2.53 153.33 23.65 6.43 71.32 

製造業 188.87 96.15 45.56 2.20 119.51 29.63 3.32 70.52 

情報通信業 265.99 63.99 58.60 1.71 70.64 42.32 8.55 73.23 

運輸業，郵便業 166.53 147.73 36.30 2.75 175.47 40.63 3.71 75.75 

卸売業 159.78 88.43 38.27 2.61 161.29 10.57 8.67 65.53 

小売業 150.77 121.26 36.74 2.72 172.19 18.57 9.15 65.90 

不動産業，物品賃貸業 153.71 210.98 32.70 3.06 205.81 38.90 6.87 37.32 

学術研究，専門・技術サー
ビス業

191.69 95.02 55.73 1.79 79.43 48.77 12.01 71.05 

宿泊業，飲食サービス業 108.57 509.80 14.40 6.94 594.33 46.00 10.13 69.14 

生活関連サービス業，娯楽
業

113.80 201.44 33.99 2.94 194.23 23.24 5.00 54.44 

サービス業（他に分類され
ないもの）

192.12 93.25 44.90 2.23 122.72 49.71 9.63 82.84 

財務項目
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I N D E X

この文書の記載事項については、数量、金額等は概数によるものがあり、
また、今後変更される場合もあることに注意されたい。



 
 

 

 
 

1  力 ・ 性  

第 1節 生産性向上・技術力の強化 

1. 戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 【30年度予算：130.0億円】 

中小ものづくり高度化法の計画認定又は地域未来投資促進法の計画承認を受けた中小企

業・小規模事業者が大学、公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発等に関する取組

を支援する。また、中小企業等経営強化法に基づいて認定された異分野連携新事業分野開拓

計画に従って行う中小企業・小規模事業者が、産学官連携して行う新しいサービスモデルの

開発等を支援する。（継続） 

 

2. 産業技術総合研究所における中堅・中小企業への橋渡しの取組  

国立研究開発法人産業技術総合研究所において、地域の中堅・中小企業のニーズ等を把握

している公設試験研究機関に産総研のイノベーションコーディネータを配置する等の全国

規模の連携体制を構築し、地域企業の有する革新的な技術シーズを事業化につなぐ「橋渡し」

機能の強化に取り組み、中堅・中小企業等の研究開発を支援する。(継続) 

 

3. 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に向けた総合支援  

中小ものづくり高度化法に基づき、高度化指針に沿った特定研究開発等計画について認

定を行い、計画が認定された中小企業・小規模事業者に対して戦略的基盤技術高度化支援事

業や、融資、保証の特例等により総合的な支援を実施する。（継続） 

 

4. 生産性革命のための固定資産税の減免措置の創設  

生産性向上特別措置法に基づく市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を

年平均 3％以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に

記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるものに係る

固定資産税について、課税標準を最初の 3 年間価格にゼロ以上 2 分の 1 以下の範囲内にお

いて市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置。なお、本措置に合わせ、「もの

づくり・商業・サービス補助金」等の予算措置を拡充・重点支援する。（新規） 

 

5. 研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制） 【税制】 

中小企業者等について、試験研究費の総額に応じて税額控除を認める「総額型」に、試験

研究費の増加割合に応じた税額控除率（12％～17％）を引き続き適用する（大企業は 6％～

14％）とともに、試験研究費の増加割合が 5％を超える場合には税額控除の上限を 10％上乗

せする措置を引き続き講じる。さらに、特別試験研究費（大学、国の研究機関、企業等との

共同・委託研究等の費用）の総額に係る税額控除制度、試験研究費の額が平均売上金額の

10％相当額を超える場合に、その超過額に応じた額を控除できる制度等を引き続き講じる。

（継続） 
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の特例等の支援策を通じ、その事業活動を支援する。（継続） 

 

12. 中小企業等経営強化法 

中小企業等経営強化法の改正を含む産業競争力強化法等の一部を改正する法律案を第

196回通常国会に提出しており、①親族外・社外承継の増加に対応するため、M＆Aなどによ

り他社の事業を承継して経営力向上を図る中小企業に対して税制措置や許認可の承継など

の支援を行う②経営支援体制の強化のため、経営革新等支援機関の認定制度について更新

制を導入して定期的に業務遂行能力を確認することとする③中小企業の IT導入支援のため

の支援体制整備などの措置を盛り込んでいる。また中小企業等経営強化法に基づく経営力

向上計画を策定し、認定された企業に対し、引き続き固定資産税の軽減措置や日本政策金融

公庫の融資制度等税制面や金融面の支援を講じる。（新規） 

 

13. 中小企業経営強化税制 【税制】 

中小企業等経営強化法の計画の認定を受けた中小企業が経営力向上設備等を取得した場

合に、即時償却又は 10％の税額控除（資本金 3,000 万円超の法人の税額控除は 7％）ができ

る措置。（継続） 

 

14. 所得拡大促進税制 【税制】 

持続的な賃上げや人材投資等に取り組む中小企業等を支援するため、平成 30 年度税制改

正において、給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一定割合の税額控除ができる

措置を講じます。具体的には、①継続雇用者給与等支給額を対前年度比で 1.5％以上増加さ

せた場合には、給与等支給総額の対前年度増加額の 15％の税額控除、さらに、②継続雇用

者給与等支給額を前年度比で 2.5％以上増加させ、かつ、人材投資や生産性向上に取り組む

場合には、給与等支給総額の対前年度増加額の 25％の税額控除ができることとしている。

（継続） 

 

第 2節 IT化の促進 

1. 政府系金融機関の情報化投資融資制度(IT活用促進資金) 【財政投融資】 

中小企業の生産性向上に寄与する IT活用を促進するため、日本政策金融公庫による融

資を実施し、特に、IT投資と同時に情報セキュリティ対策を講じる者に対する金利引下げ

措置を講じる。（継続） 

 

2  ・ ・ 合 る 、人材不 へ  

第 1節 事業承継支援 

1. 中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業（事業引継ぎ支援事業） 【30年度予算：

68.8億円の内数】 
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象に含むよう、金融支援の対象範囲を拡充する。（継続） 

 

5. 事業承継円滑化支援事業  

全国各地で中小企業の事業承継を広範かつ高度にサポートするため、中小企業支援者向

けの研修や事業承継フォーラムによる中小企業経営者等への普及啓発を実施する。（継

続） 

 

6. 事業承継・世代交代集中支援事業（プッシュ型事業承継支援高度化事業） 

各都道府県に拠点を置く支援機関等による、地方自治体等と連携した、地域における事

業承継支援ネットワークを構築することにより、地域で行う事業承継支援を促進する。各

地域の事業承継支援において中核的役割を果たす支援機関において、国から地域別・業種

別休廃業リスク分析等の高度なデータの提供を受けた上、それらデータの分析結果に基づ

いて、特に支援が必要とされる地域・業種に対して、集中的かつ効果的に、プッシュ型の

働きかけを行う。データ分析やその活用等を効果的に行うため、中核的支援機関に対し

て、必要なスキル・能力を担当者に取得させる研修・講習会を行うことを支援し、専門的

視点・資質をもったコーディネーターを配置する。（新規） 

 

7. 事業承継・世代交代集中支援事業（事業承継補助金） 

事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に挑戦する中小企業に対し、設

備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必要な経費を支援する。また、サプライチェーン

や地域に根付いた価値ある事業の継続のために、事業再編・事業統合を促進して、サプラ

イチェーンや地域経済の活力維持、発展を図る取組に必要な経費を支援する類型を新設す

る。（継続） 

 

8. 小規模企業共済制度 

小規模企業の経営者に退職金を支給する小規模企業共済制度について、引き続き、制度

への加入促進と共済金等の支給を着実に実施する。（継続） 

 

第 2節 人材・雇用対策 

1. 地域中小企業人材確保支援等事業 【30年度予算：18.5億円の内数】 

経営資源の乏しい中小企業・小規模事業者の人材の確保を支援することを目的に、地域

特性に合わせ、各地の中小企業・小規模事業者が必要とする人材を地域内外から発掘、紹

介、定着等人材確保支援を実施する。（継続）また、中小企業が中核人材を確保するため

の中小企業等との持続的なスキームの検討（成功事例の創出）を実施する。（新規） 

 

2. 中小サービス業中核人材の育成支援事業 【30年度予算：0.85 億円】 
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9. 労働者の雇用維持対策 【30年度予算：52.3億円】 

景気の変動等に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合に、雇用調整助成金を

支給する。また、本助成金については、不正受給防止対策にも積極的に取り組んでおり、

不正受給を行った事業主名等の公表、実地調査の実施等、本助成金のより一層の適正な支

給に努める。（継続） 

 

10. 魅力ある雇用創出に向けた雇用管理の改善の支援 【30 年度予算：175.9億円】 

人材確保等支援助成金において、企業の雇用管理改善の取組を支援し、魅力ある雇用創

出を図るため、中小労確法に基づき各都道府県知事に改善計画の認定を受けた中小企業団

体（事業協同組合等）が労働環境向上事業を行った場合に助成を行う。また、中小企業・

小規模事業者等が雇用管理制度を新たに導入し、1 年経過後に従業員の離職率を低下させ

た場合に助成を行う。また、介護福祉機器を導入し、従業員の離職率を低下させた場合に

助成を行う。加えて、保育事業主及び介護事業主が、賃金制度の整備を通じて従業員の離

職率を低下させた場合にも助成する。さらに、能力評価を含む人事評価制度等を整備し、

生産性向上、賃金アップ及び離職率低下を実現した場合に助成を行う。なお、雇用管理の

改善を図る事業主が、「雇用管理改善計画」を作成し、当計画に係る設備投資を行い、一

定の雇用管理改善及び生産性の向上を達成した場合に助成する、「設備改善等支援コー

ス」を平成 30年 4月に創設予定。さらに、本助成金において雇用管理制度助成コースの

助成を受けた中小建設事業主が若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した場合や、中

小建設事業主が、雇用する登録基幹技能者の賃金テーブルまたは資格手当を増額改定した

場合に助成を行う。また、建設事業主又は建設事業主団体が若年者及び女性労働者の入

職、定着の取組を実施した場合や、職業訓練法人が建設工事における作業に係る職業訓練

の推進を行った場合に助成する。その他、中小建設事業主が被災 3 県に所在する作業員宿

舎等の整備を行った場合や、中小元方建設事業主が建設工事現場に女性専用作業員施設を

賃借した場合、職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設等の設置等をした場合に助成

を行う。（継続） 

 

11. 地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース） 【30 年度予算：34.1億円】 

地域における雇用の創出及び安定を図るため、雇用機会の不足している地域等において

事業所の設置又は整備を行い、併せて地域の求職者等を雇い入れる事業主に対して、設置

等の費用及び雇入れ人数に応じて助成を行う地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）

を支給する。（継続） 

 

12. 地域活性化雇用創造プロジェクト 【30 年度予算：53.2億円】 

490 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





 
 

 

 
 

資等を行い、事業場内の時間給 1000 円未満の労働者の賃金を 30円以上引き上げた場合

に、その設備投資などに要した費用の一部を助成（助成率 7／10、企業規模 30人以下

の小規模事業者は 3／4）するとともに、賃金引上げ労働者数に応じて助成上限額上乗

せする（1～3人：50万円、4～6人：70万円、7人以上：100万円）。（継続） 

 

17. キャリアコンサルティングの普及促進 

民間職業紹介・就職支援機関や企業の人事管理・人材育成部門、学校におけるキャリア

教育などにおいて、キャリアコンサルティング（労働者の職業の選択、職業生活設計又は

職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと。）の活用につい

て普及促進を進める。平成 28年 4月には、キャリアコンサルティングを行う専門家とし

て「キャリアコンサルタント」を国家資格化したことから、当該資格の周知を進める。ま

た、企業等に対しては、労働者のキャリア形成における「気づき」を支援するため、年

齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を

設定する仕組みである「セルフ・キャリアドック」の普及拡大を推進する。（継続） 

 

18. 所得拡大促進税制 【税制】 

賃上げや人材投資等に取り組む中小企業等を強力に支援するため、平成 30年度税制改

正において、従業員等への給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人

税等から税額控除する所得拡大促進税制を拡充することとしている。具体的には、①平均

給与を前年度比で 1.5％以上増加させた場合、前年度からの給与総額の増加額に対して、

15％の税額控除、さらに、②平均給与を前年度比で 2.5％増加しており、人材投資や生産

性向上に取り組む場合には、前年度からの給与総額の増加額に対して、25％の税額控除を

受けられるものとすることとしている。（継続） 

 

 模 、 外 へのインバウン 大、 支  

第 1節 小規模事業者の持続的発展支援 

1. 小規模事業対策推進事業 【30年度予算：49.4億円】  

小規模支援法に基づき認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って商工会・商工会議所が

取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、小規模事業者の需要を見据えた事業計画の

策定や販路開拓等を支援する。また、地域の小規模事業者による全国規模の市場に向けた事

業展開を促進するため、商工会・商工会議所等が事業者と協力して進める、特産品開発や観

光開発及びその販路開拓等の事業に対し、幅広い支援を行う。（継続） 

 

2. 小規模事業者経営改善資金融資事業 【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、小規模事業者を金融面から支援するため、商工会、商工会議所、都

道府県商工会連合会の経営指導を受けている小規模事業者に対して、無担保・無保証・低利
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3. 海外子会社の資金調達支援等  

日本政策金融公庫が、中小企業等経営強化法の経営革新計画の承認等を受けた中小企業

者の海外子会社等の現地金融機関からの借入れに対して、債務保証(スタンドバイ・クレジ

ット(信用状)の発行)を行い、事業者の海外子会社等の資金調達を支援する。（継続） 

 

4. 技術協力活用型・新興国市場開拓事業 【30年度予算：45.6億円の内数】 

我が国企業の新興国市場獲得支援のため、以下 3事業を実施。（継続） 

①経営・製造・オペレーション等に従事する開発途上国の管理者・技術者等に対し、日本

への受入研修、専門家派遣による指導等を支援する。 

②日本で働くスキルを有する外国人材の育成と日本企業における体制強化のため、日本企

業への外国人のインターンシップ受入を実施する。 

③ 開発途上国の社会課題を解決する製品・サービスの開発等に、開発途上国現地の大

学・研究機関・NGO・企業等と共同で取り組む日本企業への補助を行う。 

 

5. 民間連携ボランティア制度の活用及び帰国 JICAボランティアとのマッチング【30年度

予算：1504.7億円の内数】 

国際協力機構（以下「JICA」という。）においては各企業のニーズに合わせ，社員を青

年海外協力隊・シニア海外ボランティア等として途上国に派遣する民間連携ボランティア

制度を活用し，グローバル社会で活躍できる人材の育成に努める。また，帰国した JICA

ボランティアの就職支援の一環として，特定の途上国を熟知した人材と企業が必要とする

人材のマッチング促進を行う。（継続） 

 

6. 中小企業の貿易保険利用における企業信用調査料の減免措置 

中小企業の貿易保険を活用した輸出支援のため、貿易保険を利用する際の格付付与に必

要な取引先の信用情報の提供について、日本貿易保険（以下「NEXI」という。）が代わっ

て信用情報を取得し、その費用を負担する措置を引き続き講じる。(継続) 

 

7. 中小企業による貿易保険の利用促進のための普及・広報活動（セミナー・相談会等） 

中小企業による貿易保険の利用を促進するため、NEXI の中小企業向けのホームページを

刷新。JETRO 等が全国で主催するセミナーや提携地方銀行等の行員勉強会等に NEXIから講

師を派遣し、貿易保険の普及啓発を行う。説明会等では、中小企業向け商品である中小企

業・農林水産業輸出代金保険を中心に、わかりやすい紹介動画や漫画冊子を活用し、引き

続き貿易保険の一層の理解と普及に努める。（継続） 

 

8. 貿易保険へのアクセス改善 
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拓、現地での商談へのサポートに至るまで、総合的に支援する。（継続） 

 

第 4節 インバウンド需要拡大支援、地域資源の活用 

1. ふるさと名物支援事業 【30年度予算：10.5億円の内数】 

中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用や農林漁業者との連携により行う、新商

品・新サービスの開発、販路開拓を支援する。また、地域資源の活用や、農林漁業者との

連携により行う商品開発等に取り組む事業者に対して、一般社団法人等が行う消費者嗜好

に関する情報提供、マッチング支援などの取組を支援する。（継続） 

 

2. （再掲）JAPANブランド育成支援事業 【30年度予算：10.5億円の内数】 

中小企業の海外販路開拓の実現を図るため、複数の中小企業が連携し、自らが持つ素材

や技術等の強みを踏まえた戦略の策定や、当該戦略に基づいて行う商品の開発や海外見本

市への出展等の取組を支援する。（継続） 

 

3. 各種展示会や商談会等による販路開拓支援 

中小企業・小規模事業者が農商工連携や地域資源活用等により開発した商品・サービス

等について、中小企業基盤整備機構が展示会や商談会等の開催を通じて、販路開拓・拡大

を支援する。（継続） 

 

4. 販路開拓コーディネート事業 

中小企業者等が新商品・新技術・新サービスについて、首都圏・近畿圏におけるテスト

マーケティング活動の実践を通じ、新たな市場への手がかりを掴むとともに、販路開拓の

力をつけることを中小企業基盤整備機構に配置されている商社・メーカー等出身の販路開

拓の専門家（販路開拓コーディネーター）が支援する。（継続） 

 

5. 販路開拓サポート支援事業 

中小企業基盤整備機構が、自ら主催する展示会またはそれらの同時開催展等に出展する

企業に対し、バイヤーの招聘や販路開拓のアドバイス等を行うことにより、マッチングを

促進し、中小・ベンチャー企業の販路開拓を支援する。（継続） 

 

6. 新事業創出支援事業 

中小企業基盤整備機構の全国 10支部・事務所にマーケティング等に精通した専門家を

配置し、中小企業等経営強化法、中小企業地域産業資源活用促進法、農商工等連携促進法

に基づく事業計画の策定により、新事業に取り組む中小企業等に対して一貫してきめ細か

な支援を行った。（継続） 
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解消を図るため、日本政策金融公庫が必要な資金の貸付を行う。（継続） 

 

15. 地域・まちなか商業活性化支援事業 【平成 30 年度予算：16.3億円】 

商店街等における子育て・高齢者支援サービスの提供や空き店舗への店舗誘致、中心市

街地における複合商業施設の整備などの取組に対して支援を行う。（継続） 

 

16. 中心市街地活性化のための税制措置 【税制】 

中心市街地活性化法の改正により創設した「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業

計画」に基づいて行われる不動産の取得に対し、その不動産の所有権の保存登記等に対す

る登録免許税の税率を 1／2とする措置を講じる。（継続） 

 

17.（再掲）JAPANブランド育成支援事業 【30年度予算：10.5億円の内数】 

中小企業の海外販路開拓の実現を図るため、複数の中小企業が連携し、自らが持つ素材

や技術等の強みを踏まえた戦略の策定や、当該戦略に基づいて行う商品の開発や海外見本

市への出展等の取組を支援する。（継続） 

 

18. （再掲）小規模事業対策推進事業 【30 年度予算：49.4億円】  

小規模支援法に基づき認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って商工会・商工会議所

が取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、小規模事業者の需要を見据えた事業計画

の策定や販路開拓等を支援する。また、地域の小規模事業者による全国規模の市場に向け

た事業展開を促進するため、商工会・商工会議所等が事業者と協力して進める、特産品開

発や観光開発及びその販路開拓等の事業に対し、幅広い支援を行う。（継続） 

 

19. 伝統的工芸品の指定 

伝統的工芸品産業の振興に関する法律（以下「伝産法」という。）に基づき、伝統的工

芸品への指定の申出があった工芸品について調査、検討を行った後、産業構造審議会の意

見を聴いて、伝統的工芸品の指定及び指定の変更を行う。（継続） 

 

20. 伝統的工芸品産業振興関連補助事業 【30年度予算：11.1億円】 

(1)伝統的工芸品産業の振興に関する法律（以下「伝産法」という。）に基づき、伝統的工

芸品産業の振興のため以下の支援を行う。（継続） 

①産地の製造協同組合等が実施する以下の事業に対する補助 

・後継者育成事業 

・原材料確保対策事業 

・意匠開発事業 

・連携活性化事業 
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物等の取得等について、取得価額の 15％の特別償却（移転型事業の場合には、取得価額の

25％）又は取得価額の 4％の税額控除（移転型事業の場合には、取得価額の 7％）の選択

適用、その地方拠点における雇用者数に応じた税額控除を講じる措置、及び企業の地方拠

点強化に係る地方交付税による減収補塡措置を引き続き講じる。また、平成 30年度税制

改正では、適用期限を 2年延長しつ 、①制度全体について雇用要件の緩和等、②東京一

極集中に直接効果のある移転型事業について、支援対象外地域の見直し（近畿圏 中部圏

中心部を支援対象地域に追加）等を行うとともに、地方交付税による減収補塡措置の拡充

を実施する。（継続） 

 

3. 地域中核企業創出・支援事業 【30年度予算：21.5億円】 

地域中核企業候補が新分野・新事業等に挑戦する取り組みを支援し、その成長を促すた

め、 材を活用して、全国大の外部リソース（大学、協力企業、金融機関  

・

 

 

4. 連携中枢都市圏の取組の推進 【30年度予算：1.3億円の内数】 

連携中枢都市圏の形成等を支援するため、国費による委託事業を実施する。また、圏域

全体の経済成長のけん引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上に

資する取組を支援するため、連携中枢都市圏ビジョンを策定した連携中枢都市及び連携市

町村の取組に対して、地方財政措置を講じる。（継続） 

 

5. 観光産業等生産性向上資金 【財政投融資】 

観光産業等の生産性向上及び観光消費の底上げを通じた日本経済の活性化を図るため、

品質の高いサービス等を提供する中小企業に対して日本政策金融公庫が必要な資金の貸付

を行う。（継続） 

 

第 6節 経営改善支援、再生支援の強化 

1. 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業 

借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要と

する中小企業・小規模事業者や、資金繰り管理・採算管理といったより早期の経営改善が

必要な中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するため、中小企業等経営強化法に基づ

く認定支援機関（税理士・公認会計士・地域金融機関等）が中小企業・小規模事業者に対

して行う経営改善計画の策定支援やフォローアップに要する費用の一部（2／3）を負担す

 
 

 

 
 

物等の取得等につい 、取得価額の 15％の特別償 （移転型事業の場合に 、取得価額

の 25 ）又は取得価額の 4％の税額控除 移転型事業の場合に 、取得価額の 7 ）の選

択適 その地方拠点における雇用者数に応じた税額控除を講じる措 、及び企業の地方

拠点強化に係る地方交付税による減収補塡措置を引き続き講じ 。ま 平成 30 年度税

制改正で 、適用期限を 2年延長しつ 、①制度全体について雇用要件の緩和 、②東

一極集中に直接効果のある移転型事業につい 支援対象外地域の見直し（近畿 ・中部

圏中心部を支援対象地域に追加）等を行うとと 、地方交付税による減収補塡措置の拡

充を実施す 。（継  

 

3. 地域中核企業創出・支援事業 【30年度予算：21.5億円】 

地域中核企業候補が新分野・新事業等に挑戦する取り組みを支援し、その成長を促すた

め、支援人材を活用して、全国大の外部リソース（大学、協力企業、金融機関 等）との

ネットワーク構築を支援する。また、地域中核企業の更なる成長のため、支援人材を活用

して、事業化戦略の立案、販路開拓等をハンズオン支援する。さらに、国際市場に通用す

る事業化等に精通した専門家であるグローバル・コーディネーターを組織化した「グロー

バル・ネットワーク協議会」を活用し、グローバル市場も視野に入れた事業化戦略の立案

や販路開拓等を支援する。（継続） 

 

4. 連携中枢都市圏の取組の推進 【30年度予算：1.3億円の内数】 

連携中枢都市圏の形成等を支援するため、国費による委託事業を実施する。また、圏域

全体の経済成長のけん引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上に

資する取組を支援するため、連携中枢都市圏ビジョンを策定した連携中枢都市及び連携市

町村の取組に対して、地方財政措置を講じる。（継続） 

 

5. 観光産業等生産性向上資金 【財政投融資】 

観光産業等の生産性向上及び観光消費の底上げを通じた日本経済の活性化を図るため、

品質の高いサービス等を提供する中小企業に対して日本政策金融公庫が必要な資金の貸付

を行う。（継続） 

 

第 6節 経営改善支援、再生支援の強化 

1. 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業 

借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要と

する中小企業・小規模事業者や、資金繰り管理・採算管理といったより早期の経営改善が

必要な中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するため、中小企業等経営強化法に基づ

く認定支援機関（税理士・公認会計士・地域金融機関等）が中小企業・小規模事業者に対

して行う経営改善計画の策定支援やフォローアップに要する費用の一部（2／3）を負担す 
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4. 下請中小企業・小規模事業者の自立化支援 【30 年度予算案：13.9億円の内数】 

下請中小企業振興法に基づき、特定の親事業者への取引依存度の高い下請中小企業・小

規模事業者が連携して課題解決型ビジネスを行う事業計画の認定を行い、補助金、融資、

保証の特例により支援を実施する。また、親事業者の生産拠点が閉鎖又は縮小（予定も含

む）された地域における下請中小企業等が行う新分野進出等に対し、補助金により支援を

実施する。（継続） 

 

5. 下請取引あっせん、商談会による販路開拓支援 【29 年度予算案：13.9億円の内数】 

新たな取引先を開拓したい下請中小企業に対して、「ビジネス・マッチング・ステーシ

ョン（BMS）」の運用により、自社の希望する業種、設備、技術等の条件に合った製造委託

等の受発注情報の提供を行う。また、新たな販路開拓を支援するため、広域商談会を開催

する。（継続） 

 

6. 親事業者等に対する下請事業者への配慮要請等 【30 年度予算案：13.9億円の内数】 

経済産業大臣および公正取引委員会委員長の連名で、親事業者および業界団体代表者

に、下請代金法に基づく下請取引の適正化の下請取引の適正化等について要請文を発出

し、同法の周知徹底を図る。また、経済産業大臣名(他省庁所管の業界については主務大

臣との連名)で、業界団体代表者に下請中小企業振興法に定める「振興基準」の遵守につ

いて要請する。（継続） 

 

第 2節 官公需対策 

1. 「平成 30年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の策定及び周知徹底 

毎年度策定する「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」（以下「基本方針」とい

う。）において、国等の新規中小企業者をはじめとする中小企業向け契約目標、中小企業

者の受注機会の増大のために実施する措置等を閣議決定する。（継続） 

また、基本方針を周知徹底するために以下の取組を実施する。 

（1）経済産業大臣から各府省等の長、都道府県知事、全市町村の長及び東京特別区の長

に対し、文書により「基本方針」の趣旨を説明するとともに、中小企業・小規模事業

者の受注機会の増大に努めるよう要請する。 

（2）地方における「基本方針」の周知徹底を図るための全国説明会（官公需確保対策地

方推進協議会）を全都道府県で開催する。 

（3）地方において新規中小企業者からの調達を推進するための取組に関する情報の共有

や連携方策を協議する会議（新規中小企業者調達推進協議会）を開催する。 

（4）「官公需契約の手引」を作成し、国等の機関、地方公共団体等の機関及び商工関係団

体等に配布する。 
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3. （再掲）小規模事業者経営発達支援融資事業 【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援するため、経営

発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所による経営指導を受ける小規模事業者に

対し、低利で融資を行う。（継続） 

 

4. 資本性劣後ローンの推進 【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、新事業展開や経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者に対

し、財務体質を強化するとともに、民間金融機関からの資金調達を円滑に図るため、金融

検査上自己資本とみなし得る一括償還の資金（資本性資金）を供給することで、中小企

業・小規模事業者の資金繰りを支援する。 

 

5. 中小企業・小規模事業者経営力強化融資・保証事業 【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を通じ経営革新又は

異分野の中小企業と連携して新分野の開拓等を行う中小企業の経営力や資金調達力の強化

を支援するため、必要な資金の貸付を行う。（継続） 

 

6. 借換保証の推進 

信用保証協会による複数の借入債務の一本化を通じて、中小企業・小規模事業者の足下

の返済負担の軽減を図っていくため、平成 30 年度も借換保証を引き続き実施する。ま

た、経営者に事業改善の意欲があるにもかかわらず、返済条件を緩和の実施による前向き

な金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を支援するため、条件変更改善

型借換保証についても引き続き平成 30年度も実施する。（継続） 

 

7. セーフティネット保証 

信用保証協会が、取引先の倒産、自然災害、取引金融機関の経営合理化等により経営の

安定に支障を生じている中小企業・小規模事業者に対し、通常の保証枠とは別枠での保証

を実施する（保証割合 100％。保証限度額は無担保 8,000 万円、最大 2億 8,000万円。）。

（継続） 

 

8. 信用補完制度の見直し 

平成 29年 6月に「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等

の一部を改正する法律」が成立し、平成 30年 4月 1 日から見直し後の信用補完制度が開

始される。今般の見直しによって、創業者や小規模事業者向けの支援拡充、事業承継を受

けた経営者個人が利用できる特定経営承継関連保証の創設、大規模な経済危機等に予め適

用期限を区切って迅速に発動できる危機関連保証の創設、中小企業・小規模事業者の一層
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務・取組について、同様に行うとともに、沖縄の特殊事情を踏まえ独自の貸付制度を拡充

する。（継続） 

 

第 6節 創業支援 

1. 地域創造的起業補助金 【30年度予算：6.3 億円の内数】 

地域で新需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者の創業費用を支援する。平

成 29年度より、事業実施期間中に 1人以上の雇用を要件とし、民間金融機関等からの外

部資金の活用が見込まれ、経営安定化のために継続して第三者からの支援が期待できる事

業に対して重点的に支援を行う。（新規）        

 

2. 創業支援事業者補助金 【30年度予算：6.3 億円の内数】 

産業競争力強化法における特定創業支援事業を行う創業支援事業者が、認定創業支援事

業計画に基づき行う創業支援（兼業・副業を通じた創業ニーズにも対応）や創業支援の質

の向上を図る取組等を支援する。（新規）        

 

3. 新創業融資制度 【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、新たに事業を開始する者や事業を開始して間もない者に対し、無

担保・無保証人で融資を実施する。（継続） 

 

4. 女性、若者／シニア起業家支援資金 【財政投融資】 

女性や 35歳未満の若者、55歳以上の高齢者のうち、開業して概ね 7 年以内の者を対象

に日本政策金融公庫が優遇金利を適用し、多様な事業者による新規事業の創出を支援す

る。（継続） 

 

5. 再挑戦支援資金（再チャレンジ支援融資） 【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、事業に失敗した起業家の経営者としての資質や事業の見込み等を

評価することにより、再起を図る上で、困難な状況に直面している者に対して融資を実施

する。（継続） 

 

6. 創業者向け保証 

民間金融機関による創業者への融資を後押しするため、信用保証協会において、これか

ら創業する者又は創業後 5年未満の者等を対象とする保証制度を実施する。創業関連保証

については、信用補完制度の見直しにより、平成平成 30 年 4 月から保証限度額を 1250 万

円から 2000 万円に拡充する。（継続） 

 

7. グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業 【30年度予算：3.1億円】 

506 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





 
 

 

 
 

収力の大きい地域密着型企業の立ち上げを支援するため、民間事業者等が事業化段階で必

要となる経費について、地方公共団体が助成を行う場合、その助成に要する経費の一部を

交付する。平成 30年度から、地域活性化のためのファンド等による出資を受ける事業も

試験的に対象としたり、特別交付税措置の拡充をしたりするなど、支援内容を充実させ

る。（継続） 

 

13. 女性起業家等支援ネットワーク構築事業 【30 年度予算：2.1 億円の内数】 

女性の起業を支援するため、平成 28 年度から全国 10箇所に形成している地域の金融機

関や産業・創業支援機関等を中心とした女性起業家等支援ネットワークを通じて、起業ニ

ーズの引き出し・整理、女性起業家のロールモデルの提示、金融機関等への橋渡しなどを

実施する。特に、起業前段階にいる女性への支援を重点的に実施するとともに、ネットワ

ーク内の連携を強化し女性起業支援事例を創出する。（継続） 

 

14. 生涯現役起業支援助成金 【30年度予算：0.8億円】 

中高年齢者の雇用機会の創出を図り、生涯現役社会の実現を推進するため、中高年齢者

が起業を行う際に必要となる、募集・採用や教育訓練にかかる経費の一部を助成する。ま

た、起業後一定期間経過後に生産性向上が図れた場合に、助成額の上乗せ支給を行う。

（継続） 

 

15. （再掲）中小企業・小規模事業者経営力強化融資・保証事業 【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を通じ経営革新又は

異分野の中小企業と連携して新分野の開拓等を行う中小企業の経営力や資金調達力の強化

を支援するため、必要な資金の貸付を行う。（継続） 

 

第 7節 経営安定対策、災害対応力の強化 

1. 中小企業倒産防止共済制度（経営セーフティ共済制度） 

取引先企業の倒産に伴う連鎖倒産を防止するための共済金の貸付を行う倒産防止共済制

度について、引き続き、制度への加入促進や共済金の貸付けを着実に実施する。（継続） 

 

2. 経営安定特別相談事業 【30年度予算 49.4 億円の内数】 

全国の主要な商工会議所及び都道府県商工会連合会に設置されている「経営安定特別相

談室」による相談事業を円滑に実施するため、日本商工会議所及び全国商工会連合会の実

施する指導事業等を引き続き支援する。（継続） 

 

3. 中小企業 BCP（事業継続計画）普及の促進 【財政投融資】 

中小企業・小規模事業者が災害対応力を強化するための BCP（事業継続計画）策定や、
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超の法人を除く）ができる措置。（継続） 

 

6. 交際費等の損金不算入の特例 

交際費等を支出した場合、①定額控除限度額（800万円）までの損金算入、②支出した

接待飲食費の 50％までの損金算入を選択適用できる措置。平成 30 年度税制改正におい

て、適用期限を 2年延長することとされた。（継続） 

 

7. 中小企業投資育成株式会社による支援 

中小企業投資育成株式会社において、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な

成長発展を図るため、株式、新株予約権、新株予約権付社債等の引受けによる投資事業及

び経営相談、事業承継支援等の育成事業を実施する。（継続） 

 

第 9節 人権啓発の推進 

1. 人権啓発 【30年度予算：1.9億円】 

健全な経済活動の振興を促進するため、事業者を対象とした人権啓発のためのセミナー

等の啓発事業を実施する。また、小規模事業者等が多く、特に重点的な支援が必要な地域

又は業種に係る小規模事業者等の活性化のため、経営等の巡回相談事業及び研修事業を実

施する。（継続） 

 

第 10節 経営支援体制の強化 

1. 中小企業連携組織支援対策推進事業 【30 年度予算：6.6億円】 

中小企業連携組織支援のための専門機関である全国中小企業団体中央会を通じて、経営 

革新・改善に取り組む組合等に対して、その実現化等に要する経費の一部の助成などの支

援を行うとともに、指導員向けの研修等も支援する。また、外国人技能実習生受入事業を

行う組合（監理団体）等の事業の適正化を支援する。（継続） 

 

2. 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 【30 年度予算：50.2億円】 

中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に対応するワンストップ相談窓口とし

て、一歩踏み込んだ専門的な助言を行う「よろず支援拠点」を各都道府県に設置するとと

もに、特に高度・専門的な経営課題に対応するために専門家派遣を実施する。（継続） 

 

3. ローカルベンチマーク 

ローカルベンチマークを活用した企業の事業性評価に基づく、経営改善や生産性向上に

向けた取組みを引き続き推進する。具体的には、中小企業・小規模事業者等の生産性革命

に向けて、ローカルベンチマークの関連施策への組み込みを行うとともに、生産性向上に

向けた課題抽出及び成果のフォローアップを行う体制を構築する。（継続） 
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復興機構」において、引き続き、中小事業者等の事業再生支援を実施する。（※）東日本

大震災復興特別会計分。被災県 6県のうち、青森・茨城・千葉の中小企業再生支援協議

会・産業復興相談センターについては、平成 29年度予算より一般会計へ移行。（継続） 

 

2. 「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構」による事業再生支援 【30 年度予

算:100 億円】 

被災事業者の二重ローン問題に対応するため、東日本大震災事業者再生支援機構では旧

債務に係る返済負担の軽減等の支援を実施する。（継続） 

 

3. 再生可能性を判断する間の利子負担の軽減 

東日本大震災及び原子力発電所の事故による被害を受けた中小事業者等が産業復興相談

センターを活用した事業再生に取り組む際に、再生計画策定支援の期間中に発生する利子

を補填することにより、早期の事業再生の実現を支援する。（継続） 

 

4. 被災中小企業復興支援リース補助事業の実施 

被災中小企業の二重債務負担の軽減を図るため、東日本大震災に起因する設備の滅失等

により債務を抱えた中小企業に対し、設備を再度導入する場合のリース料の 10％を補助す

る。（継続） 

 

第 3節 工場等の復旧への支援 

1. 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業(東日本大震災) 【30年度予算：149.6 億

円】 

 東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進するため、 

① 複数の中小企業等から構成されるグループが復興事業計画を作成し、地域経済や雇用

維持に重要な役割を果たすものとして県から認定を受けた場合に、計画実施に必要な

施設・設備の復旧にかかる費用に対して、国が 1／2、県が 1／4の補助、 

② 商工会等の中小企業者のための指導・相談施設等の災害復旧事業にかかる費用に対し

て、国が 1／2の補助 

を実施し、被災した中小企業等のグループ等の施設の復旧等に対して支援を行う。（継

続） 

 

2. 施設・設備の復旧・整備に対する貸付け(東日本大震災) 

東日本大震災により被害を受けた中小企業者が、県から認定を受けた復興事業計画に基

づいて、その計画を実施するために必要な施設・設備の復旧・整備を行う場合に、中小企

業基盤整備機構と県が協力して、必要な資金の貸し付けを行う。（継続） 
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6. 原子力災害対応雇用支援事業 【30年度予算：15.5億円】 

原子力災害の影響を受けた福島県内の被災者の一時的な雇用の場を確保し、生活の安定

を図るための事業を実施する。（継続） 

 

7. 被災地の人材確保対策事業 【30 年度予算：9.7億円】 

被災地に若者や専門人材等を呼び込む取組に加え、被災地企業の課題解決のために定期

的に訪問する者（関係人口）を増加させる取組を実施する。また、企業の人材獲得力向上

を図るためのノウハウの提供や、人材獲得に係る好事例の横展開を実施する。（継続） 

 

8. 福島イノベーション・コースト構想 地域復興実用化開発等促進事業 【30年度予

算：69.7億円】 

ロボット技術など福島イノベーション・コースト構想の重点分野（※）について、地元

企業との連携等による地域振興に資する実用化開発等の費用を支援する。（継続） 

※廃炉、ロボット、エネルギー、環境・リサイクル、農林水産業、医療機器等の分野を言

う。 

 

9. 中小・小規模事業者の事業再開等支援事業 【30 年度予算：112.0億円】 

福島県の原子力被災 12市町村で被災した中小事業者の自立を集中的に支援し、当該地

域における働く場の創出や、買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、事業再

開等に要する設備投資等の費用の一部を補助。平成 29年度からは、地元での再開が困難

な帰還困難区域の事業者への支援等を拡充する。(継続） 

 

10. 原子力災害被災地域における創業等支援事業 【30 年度予算：2.1 億円】 

福島県の原子力被災 12市町村のまち機能の回復やそれを通じた被災事業者の自立に向

け、新規創業や 12市町村外からの事業展開等に際して必要となる設備投資等に対する補

助を行うとともに、投資の活性化に向けた環境の整備を行う。（継続） 

 

11. 生活関連サービスに要する移動・輸送手段の確保支援事業 【30 年度予算：2.1億

円】 

福島県の原子力被災 12市町村において、地元商店による共同配達や医療サービス等に

必要な移動・輸送手段の支援を行う。（継続） 

 

12. 人材マッチングによる人材確保支援事業 【30 年度予算：5.0 億円】 
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る。（継続） 

(2) 林業成長産業化総合対策のうち木材産業・木造建築活性化対策のうち新たな生産・加

工・流通体制づくり推進対策のうち木材加工設備導入等利子助成支援事業 【30年度予

算：0.03億円】 

品質・性能の確かな木材製品を低コストで安定的に供給するため、製材業を営む企業等

が実施する設備導入等と共に、川中事業者を核とする安定供給体制の構築に必要な借入金

に対して利子助成を行う。（継続） 

(3) 林業成長産業化総合対策のうち林業・木材産業成長産業化促進対策のうち木材産業等

競争力強化対策（うち木材加工流通施設等の整備） 【30年度予算：234.7億円】 

川上から川下の事業者が連携し、生産・加工・流通コストの削減を図ることにより、木材

製品の安定的な供給のための木材加工流通施設整備を支援する（新規） 

(4)強い農業づくり交付金及び産地活性化総合対策事業による乳業再編整備等への支援 

【30年度予算：強い農業づくり交付金 201.5億円の内数】 

（施策の目的） 

・乳業工場の再編・合理化と衛生管理の向上を図ること等により、中小乳業の経営体質の

強化を推進し、 酪農家の経営安定に資することを目的とする。 

（施策の概要） 

・ 中小乳業の製造販売コストの低減や衛生水準の高度化を図るため、乳業工場の施設の

新増設・廃棄、新増設を伴わない場合の乳業工場の廃棄等を支援する。 

(5) 食品産業品質管理高度化促進資金 

食品の安全性の向上と消費者の信頼を確保するため、食品の製造管理の高度化に関する

臨時措置法に基づき、①HACCP導入のための施設、設備の整備、②HACCP 導入の前段階の

一般衛生管理や品質管理を行うための体制、施設・設備の整備（高度化基盤整備）への金

融支援を行います。（継続） 

(6)輸出総合サポートプロジェクト 【30年度予算：34.4 億円】 

（施策の目的） 

・2019 年の輸出額１兆円目標達成に向け、官民一体となって「農林水産業の輸出力強化戦

略」（平成 28年 5月「農林水産業・地域の活力創造本部」取りまとめ）に基づく各種取

組を実施。 

（施策の概要） 

・JETRO 等への補助を通じて、輸出に取り組む事業者等に対し川上から川下に至る総合的

なビジネスサポートを実施（継続）。 

・今後輸出が強く期待される国・地域などで開催される海外見本市にジャパンパビリオン

を設置し、事業者等と海外バイヤーが直接商談できる機会を提供（継続）。 

・海外の有力なバイヤーを国内商談会に招へいしつつ、卸売市場や産地等への視察を通じ

て、日本産品の品目の特性や安全性等を理解してもらい、効果的に商談を実施（継続）。 
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の整備等、④水産加工業の体質強化、⑤農業生産関連事業の事業再編等に対して融資を行

う。（継続） 

 

第 2節 中小運輸業対策 

1. 倉庫業への支援等  

改正物流総合効率化法により物流の省力化・効率化を図るため、引き続き輸送機能と保

管機能の連携した倉庫の整備を促進していく。また、省エネ型自然冷媒機器の導入を支援

するとともに、更なる環境負荷低減に向けた検討等を行う。（継続） 

 

2. 内航海運・国内旅客船事業対策（船舶共有建造制度） 【財政投融資】 

鉄道・運輸機構の船舶共有建造制度により、内航海運のグリーン化に資する船舶や離島

航路の維持・活性化に資する船舶といった政策的意義の高い船舶の建造を促進する。（継

続） 

 

3. 中小造船業・舶用工業対策 【30年度予算：[1]0.7億円の内数 [2]160億円（平成 25

年度予算） [3]4.5億円 [4]0.8億円】 

（1）経営の安定のためのセーフティネットの確保に取り組むほか、[1]経営技術の近代化

に向けた講習会を実施するとともに労働災害の防止に向けての統括安全衛生責任者研修会

を実施する。（継続） 

（2）東日本大震災では東北の太平洋側に位置する造船所のほとんどが壊滅的な被害を受

けた。地域の基幹産業である水産業を支える地元造船産業の早期復旧・復興を図るため、

国土交通省では、中小企業庁等関係省庁と連携し、各種支援制度を活用した支援を行って

きた。地盤沈下等により震災前と同様の操業を行うことが困難となっている造船事業者に

対しては、協業化・集約化による本格的な復興のための造船施設の整備を支援する「造船

業等復興支援事業費補助金」を平成 25年度に創設し、平成 26 年度末までに、8 件、19事

業者に対して補助金を交付決定（補助額計 114.2億円）の上、復興事業を推進している。

平成 29年度末までに 7件の事業が完了したところ、残り 1 件の事業についても適正に実

施する。[2]造船業等復興支援事業費補助金（継続） 

（3）船舶の建造・運航における生産性向上のための技術研究開発費に対し補助を行う。

[3]海事産業関連技術開発費補助金（継続） 

（4）中小企業等経営強化法に基づき、中小造船業・舶用工業の生産性向上を図るため、

「船舶産業分野に係る経営力向上に関する指針」に沿って中小企業・小規模事業者が策定

した経営力向上計画の認定を進め、税制等の支援措置により設備投資等を促進する。 

【税制】（継続） 

（5）造船分野の人材について、学生・生徒、教職員に対する造船業への理解を深め、地

域の造船企業と教育機関のネットワーク強化を図ることを目的として、「造船事業者等の

518 2018 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan





 
 

 

 
 

滑資金や地域再生のための事業資金等に対する債務保証事業を継続実施する。（継続） 

 

5. 地域型住宅グリーン化事業 【30年度予算：115.0億円】 

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、資材供給、設

計、施工などの関連事業者からなるグループによる、省エネルギー性能や耐久性等に優れ

た木造住宅・建築物の整備に対して支援を行う。（継続） 

 

6. 地域に根ざした木造住宅施工技術体制整備事業 【30 年度予算：4.5 億円】 

地域における木造住宅施工技術体制を維持・整備し、優良な住宅ストックを形成するた

め、民間事業者からなるグループが行う大工技能者育成のための研修活動の支援を行う。

（継続） 

 

第 4節 生活衛生関係営業対策 

1. 生活衛生営業対策 【30年度予算：11.4億円】 

理美容業、クリーニング業、飲食店営業などの生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生

水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護を図り、もって安心・快適な生活環境

づくりを衛生的観点から推進するため、生活衛生同業組合及び連合会、全国生活衛生営業

指導センター、都道府県生活衛生営業指導センターに対して補助を実施する。平成 30 年

度においては、生活衛生関係営業の賃金水準の底上げを図るため、経営力や収益の向上等

を目的とした中小企業診断士、社労士等の専門家によるセミナーの開催等などを重点的に

実施する。（継続） 

 

2. 生活衛生関係営業者に関する貸付 【30年度予算：34.5億円】 

生活衛生関係営業の資金繰り支援を行うことで公衆衛生の向上及び増進を図るため、日

本政策金融公庫（生活衛生資金貸付）において、低利融資を行う。平成 30年度において

は、設備資金のみが貸付対象となっている生活衛生貸付の災害貸付に、新たに貸付対象と

して運転資金を拡充し、引き続き生活衛生関係営業者の資金需要に適切に対応する。（継

続） 

 

 の の中小  

第 1節 環境・エネルギー対策 

1. 国内における温室効果ガス排出削減吸収量認証制度の実施委託費 【30年度予算：3.8

億円】 

J－クレジット制度は、中小企業等の設備投資による温室効果ガスの排出削減量等をク

レジットとして認証し、当該クレジットを大企業等が低炭素社会実行計画の目標達成やオ

フセット等に活用する制度である。本事業では、制度事務局を運営するとともに、J－ク
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し、「地域低炭素投資促進ファンド」からの出資を行う。（継続） 

 

8. エコリース促進事業【30年度予算：19.0億円】 

低炭素機器の導入に際して多額の初期投資費用（頭金）を負担することが困難な中小企

業等に対し、リース料総額の一部を補助することによって、頭金なしの「リース」の活用

を促進し低炭素機器の普及を図る。(継続) 

 

9. エコアクション 21 

中堅・中小事業者にも取り組みやすい環境マネジメントシステムとして策定されたエコ

アクション 21の有効性を高め、企業価値向上にも貢献できるようエコアクション 21ガイ

ドライン 2017年版、産業廃棄物処理業、建設業、食品関連業の業種別ガイドラインを、

認知・向上を図るため、全国 5所で説明会と、環境経営向けシンポジウムを 1 ヶ所で実施

する。また、CO2削減に特化した環境マネジメントシステム導入事業を引き続き実施し、

全国への認知向上とエコアクション 21等の環境マネジメントシステムへの働きかけ、大

手企業のバリューチェーンへの導入促進を図っていく。（継続） 

 

第 2節 知的財産対策 

1. 特許出願技術動向調査 【30年度予算：8.3 億円の内数】 

市場を創出・獲得する可能性のある技術分野、科学技術政策等の国として推進すべき技

術分野を中心にテーマを選定し、「市場動向」、「特許出願動向」等を調査する。そして、

日本の産業界における研究開発戦略や知的財産戦略の立案に活用できる調査結果を、特許

庁ホームページ等を通じて積極的に情報発信していく。（継続） 

 

2. 外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業) 【30 年度予算：6.5 億円】 

中小企業等による戦略的な外国出願を促進するため、都道府県中小企業支援センター等

及び JETROを通じて、外国への事業展開等を計画している中小企業に対し、外国への出願

に要する費用（外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等）の一部を助

成する。（継続） 

 

3. 知的財産権制度に関する普及 【30年度予算：[1]INPIT交付金の内数[2]0.5億円】 

知的財産権制度に関する知見・経験のレベルに応じて、[1]知的財産権制度の概要や基

礎的知識について説明する初心者向け説明会と、[2]特許・意匠・商標の審査基準や、審

判制度の運用、国際出願の手続等、専門性の高い内容を分野別に説明する実務者向け説明

会、最新の法令改正事項を広く説明する法改正の説明会を開催する。平成 30 年度は、初

心者向け説明会を 47都道府県において、実務者向け説明会及び制度改正説明会を全国の

主要都市で開催する。（継続） 
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を向上させるため、窓口の体制強化の一環として支援担当者を増員する。（継続） 

 

9. 営業秘密に関するワンストップ支援体制の整備（「営業秘密・知財戦略相談窓口～営業

秘密 110番～」） 

平成 27年 2月 2日に独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）に開設した「営業

秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110番」においては、知財総合支援窓口とも連携し

て、主に中小企業を対象に特許としての権利化、営業秘密としての秘匿化を含むオープ

ン・クローズ戦略等の具体的な知的財産戦略に加え、秘匿化を選択した際の営業秘密の管

理手法、また営業秘密の漏えい・流出等に関する相談に専門家が対応しており、平成 30

年度もこれを継続する。特に営業秘密の漏えい・流出事案や情報セキュリティ対策、サイ

バーアタックについて、相談内容に応じて、警察庁や独立行政法人情報処理推進機構

（IPA）等との連携等を行っていく。さらに、平成 30 年度も引き続き、営業秘密・知財戦

略セミナーや eラーニングコンテンツ等による普及・啓発活動を強化しつつ、本相談窓口

の周知を行い中小企業による活用を促進していく。（継続） 

 

10. 新興国等知財情報データバンク 

新興国等でのビジネスに関わる我が国の企業の法務・知財担当者等を対象に、各国の知

財情報を幅広く提供することを目的とする情報発信ウェブサイトであり、新興国等を対象

に出願実務、審判・訴訟実務、ライセンス実務情報、統計・制度動向等の情報を提供す

る。（継続） 

 

11. 海外知的財産プロデューサー派遣事業 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）において、海外での事業内容や海外展

開先の状況・制度等に応じた知的財産戦略策定等、海外における事業展開を知的財産活用

の視点から支援するため、海外での事業展開が期待される有望技術を有する中小企業等に

対して、知的財産マネジメントの専門家（海外知的財産プロデューサー）を派遣する。

（継続） 

 

12. 出張面接・テレビ面接 

特許・意匠について、全国各地の中小・ベンチャー企業等の方々への支援を目的とし

て、全国各地の面接会場に審査官・審判官が出張する出張面接を実施し、特許・意匠・商

標について、インターネット回線を利用し出願人自身の PCから参加できるテレビ面接を

実施する。また、平成 29年 7月に開設した「INPIT近畿統括拠点（仮称）」において「出

張面接審査室」・「テレビ面接審査室」を設置し、出張面接の重点実施日を設定する。さら

に、地域の中小企業やベンチャー企業、研究施設等が集まるリサーチパークや大学等とい

った企業等集積地域を対象に、出張面接審査と特許権に関するセミナーを同時に開催する
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18. 特許情報の提供 

高度化、多様化するユーザーニーズに応えるべく、平成 27年 3月に特許情報提供サー

ビス「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」の提供を開始。J-PlatPatは、国内で発行

された特許・実用新案・意匠・商標の公報類に加え、主要国（欧米）で発行された公報

や、審査・登録・審判に関する経過情報の確認が可能である。また、外国特許文献、特に

急増する中国・韓国特許文献を日本語で調査できるように「中韓文献翻訳・検索システ

ム」の提供を平成 27年 1月より、ASEAN等の日本企業の進出が著しい諸外国の特許情報を

照会する「外国特許情報サービス(FOPISER)」の提供を平成 27 年 8 月より、それぞれ開始

している。なお、いずれのサービスもインターネットを介して無料にて提供している。

（継続） 

 

第 3節 標準化の推進 

1. 中堅･中小企業等における標準化の戦略的活用の推進 

自治体・産業振興機関、地域金融機関、大学・公的研究機関（パートナー機関）と一般

財団法人日本規格協会が連携し、地域において標準化の戦略的活用に関する情報提供・助

言等を行う「標準化活用支援パートナーシップ制度」の下で、中堅・中小企業等向けに標

準化の戦略的活用に関するセミナーを実施するなどの支援を引き続き行っていく。（継

続） 

 

第 4節 調査・広報の推進 

1. 施策の広報 

中小企業施策を普及・広報するため、施策のポイントをまとめたガイドブックやチラシ

等を作成し、各地方公共団体や中小企業支援機関、金融機関等に配付するほか、中小企業

支援ポータルサイト「ミラサポ」を通じた情報発信やイベント「一日中小企業庁」の開催

等により、広く普及・広報を実施する。 

（1）冊子等の発行 

中小企業施策を利用する際の手引き書として 200以上の施策を紹介した「中小企業施策

利用ガイドブック」やチラシ等を作成し、中小企業、地方公共団体、中小企業支援機関

（商工会、商工会議所等）、金融機関、中小企業を支援する税理士、弁護士、公認会計

士、中小企業診断士等に広く配布する。（継続） 

（2）「一日中小企業庁」の開催 

開催地の都道府県と中小企業庁が共催し、地元中小企業者の方々に最新の施策を紹介

し、理解を深めていただくとともに、意見交換や交流の場を設け、今後の中小企業施策

の見直し・拡充等に反映させるイベントを開催する。昭和 39 年度以来、毎年度開催して

いる（継続） 
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